
　　第5編

購鰯事欄手続法

公務員賄賂犯罪はいわば「権力的・政治的」犯罪の一種である。それ故に、それに対す

る刑事訴追も常にr権力性・政治性』を帯ぴている。どのような手続・体制で、いつ、誰

を刑事訴追するかは、政治家個人の政治生命の存失や政党間の利害得失をもたらすのみな

らず、政権の交代や体制の崩壊の引金にもなりかねないのである。こういうことに着目し

て、この編では次の三つのことを比較の視点として研究を展開する。

まず、「権力的・政治的」犯罪である賄賂などの公務員犯罪は、その犯罪者が「権力者

・政治家』などの公務員である一方、それに対する刑事訴追を直接に行う警察官、検察官、

裁判官もまた権力者（場合によ・り政治家〉の一都であって、同じく公務員である。犯罪者

とその刑事訴追者とはこのような「同質性』を共有している。このような「同質性」が実

際の刑事訴追に反映されるか、どこまで反映されるかは、大きな程度で、刑事訴追を直接

に行う司法機関とその他の権力の部分である議会、行政府とがいかなる関係にあるのか、

そして、そのような「同質性」をもたないr第三者』たる民衆やマスコミなどの一般社会

が公務員犯罪の刑事訴追手続きにどういう関わり方をするかに、関わっているように思わ

れる。従って、公務員賄賂の刑事訴追手続きが議会、行政府、そして、民衆やマスコミな

どのr般社会とどのような関わり方をしているのかは、この編における比較の第一の視点
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とする。

　次に、中、米、日のいずれの国においても、犯罪を犯した公務員に対しせは、刑事責任

の追求以外には、政治i責任または行政責任の追求を行う。この三つの責任の追求がその根

拠、性格、内容などにおいて各々異なることは明かである。しかし、それにしても、多く

の場合、そのような追求手続きが互いに影響し合う。従って、この編における研究では、

政治責任または行政責任の追求手続きとの関連で公務員賄賂の刑事訴追手続きを見ること

は、この編における研究の第二の視点とする。

　最後に、中、米、日のいずれの国においても、一般犯罪を刑事訴追するための通常の刑

事手続きが存在している。また、上記のいずれの国も、賄賂などの公務員犯罪に対しては、

一般犯罪を訴追するための通常の刑事手続・体制とは違ったいわば特別な刑事手続・体制

を設けている。そこで、賄賂などの公務員犯罪の刑事規制という視点から、三国の刑事手

続きの違うことこがどこにあるのか、そして、それぞれの国における賄賂などの公務員犯

罪を刑事規制するための特別な刑事手続・体制がいかなるものかは、この編における比較

の第三の視点とする。

　　　　　　　　　　　　　　第■章

「政党主導型」の中国賄賂刑事規制手続法
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第■節　賄賂刑事規制手続法の概観

　中国では、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどのマス・メデイアが賄賂などの公務員汚職

事件について、独自の取材でそれを発見し、公にそれを暴露することも、司法機関による

事件の処理の是非を論じて、報道・放送することも、あまりない、報道・放送するのは、

あくまでも、検察などの機関が自ら処理済みの事件から公開の意義があるものとして提供

してきた事件だけである（n。このような報道・放送は、r見せしめ』という一般予防的意

義をもつものの、事件を摘発、暴露するような意義はもたない。そのかわりに、一般社会

が賄賂などの公務員汚職の刑事訴追に直接に関わる手段として、極めて精密化された「挙

報制』（すなわち、民衆による通報制度）が設けられている。今日の中国では、このr挙

報制』が汚職の対策の目玉の一つとして大いに奨められており、立件・捜査された賄賂な

どの公務員汚職事件のおよそ七ないし八割が「挙報制』によるものである（2）。

　中国では、公務員賄賂の刑事規制手続き法としてまずあげられるのは刑事訴訟法である

（3）
80年代の半ばから90年代の初期にかけて、横領（中国語では「貧汚』という）や

賄賂などの公務員汚職事件に対する特別な刑事手続きなどを盛り込む「反貧汚賄賂法』を

制定しよう、という動きがあったが、立法化には至らなかった（4》。現行刑事訴訟法第18

条の規定によれば、賄賂などの公務員犯罪は、一般の刑事事件とは異なって、その起訴の

みならず、その捜査も検察が直接に担当する（5）。特に、公務員による横領事件と賄賂事件

は、検察機関がr反貧汚賄賂局』といったような専門的な部門を設けて、専らそれらの捜
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査に当たらせている（6）。

　しかし、中国では、民衆の通報を受けたり、調査したりして、賄賂などの公務員汚職事

件を摘発するのは、検察だけではなく、それ以外には、共産党の規約などに基づいて、党

員の規律違反行為の調査、処分を任務とする中国共産党の規律検査機関も、行政監察法な

どのに基づいて、公務員の法規違反行為の調査、処分を任務とする行政府の監察機関もあ

る。共産党の規律検査機関が規律に違反した党員の政治責任を追及し、行政府の監察機関

が法規に違反した公務員の行政責任を追及する（7）1理論上または形式上、検察などによる

刑事責任の追及、党の規律検査機関による政治責任の追及、監察機関による行政責任の追

及は、根拠、手続き、処分などの面において全く別々なもので、それぞれ独立しているよ

うに見えるが、あらゆる活動において共産党の指導が堅持されをければならないという

「党の指導」が憲法上の原則であることや、ほとんどの公務員が同時に共産党員であるこ

とや、犯罪行為・違法行為が同時に党の規律違反行為でもあることなどから、実際上は、

検察などによる刑事責任の追及は、常に、党の規律検査による政治責任の追及または監察

機関による行政責任の追及との関わりの中で、行われなければならないのである。

　そのような関わり方は事件の性格、影響などにより異なる。一般的な事件（概ねでいう

と、非幹部公務員またはレベルの低い幹部公務員の犯した、犯罪の金額があまり高くない

公務員汚職事件）の場合は、民衆の通報などの方法で汚職の疑惑についての情報を最初に

掴んだ機関はr先議権』があり、まず自分で事件を調査して、処理する。もし調査・処理

中、その他の責任も追及する必要があると判断していれば、調査・処理中にまたは処理後

に、当該事件を関係の責任追及機関に通報し、関係書類を送致する（8）。
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　一般的な事件とは違って、重大事件（金額が相当高い公務員汚職事件）・重要事件（レ

ベルの高い幹部公務員が犯した公務員汚職事件）の場合は（9）、検察、党の規律検査機関、

監察機関のどちらが「先議権』を得て、独自で先に事件を調査、処理するのではなく、当

該地方の党の最高組織である共産党委員会の指導の下で、党委員会の関係者、党の規律機

関の人員、監察機関の人員、検察などの司法人員からなる「合同調査グループ』を作り、

共同で事件を調査・処理するのである。調査中または終了時、その結果に応じて、党の規

律検査機関と行政府の監察機関がそれぞれ自分の管轄内の処分を科すが、刑事責任を追及

する必要があると認められた事件の場合は、検察機関は引き続きその捜査などを行い、刑

事責任を追及していく。

　「立案』（日本語でいうと「立件」）が中国における刑事手続きの起点である（10）。す

なわち、警察あるいは検察は、通報などのルートを通じて得た犯罪行為についての情報・

資料を審査して、犯罪事実が確かにあり、刑事責任を追及する必要があると判断したとき、

それを「刑事事件』として登録する。このr立案』という手続きにより、捜査が正式に始

まり、刑事訴訟法の定めたすべての捜査手段などが使えるようになるのである。しかし、

一般の刑事事件とは違って、賄賂などの公務員汚職事件の場合は、検察は、自分が「先議

権』を得た一般的な汚職事件については、事実上、r立案』の前に、「初査』と呼ばれる

手続きがあり、部分の捜査手段を用いられるのである。検察が「先議権』を得なかった事

件あるいは重大事件の場合は、「初査」に相当する手続きは、党の規律検査機関が党の規

定により行われるか、行政府の監察機関が行政法規に基づいて行われるか、検察、党の規
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律検査機関、監査部門が三者共同で府われるので、検察は刑事手続きの一環として独自に

「初査」を行う必要がなくなるのである。

　事件を「立案』して、捜査を始めるが、捜査が終結すると、検察はそれによって得た資

料を吟味して、犯罪が成立し、刑罰を科す必要があると認められたときは、公訴を提起し

て、事件を裁判官による公判にかけるのである。それは中国刑事訴訟法の定めた刑事訴追

の手続きである。一見したところでは、警察、検察、裁判が独自に刑事訴追をこなしてい

るように見えるが、「党の指導』が憲法の原則である中国においては、党の規律検査活動

との関わり以外でも、共産党は、従来ほどではないが、依然として、何かの形で刑事事件

・刑事手続き（特に、賄賂などの公務員汚職事件・その刑事訴追手続き〉に影響を及ぼす

ときあるいは場面がある。そのような影響が中国における賄賂などの公務員汚職事件に対

する刑事訴追手続きの重要な部分となっている。

　r般的に言えば、中国における公務員賄賂の刑事規制手続きは直接的にまたは間接的に

党の統制下にあり、「政党主導型』がそこでの賄、賂刑事訴追手続きの特色といえる。以下

の各節においては、それを具体的に検討してみる。

第2鐘蔽 「輔哩」
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今日の中国では、「挙報制」は、民衆などの一般社会が賄賂などの公務員犯罪の刑事責

任追及に直接に関与するための主な制度である。「挙報』とは、「告発、通報の略称であ

って、…　公民が横領、賄賂などの犯罪事実またはその嫌疑をもっている者を司法機関

に告発、通報する行為である』といい（1n、従って、「挙報制」とはそのような行為を定

めた制度である。いわゆる「文化大革命』時代（1978年末に「改革開放」政策が実施

されるまで〉の中国では、大衆による政治闘争運動が繰り遷して展開されていたが、その

運動が行われる度に、体制・運動に対する反対言動や不満分子を告発、通報するように、

大衆を動員していた。その結果、密告が流行り、人間不信の現象が起こり、冤罪事件が多

発した。そのために、r文化大革命」が終了直後の1970年末から80年代の初期まで

は、民衆による告発、通報が社会的屍感を帯びるようになり、79年に制定、80年から

実施された刑法も証告陥害罪を設けて、証告した者は、証告した罪名、その結果などを参

考に、処罰されるという厳しい処罰原則を定めた（12》。しかし、「改革開放」政策が展開

されてまだ間もない80年代半ばになると、横領や賄賂などの公務員犯罪・経済犯罪が氾

濫するようになってしまった。そこで、経済特別区としてr改革開放』の先端を走ってい

る広東省深　市の地方人民検察院は86年に「挙報制』を公民犯罪・経済犯罪の対抗手段

として、全国て飴めて導入し、88年3月にr挙報センター』を設立した。それを受けて、

広東省高級人民検察院も全省範囲で「挙報制」の導入と「挙報センター」の設立を進めた。

広東省での経験が後に中共中央、中央政府、最高人民検察院に肯定されて、最高人民検察

院は88年7月になって、全国での「挙報制」の導入と各級の検察院での「挙報センター」

の設立を宣言した。当初は、r挙報制」に対して、r文化大革命」の時代での苦い経験を
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持ち出して、異論を唱えた人もあったが、挙報の対象が賄賂などの公務員汚職事件に限定

していることや、匿名でもよいが、本当の名前での挙報が勧められて、「文化大革命』中

の「密告制』とは全く違うことや、公務員の経済犯罪に対して香港やシンカポルなどでも

「挙報制』に似た制度が導入されていることなどがあげられて、反対論が抑えられた．

今日の中国における「挙報制』の法的な根拠はおよそ次の二つがある。一つは最高人民

検察院の検察委員会が1988年11月25日に採択した「人民検察院挙報工作の若干規

定（試行）』（以下「若干規定』と略称）であり、もう一つは同検察委員会が1991年

5月6日に採択した「公民の挙報権利の保護に関する規定』（「権利保護規定』と略称1

である。（党の規律検査機関も行政府の監察機関もそれぞれ自分の管轄範囲に関して、検

察の規定と類似した規定を作って、「挙報制」を実施している）．以上の二つの規定によ

って、次のような内容をもった「挙報制』が確立されている。

　一：「挙報」の性格

　『挙報』は、検察機関による専門的法律実施監督と民衆による法律実施監督とを有効に

結ぶ制度で、検察機関が人民大衆を頼りにして公務員による職務犯罪と戦うための有力な

手段で、検察機関が法に基づいて公民の通報権、告発権を保障するための重要な制度であ

る、という（「若干規定」第2条）。

　「挙報制』の目的・任務は、検察機関が国家機関及びその公民による職務犯罪について

の通報、告発を受け付け、法に基づいて刑事訴追を行い、公務員活動の廉潔を保障するこ

とである、という（「若干規定」第1条及び第3条）．。
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二：「挙報」の主体、範囲、方法

　中華人民共和国の公民、機関、団体、企業体、事業体などは検察機関に「挙報」するこ

とができるが、それ以外には、台湾同胞、香港・マカオ同胞、海外僑胞も、また、外国の

公民もできる。それらのすべてがr挙報」の主体である。

　『挙報』の対象となるのは、横領事件、賄賂事件、公民の民主権利侵害事件、その他の

職務犯罪、及び人民報院が自分が直接に捜査すべきであると判断したその他の事件である。

一言でいえば、検察機関が直接に捜査権をもつ刑事事件のすべてが「挙報』の対象となる

（13）

　r挙報」は、電話など、直接面談、手紙などの郵便のいずれもよいし、その他のが法で

もよい。また、「挙報』は実名で行われるのが勧められるが、実名を明らかにしたくない

場合は、匿名でもよい。

　三：「挙報』の受理主体

各級の人民検察院は「人民検察院挙報センター（室〉』を設けて、専任の検察官などを

配備して、「挙報』の受付、処理などにあたる（14）。検察機関は人民大衆などが行う「挙

報』に便利をはかってあげなければならない。そのために、状況に応じて、専用の電話、

専用の郵便番号を設けて、その電話番号、郵便番号を新聞やテレビなどを通じて公表しな

ければならないし、面談によるr挙報」の専用場所を設けて面談を受付しなければならな

い。、
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　四：「挙報』の処理手続き

　専任の検察官などが『挙報』を受け付けてからは、次のような手続きでそれを処理する。

　1：「挙報』内容の記録、確認

　電話や面談での「挙報』を受け付けた検察官などはその場でその記録を作る。手紙など

の「挙報』を受けたときは、それを速やかに読んで、内容を確認する。必要に応じて、

「挙報』人に対して、面談を求めたり、補充資料の提供を要求したりすることができる。

　2：事件の移送

　専任の検察官などが受けた「挙報」を審査して、一週間以内で検察内部の捜査機関に事

件を移送しなければならない。「挙報」の内容が重大または重要である場合は、まず検察

長にそれを報告して、その決定を仰ぐ。r挙報』は趣旨が不明で内容がはっきりしないと

き、または、状況が特殊か緊急、のとき、「挙報センター」が初歩的調査を行って、状況に

応じて処理することができる。

　3：事件処理への催促

　「挙報センター』は自ら捜査部門に移送した「挙報」事件に関して、その捜査、起訴な

どの状況を随時に把握し、その処理への催促を行うことができる。「挙報センター』から

移送された事件の捜査、起訴などを担当する検察機関の業務部門は刑事訴訟法の定めた期

間内で事件を処理しなければならない。事件が複雑などの原因で期間内で処理できないと

きは、その状況、理由を「挙報センター」に通報しなければならない。

　4：「挙報人」の回答
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　「挙報センター』は、「挙報人』が匿名や変名で連絡が取れない場合を除いて、事件の

処理状況などについて「挙報人』に回答を行わなければならない。立件せず捜査しない事

件については、その理由などを『挙報人」に通知しなければならない。それに対して、異

議をもつ「検挙」者は再審議を請求することができる。

五：「挙報人』の保護、奨励、懲罰

　「若干規定』では、「挙報』の資料を「被挙報人」またはその勤め先に移送してはいけ

ないことや、「挙報」の内容、「挙報人」の氏名などを「被挙報人」、その勤め先及び他

の第三者に知らせてはいけないこと、「挙報人』に報復した者に対して厳しく責任を追及

するなどの、「挙報人」保護の内容が定められている。にもかかわらず、現実においては、

「挙報人』に対する報復行為が極めて多発している（15）。そのために、「権利保護規定」

が新たに制定されたわけである。この規定の中では、さらに、検察機関が「挙報」の受付、

事件の捜査などにおいて「挙報」の秘密を厳格に保っことや、秘密漏露防止の責任制を導

入することや、専任の検察官など以外には、「挙報』の場に立ち会ってはいけないことな

どの、「挙報人」保護の強化内容が定められた。

　「挙報人』が通報、告発した内容は事実で、それに基づいて、賄賂などの公務員犯罪が

摘発された場合は、r挙報人』に対して、一般事件のとき、一定額の奨励金などを行い、

重大事件で重大な貢献をしたとき、高額の奨励金などを行う（矧。

　「挙報センター」の職員は「挙報」を受けるとき、「挙報人」に対して、事前に真実だ

けを通報、告発すべく、故意で事実を捏造した≧きは、刑事責任を追及されることを告げ
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なければならない。故意で事実を捏造し、偽の証拠を提供して、他人を陥れたr挙報人」

に対して、刑事責任を追及する（切。故意でなく、間違って人を通報、告発したとき、ま

たは、通報、告発した内容が事実と異なるとき、責任は追及されない。

第3節刑事訴追とその他の責任追及の交差

　第1節で述べたように、中国では、賄賂などの公務員犯罪事件に対して、刑事責任のほ

かに、政治責任も行政責任も追及される。しかも、その追及は事後的で受け身的に行われ

るのではなく、司法機関による刑事訴追に匹敵するような手続き．・権限をもって、事前的

で積極的に行われる。このような状況の中では、刑事訴追が常に政治責任の追及を行う機

関およびその手続き、または、行政責任の追及を行う機関およびその手続きから影響を受

け、政治責任の追及または行政責任の追及との関係が刑事責任追及のあり方を大いに左右

する。但し、政治責任の追及といっても、それは、一般的に理解されているように国会

（中国では、人民代表大会〉によって行われるものではなくて、全社会に対するその指導

が憲法上の原則とされている中国共産党という政党組織によって行われるものである。中

国の議会たる人民代表大会は蜘治責任を具体的に追及することを行っていない（18）。

一：政治責任追及の構造

政治責任追及の「法的根拠』として、主に「中国共摩党党章」（いわば党の規約）と
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「中国共産党規律検査機関が事件を検査するための工作条例』、「党の規律検査機関が事

件を審理するための工作条例」などがあげられる（19）。これらの規定により、およそ次の

ような蜘台責任追及の制度が確立されている。

　1：規律検査委員会とその任務

　党中央委員会および各地方の党委員会の下では必ず規律検査委員会という組織が設けら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
れる。党の中央規律検査委員会は、党中央委員会の指導のもとに活動を行う。地方の各級

の党の規律検査委員会は、同級の党委員会および上級の党の規律検査委員会との二重指導

のもとに活動を行う。特に重大もしくは複雑な事件の処理における問題点および処理の結

果については、党の中央委員会もしくは同級の党委員会に報告しなければならない。

　党の中央規律検査委員会および地方各級の規律検査委員会の主な任務は、党規約および

その他の重大な規則、制度を守り、党委員会に協力して党風を糾し、党の路線、方針、政

策および決議の実施状況を点検することと、党の規約、規律および国家法律、法規に背い

た党の組織または党員個人に対して、それを調査、処分し、党員の告発や訴願を受理する

ことである。

　2：党紀処分の種類、

　党員に対する規律違反処分として、警告、厳重警告、党内職務の罷免および党外組織に

建議しての党外職務罷免、党籍を保留したうえでの観察、党からの除名という五つの種類

がある。

　3：事件の「立案』

　規律検査委員会の内部では、「紀検部門』（通称「紀検室」、「紀検処」、「紀検科」〉

一483一



と「審理部門』（通称「審理室』、「審理処』、「審理科』）という二つの組織が設けら

れている。「紀検部門』は事件の受理、調査を具体的に担当する。具体的には、「紀検部

門』の職員は、事件についての通報、告発を受けたとき、まず「紀検部門」を担当する規

律委員会の書記または常務委員の認可を経て、初歩的な確認作業を行う。その過程では党

の規律などに違反して、規律処分を科す必要があり、「立案」すべきであると認められる

場合、当該規律検査委員会および同級の党の委員会に「立件報告』、告発などの資料、初

期確認の結果などを提出して、その審査を仰ぐ。許可が得られれば、「立案」して正式な

調査手続きに入る。

　4：事件の調査

　「立案』された事件の調査は、規律検査委員会の職員、被調査人の所属する党組織の構

成員、同級の党委員会の責任者、その他の関係部門（事件により、行政府の監察機関また

は検察機関）の人員から構成される専門の調査グループが具体的に行う。

　当該調査グループは、調査にあたって、「証拠調査権』、「証拠収集権」、「強制措置

権』をもち、それらを行使することができる。すなわち、調査グループは、事情を知って

いる機関、組織、団体または個人に対して事件についての説明、情報の提供を求めたり、

事件の現場を観察したりし、関係の書類を閲覧したりすることも、事件と関係のある証拠

を収集することも、また、調査中、被調査人の犯した誤りが厳重で、仕事にすでに影響を

与えていることや、被調査人が調査を妨害する行為があることなどが発見されれば、当該

規律検査委員会を通じて、管轄権限をもつ党の機関に対して、被調査人の職務停止または

罷免などの措置を強制的に講じるように、建議することができる。
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　調査が終了したときは、調査グループ全体会議を経て、「調査報告書」を作成して、被

調査人の属する党の組織の意見を聞いた上で、調査の結果に応じて、それぞれ次のように

処理する。党紀違反事実があり、党紀責任を追及する必要があるときは、被調査人に対し

て科す処分を決定した上で、同じ規律検査委員会の「審理部門』に事件を移送し、審理に

付する。党紀違反の事実はないときは、事件を取り消す。党紀違反のみならず、行醐法規

違反行為または刑事法律違反行為があると認められるときは、行政監察機関または司法機

関にその責任を追及するように、提案する。　　　　一

　5：事件の審理

　規律検査委員会の「審理部門』は「紀検部門』から移送されてきた事件を審理、確認す

る。すなわち、r審理部門』は、事件の移送を受けてから、二人以上の人員から構成され

る「審議グループ』を設けて、事件の事実、証拠、手続き、違反の「罪名』、建議した処

分の当否などを具体的に審理、確認する。審理、確認が終了して、問題があると判断した

ときは、「紀検部門」に差し戻して、再調査に付するが、問題はないと認められるときは、

「審理部門」の全体会議そして規律検査委員会の常務会議の審議を経て、「審理報告書』

を作成する。そして、そのr審理報告書』を同級の党委員会、上級の党の規律検査員会、

事件により、上級の党の委員会に提出して、事件の処理結果などについてそれらの機関の

認可を得る。

　6：事件の決定

　同級または上級の党の委員会からかかる認可が下されば、被調査人に処分の決定を言い

渡して、手続きが終了する。
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　二：行政責任追及の構造

　行政責任追及の法的根拠として、主に「公務員暫行条例』、「行政監察法』、「国家行

政機関公務員の横領賄賂の行政処分についての暫行条例』などがあげられる（20）。これら

の規定により、およそ次のような行政責任追及の制度が確立されている。

　1：監察機関とその任務

　中央政府（中国では「行政府』のことを「政府』という〉である国務院をはじめとして、

全国の県以上の人民政府においては、政府およびその職員に対する監察機能を行使する専

門機関として、監察機関（監察部、監察庁、監察局など）が設けられる。監察機関は同級

の人民政府および上級の監察機関に対して責任を負㌧、、かつ活勤の報告を行う。その監察

業務は上級の監察機関の指導を受ける。

　監察機関の任務は、国家行政機関およびその職員ならびに国家行政機関の任命したその

他の人員が法律、法規、政策、決定、命令などの執行状況、および、法律違反行為・、法規

違反行為に対して、監察を宥うことである。

　なお、行政府の監査機関が行政公務員を対象としているが、立法機関および同法機関も

その内部で監察機関に似た組織を設け、立法公務員または司法公務員に対して監察機関と

ほぽ同じように、行政責任の追及などの監察行為を行っている。

　2：行政処分の種類

　法律違反行為・法規違反行為のあった公務員などに対して、警告、過失記録、重大過失

記録、降級（職級の引き下げ）、撤職（幹部ポストから降ろすこと）、除名（懲戒免職）、
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不法所得の強制没収・返済などの処分が科せられる。

　3：事件の『立案」

　監察機関は、「挙報』などを通じて、法律違反行為・規律違反行為があり、行政処分を

科す必要がある、と認めたとき、「立案』する。重大事件、複雑な事件の場合、監察機関

が関係のある他の行政機関と共同で「立案』することができる。そのとき、同級の人民政

府および上》級の監察機関に「立案』の登録をしなければならない。

　4：事件の調査

　事件が「立案」されたとき、監察機関内で「調査グループ」が形成され、直ちにその調

査を開始するが、調査を具体的に担当するのは、普通、「調査部門』に属する専任の監察

員であるが、事件の状況などに応じて、関係のある機関の人員や専門の知識・技術をもっ

ている者もその構成員として参加することができる。事件の調査中、監察機関はその責任

者の許可を得て、次のような権限を行使し、措置をとることができる。①：監察事項・事

件に関連のある文書、資料を閲覧、複製し、その他の状況を調べること。②：法律違反行

為・規律違反行為を証明できる文書、資料、物品、、不法所得などを証拠として押収する

こと。③：事件に関係のある者が銀行またはその他の金融機関での預金について取り調べ、

状況に応じて、当該銀行などに対してその預金の支払などを一時的に停止するように通知

すること。④：監察事件に関係のある者に対して、所定の時間、場所において事件につい

て説明、解釈を命ずること。⑤：主管機関に対して、厳重な法律違反・規律違反行為の容

疑者がある公務活動または職務の一時停止を提案する事、等々である。

　検察機関は、事件の調査開始から半年以内でその調査を終えて、その結論を出さなけれ
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ばならない。特殊な事情がある場合に限って、1年間まで延長できるが、そのときは、延

長のことを上級の監察機関に報告、登録しなければならない。

　事件の調査が終了した時点で、調査グループは、事実、証拠、処分の意見などを内容と

した『調査報告書」を作成し、監察機関の責任者に提出する。当該責任者は、違反行為が

あり、処分が必要として、事件を監察機関の「審理部門」に移送する決定したとき、事件

は審理にカ》ける。

　5：事件の審理

　「審理部門」は事件の移送を受けてから、二人以上の審理グループを組織して、具体的

審理に当たらせる。当該審理グループは、審理を終えて、違反事実があり、処分が適当で

あると判断したときは、「審理報告』を作成して、監察機関の責任を通じて、「審理委員

会』という最終の意思決定機関の討論にかける。逆に、審理グループは、事実が依然不明

であり、事実がはっきりしないと判断すれば、調査部門に事件を差し戻して、再調査を求

める。

　6：事件の決定

　「審理委員会」は「審理報告書」に異論がないとき、監察機関内部での事件の処理は事

実上終了される。その後、監察機関は、事件の処分などの処理結果について、同級の政府

の同意または上級の監察機関の許可を請求するが、そのような同意、許可が下されば、事

件が決定される。

三：刑事訴追と政治追及、行政追及との関係
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以上で見たように、政治責任を追及する党の規律検査機関も、行政責任を追及する行政

府の監察機関も、検察などによる刑事訴追に似たような手続きを設けており、検察と同じ

ようにまたは検察以上に、大きな権限をもち、強制措置を使って、積極的に事件の検挙、

調査、処分を行っているわけである。中国では、公務員のほとんどが同時に共産党員であ

るので、公務員による法律違反事件・規則違反事件が同時に党の規律違反にもなり、特に

犯罪事件の場合は、それが同時に規則違反行為でもあれぱ、党の規律違反でもある。それ

に対して、刑事責任の追及、政治責任の追及、行政責任の追及が併せて行わなければなら

ないのである。そこで、三つの責任の追及手続きがどのような関係にあり、どちらが「先

議権』をもち、どういう順番で遂行されるかは、大きな問題となる。

　現行刑事訴訟法および関係のある党の規定、行政府の規定の中では、特にどの手続きが

「先議権」をもち、優先的に行われるかについては、明文的な規定はないが、現実におい

ては、先に通報、告発を受けた方が「先議権』を得り、他の手続きよりいち早く開始され

るようになっている。そのかわりに、「提案制』、「移送制」および「繰り上げ介入制』

（中国語では「提前介入」）、「合同会謙1」（同『聯席会議』〉が法律および関係の諸

規定によって定められている。すなわち、「先議権』を得た機関は自らの手続きが終了し

たとき、その他の責任を追及する必要があると判断した場合は、当該機関に対して、責任

の追及を提案し、事件の資料などを移送しなければならない。提案、移送を受けた機関は、

事件の処理状況、処理結果を元の提案・移送機関に知らせなければならない。もし提案を

受け入れず、責任を追及しないとき、その理由などを元の提案・移送機関に説明しなけれ

ばならない（いわば「提案制』、「移送制』〉（21）。また、「先議権』を得た機関は自ら
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の手続きが進行中に、その他の責任を追及する必要があると判断した場合は、その他の機

関にその旨を提案し、その他の手続きを繰り上げて開始させることも、他の機関の職員を

自らの手続きに参加させることもできる（いわば「繰り上げ介入制」〉。そのほかに、党

の規律検査機関、行政府の監察機関、検察機関が定期的に一緒になって合同の会議を開い

て、事件についての情報の交換や、事件処理における協力の内容、それぞれの役割分担な

どを話し合う。

　もとより、中国では、党の規律検査機関と行政府の監察機関とは、形式上は二つの機関

であって、性格の違った責任を別々に追及するように見えるが、事実上、ほとんどの場合、

党の規律検査機関の責任者、主な職員が同時に行政府の監察機関の責任者、主な職員でも

あるので、別々であるはずの政治責任追及の手続きと行政責任埠及の手続きとがは同じ人

員によって行われる（22》。そのために、党の規律検査機関と行政府の検察機関との間では、

「先議権』などの問題はあまり生じてこない。問題がよく生じてくるのは、これらの機関

と検察との間でである。現行刑事実体法においては、賄賂罪が成立し、刑事責任を追及さ

れるための質的要件と量的要件が一応定められている。しかし、それはあくまでも一切の

裁量を排除したものではない。その上、r提案制」、r移送制』などもあくまでも「先議

権」を得た機関の判断に基づくものである。そこで、すでに刑事実体法上の諸要件を満た

し、刑事責任を追及されるべき事件に対して、党の規律検査機関または行政の監察機関が

自らの裁量・判断で事件を検察に提案、移送しなければ、検察は当該事件に対して刑事責

任を追及しえないのである．このことにより、検察の刑事訴追権が侵害されて、「以罰代

刑」（党規処分または行政処分をもって、刑罰にとってかえる〉という現象が多発してい
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る、と多くの人々に指摘されている。

第4節事件の刑事訴追

　刑事訴訟法などによれば、一般の刑事犯罪とは異なり、賄賂などの公務員犯罪に対して、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

その起訴のみならずその捜査も検察によって行われるようになっている（23》。そして、検

察がその捜査権をもっている公務員犯罪の中では、さらに、横領事件と賄賂事件とは他の

公務員犯罪に比べると、より特殊な体制およびより専門的な手続きでその捜査と起訴が行

われている。

　一：検察による刑事訴追の体制

　第2節で述べたr挙報制」では、r挙報」の対象とされるのは、一応、検察が捜査権を

もつすべての公務員犯罪事件ではあるが、事実上、公務員による横領事件・賄賂事件だけ

が「挙報」の重点とされており、検察の「挙報センター』が専ら横領事件・賄賂事件の

「挙報』を中心にその仕事を展開されている。

　検察機関の内部においては、従来は、横領事件・賄賂事件の捜査、起訴は他の事件のそ

れとは別視されず、それらの捜査、起訴を担当する専門的部門が設けられなかった。しか

し、1988年以後、最高人民検察院をはじめとして、全国の各級の検察院は、専ら横領

事件・賄賂事件の捜査を担当する「反貧汚賄賂局」といった名の専門部門を続々と設けて、

最も有能な検察官などをそこに配置するようになった。それに、最高人民検察院の専門組
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織である「貧汚賄賂検察庁』が1995年11月に「反貧汚賄賂総局』という名に改め、

同じ検察機関の他の部門より上げされ、下級の検察機関に対して、横領事件・賄賂事件の

捜査、起訴を指導することを含めたより多くの権限を賦与された（24）。それを受けて、地

方の検察機関の「反貧汚賄賂』部門も名を変えて、格上げされ、より多くの権限を賦与さ

れるようになった。

　検察機関は、通常の検察機関の設置以外に、専ら横領事件・賄賂事件の端緒を掴むため

の「検察分室制」や「兼職検察制」も導入している。すなわち、検察機関は、横領事件・

賄賂事件が多発と思われる農村地域（企業の多い村〉、都会企業、税務や銀行などの機関

で、専任の検察官と当該組織の関係者から構成する「検察派出室』や「検察分室」と呼ば

れる組織を作り、当該地域、企業、機関における横領、賄賂の情報の収集に当たる。また、

検察機関は、専任の検察官以外には、会計士や有名人などの非検察人員を「兼職検察官」

に任命して、横領・賄賂の情報収集に当たらせている（25》。

　二：一般事件における「初査』

　「立案」が中国における刑事手続きの始まりであって、事件は「立案」されたときは、

はじめてその正式な捜査が開始される（26）。しかし、これはあくまでも殺人などの一般刑

事事件の場合である。（検察がその端緒を先に掴んだ）横領事件・賄賂事件の場合は、

「立案」する前には「初査」と呼ばれる手続きがあり、しかも、それが横領事件・賄賂事

件の刑事訴追においてきわめて重要な位置を占めている。

　「初査』とは、検察機関がr挙報』などの方法で横領事件・賄賂事件の端緒を掴んだと
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き、そのような犯罪事実が存在するか、「立案」して捜査を始める必要があるかを判明す

るために行う「初期的調査活動」である（27）。刑事訴訟法自体は「初査」について直接に

定めていない。「初査」の法的根拠とされているのは、司法機関が「事件の端緒を掴んだ

とき、関係の資料などをまず審査して、「立案』するかどうかを決定する」という刑事訴

訟法の規定と（28）、それに基づいて、最高人民検察院が1990年11月に公布した「横

領事件・賄賂事件の刑事訴追における『初査』を強化することについての意見」および1

997年第1号司法解釈（29）である。同意見および同法解釈は、「初査」を横領事件・賄

賂事件に対する刑事訴追の必要不可欠な手続きとしたうえで、その具体的内容を次のよう

に定めている。

　1：「初査』の性格

　刑事訴訟法自体は「初査』を直接に定めていないので、その性格については異論がある。

それはあくまでも横領事件・賄賂事件の特殊性に応じて行われる検察の習慣的やり方にす

ぎず、「初査』においては一』切の捜査手段も使われるべきではない、という見解がある一

方、「初査」は、確かに刑事捜査そのものではないが、刑事訴訟法に基づくものであって、

正式な刑事捜査の準備段階にあたり、捜査とは離れ難い活動であるとして、その中では部

分的捜査手段を使ってもよい、という見解もある。検察機関は後者の立場に立っており、

「初査』を正式な刑事手続きの・一環として位置づけ、対人的強制措置（勾引、保証立てて

の待機、住居の監視、拘留、逮捕〉（30）をとることができないものの、その他の捜査手段

（例えば、家宅捜査、証拠の押収、証人尋問など）を使えるようにしている（鋤。

　2：「初査」の決定、展開
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　横領または賄賂の犯罪についての端緒を得たとき、「初査』を開始するかどうかは、検

察長が決定する。それを開始すると検察長が決定したとき、原則として、検察の捜査部門

（「反貧汚賄賂局」〉が具体的に「初査」を始める。状況が緊急、であるなどの例外の場合

は、「挙報センター」が『初査』を行う。

　3：「初査』の原則

　「初査」は、原則として、被調査者などの関係者が気がつかないように秘密的に行わな

ければな・らない、

　4：「初査」の結果

検察の捜査機関は、「初査」を行ったあと、その結果を検察長に報告して、横領または

賄賂の犯罪事実があり、正式的な捜査を開始すべきであるという結論に達していれば、

「立案」するように、逆に、犯罪事実がなく、捜査する必要がないなどの結論に至ってい

れば、「立案」しないように、それぞれ意見を提出して、検察長の判断を仰ぐ。検察長は

「立案」を許可していれば、正式な捜査手続きに入る。

　三：重大事件・重要事件における「合同調査』

　「初査』は、あくまでも、検察が「挙報」などの方法で最初に事件の端緒を掴んでその

「先議権』を得た一般事件の場合に、行われる手続きである。党の規律検査機関または行

政府の監察機関が先にr先議権』を得た一般事件の場合は、r初査」に相当する調査活動

がすでにそのような機関によって行われたので、検察によるr初査」が省略される。また、

重大事件・重要事件の場合は、どちらかがr先議権』を得たかは関係なく、一律的に党の
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委員会に報告して、党の委員会の主導のもとで、党委員会の関係者、検察機関、規律検査

機関、監察機関などから構成する臨時的「合同調査グループ』が組織される。当該「合同

調査グループ』がまず事件を調査・処理する。

　この「合同調査グループ制」は、はっきりとした法的根拠より、むしろ、共産党革命中

およびその成功後から続いてきた習慣的やり方に基づいている。従来の中国では、共産党

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

および政府は、何かの政策を実施しようとするときは、必ずと言ってよいほど、キャンペ

ーン的な形でそれを行うのである。違法行為・犯罪行為の取り締まりも例外ではなく、特

に賄賂などの公務員犯罪の場合は、それを集中的に取り締まるためのキャンペーンがよく

展開されている。そのようなキャンペーンとなると、党と政府は、新聞や放送などのマス

コミを動員して、そのような違法行為・犯罪行為の危害やそれと闘う必要性を説き、取り

締まりへの民衆の協力を呼びかけたり、党の機関や行政機関およびその他の諸団体を指示

して、組織ごとに専門の会議を開いて、情報の提供や取り締まりへの参加を要求したり、

することのほかに、犯罪取り締まりの通常の組織・手続きを突破して、党委員会の指導の

下で、党委員会の関係者、行政府の関係者、会言仕などの専門人員、警察、検察、裁判な

どの司法人員からなる臨時的機構（例えば、「反貧汚賄賂弁公室』、「打撃経済犯罪弁公

室』と呼ばれる組織〉を作って、取り締まりキャンペーンの対象となる事件の調査・処理

に合同で当たらせる（32）。

　近年になって、党の規律検査機関、行政府の監察機関、検察機関が組織として整えて、

大きな機能を発揮するようになったことにより、キャンペーンが行われる度に、必ずその

ような臨時的機構を作り、合同でその調査・処理に当たらせるようなことはかなり少なく
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なっている。しかし、横領事件・賄賂事件の場合は、その事件が重大または重要であると

判断されたときは（33）、依然として、党委員会の主導で、党委員会の関係者、党の規律検

査機関の人員、行政府の規律監察関係者、司法人員などからなる臨時的組織（「合同調査

グループ」〉を作り、事件の調査・処理に当たらせる、というやり方が受け継がれている。

このような「合同調査グループ』による調査・処理の手続きは大体以下のようになってい

る。

　1：党の主導

　党委員会の関係者が必ず「合同調査グループ』に入り、その責任者になり、その調査を

指揮するほかには、その責任者と「合同調査グループ』に入っている党の規律機関の人員

を中心に、事件の調査状況などを随時に党委員会に報告する。党委員会はこのような方法

で事実上事件の調査・処理を直接にコントロールする。しかし、「合同グループ』による

手続きが何かの法律的または政策的根拠に基づいていることを示すためには、そのような

合同調査手続きは、党の規律検査機関による党規責任追及の手続きまたは行政府の監察機

関による行政責任追及の手続きに便乗して、党の規律機関が主導するかまたは行政府の監

察機関が主導するかのような形を形式上は取る。

　2：調査の方法

　「合同調査グループ」は、事件の調査に当たって、便乗している党の規律検査機関のも

つまたは行政府の監察機関のもつ党規的または行政的証拠調査権、証拠収集権、強制措置

権などを用いて、事件の調査を展開する。また、「合同グループ」の調査は秘密的に行わ

れてもよい、公開的に行われてもよい。被調査者に対する取調が重要な内容となっている
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ので、公開で調査を進められる場合が多い。

　3：調査中または調査終了後の処理

　「合同グループ』による調査が進行中または終了後は、党委員会の了解を得てまたはそ

の決定を受けて、およそ四つの方向に振り分けられる。①：調査した結果、被調査者の無

実が証明されれば、そのような結論を出して、調査が終わる。②：被調査者には確かに党

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
規違反行為または違法行為があるが、犯罪にはまだ至っていないと認められた場合は、党

の規律検査機関または行政府の監察機関に事件を移送して、それらの機関により党規処分

または行政処分を科す（すでに調査された事件であるので、移送を受けた党の規律検査機

関または行政府の監察機関はただ処分を言い渡すだけで、最初からもう一回手続きを開始

する必要がない〉③：調査中に、被調査者には横領・賄賂などの犯罪嫌疑が十分あり、刑

事責任を追及すべく、しかも、被調査者は逃走、証拠隠滅などのおそれがあり、刑事訴訟

法上の強制措置・捜査手段を取る必要があると認められた場合は、「合同調査グループ」

に入っている検察人員を通じて、直ちに刑事事件として「立案」して、被調査者を逮捕し

たりして、刑事捜査を開始させる。しかし、刑事捜査を開始することは、「合同調査グル

ープ」による調査が終了して、刑事捜査に交代するのを意味するわけではなく、あくまで

も逮捕などの必要に答えるために刑事捜査が開始されたにすぎず、その後にも、「合同調

査グループ』の調査が続行し、開始された刑事捜査はr合同調査グループ』の指揮・監督

のもとで、その一部分として行われる。この場合は、検察による捜査から起訴までの刑事

手続きが直接に党の支配の下で展開されるようになる。④：調査中には逮捕などの刑事手

続きを開始する必要はない事件の場合、調査終了後に、刑事責任を追及する必要があると
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認められたときは、事件を検察に移送して、捜査、起訴するように提案して、「合同調査

グループ』による調査は捜査に切り替える。この場合は、検察による捜査、起訴などの状

況が必要に応じて党の委員会に報告する。

　四：事件の捜査、起訴、裁判

　検察機関は、自らの「初査』を通じて刑事責任を追及する必要があると認めた一般事件、

党の規律機関または行政府の監察機関から移送されてきた一般事件の中から刑事責任を追

及する必要があると認めた事件、「合同調査グループ」の指示で刑事責任を追及する必要

があると認めた重大事件については、「立案」して、正式な捜査を開始する。理論上、ど

のルードからきた事件かは関係なく、同じ捜査手続きが踏まれるが、実際上は、事件のル

ード、性格などにより、捜査の様式が異なる。一般事件の場合、「立案」された時点から、

通常の刑事手続きが開始されることになり、検察はほぼ独自でその事件を捜査、起訴して

いく。それに対して、「合同調査グループ」から移送されてきた重大事件の場合は、。検察

が「立案』して、捜査を始めた後でも、起訴に至るまで、「合同調査グループ』の指揮・

監督または党委員会の指導下にある。また、事件の性格により、捜査の期間も違う（34）。

一般事件の場合は、容疑者の身柄を拘束（逮捕〉してから、2ヶ月間以内（事件が複雑で

あるとき、上噌級の人民検察院の許可を得て、3ヶ月以内）に事件の捜査を終えなければ

ならないが、重大な集団犯罪、広域犯罪、交通の不便な地域での犯罪の場合は、3ヶ月以

内でも捜査を終えられないとき、さらに、2ヶ月延長できる。そして、さらなる延長の後

でも、捜査が終えられないとき、省レベルの人民検察院の許可を得て、2ヶ月延長できる。
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なお、特殊な原因があって、長い期問で裁判に移すことのできない特別重大で複雑な事件

については、最高人民検察院を通じて、全国人民代表大会常務委員会に対して審理延期の

証人を請求することができる（35》。

　事件の捜査が終了して、公判にかけるべきと認めたときは、当該事件を検察の公訴部門

に移送して、公判を請求する。公訴部門は普通1サ月以内で、特殊の場合、1ヶ月範囲内

で、公訴するかどうかを決定しなければならない。公訴すると決定したとき、人民法院に

事件を起訴する（36）。

　人民法院は起訴状を受けてから、「合議庭」を組織して、事件の裁判を始めるが、起訴

状を受理してから、1ヶ月ないし1ヶ月半以内で、特殊の場合、省レベルの高級人民法院

の認可を得て1ヶ月延長して、2ヶ月半以内で審理を終え、判決を言い渡さなければなら

ない（37）。

第5節　刑事訴追と党

　共産党の指導が憲法上の原則である中国では、「法治主義」を実施し、司法機関の自立

性を高めようという呼び声が高まりつつある今日においては、党は、一般刑事事件への介

入をできるだけ自制するようになっているものの、政治性の強い賄賂などの公務員犯罪事

件、特にその中の重大事件・重要事件に関しては、そのような自制が見られず、その指導

が依然制度として強く維持されている。例えば、最高人民検察院は、横領事件・賄賂事件
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の捜査の具体的手引きとして、1991年4月に公布した「人民検察院が横領賄賂犯罪事

件の捜査に関する細則」第5条によれば、「人民検察院が横領事件・賄賂事件の捜査に当

たって党の指導を堅持すべきである」という（38》。賄賂のなどの公務員犯罪の刑事訴追に

対する党の指導は、先に検討したように、学般事件におる党の規律検査機関による「提案」

や重大事件・重要事件における「合同調査グループ」などの、手続きを通じての具体的な

もののほかに、個々の事件を前提とはしない、司法機関そのものに対する一般的なものも

含まれる。そのような一・般的指導の構造は大体次のようなものとなっている。

　1：指導の機関

　中国共産党は、中国社会に対する指導を遂行するために、全国の最高組織としての中央

委員会のほかに、行政区画としての郷、県、市、省ごとに、党の黍員会を設けて、当該地

域における事実上の最高指導機関としてそこでの国家機関を管理し、重大な事項を統括す

る。司法機関および嗣法事項を具体的に管理・統括するためには、党の委員会の下では、

党委員会の責任者をその「書記』とし、警察、検察、裁判の長をその構成員とする「政法

委員会』が設けられる。党委員会の政策、指針、決定がこの「臨法委員会』を通じて司法

機関に伝達して、実施させる。そして、個々の司法機関においては、そこでの党の核心指

導組織としての「機関党組』、r機関党委」という組織が設けられて、本機関内で党委員

会そして「政法委員会」の政策、指針、決定の実施、貫徹に責任を負う（39》。

　2：指導の内容

　司法機関に対する党の指導は、かつては、すべての事件の処理にまで及んだ全面的なも

のであって、党の指示・決定がそのまま判決となっていたが（40）、1978年に「改革開
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放』政策が導入され、その一環として「法をもって国を治める』という方針が打ち出され

て以来、司法に対する党の介入が逐次的に縮小されてきた。今日に至っては、そのような

指導は次の三つの方面に留まっている。まず、司法活動に関する党の指導である。すなわ

ち、一定の時期において、何を司法活動の重点にするか、厳しく取り締まるというキャン

ペーンを行うかどうかなどに関しては、党は政策・指針を出して、立法機関がそれに応じ

て法の改正・解釈を行い、司法機関が個々の事件の処理に当たってそれを貫く（4P。次に、

党が重大事件・重要事件の処理に対して具体的意見・指示を出すような指導である。すな

わち、従来とは違って、一般事件に関しては党が具体的に介入しなくなっているが、重大

事件・重要事件の場合は、司法機関が党の意見・指示を仰ぐ必要も、党がそのような意見

・指示を出すことも必要かつ可能である。党の指導が依然として事件の処理過程ないし捜

査、起訴、判決の内容まで及ぶ（42》。最後に、党が司法機関の主な人事（各機関の長、副

長など）を指導することである。すなわち、形式上、警察の主な責任者は行政府の長が任

命し、検察機関、裁判機関の主な責任者は人民代表大会の選挙で選ばれること、になってい

るが、実際上、「党が人事を司る』という原則があるので、その候補者を決定するのはあ

くまでも党である。しかも、選挙といっても、差額選挙ではなく、同額の候補者しか立て

ないので、だれを候補者にするかが決定的意義をもつのである。

　3：指導の方式

　現行の司法制度の中では、党の指導を具体化するためのもの、逆に言えば、党の指導の

方式となるものが存在・維持されている。例えば、裁判の場合、中国でも、「裁判独立』

は法律上の原則として定められている（43）。しかし、そこでいうr裁判独立』はあくまで
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も党の指導を受ける上でのもので、しかも、裁判官個人までの独立ではなく、裁判所の機

関としての独立にすぎない。そのような「裁判独立」のもとでは、事実上、事件の処理を

含んだ総合的命令服従という行政関係が次の二つの制度を通じて中国の裁判所の内部にお

いて存在・維持されており、裁判に対する党の指導がこのような行政関係を通じて具体的

に実現されている。一っはいわば「裁判委員会」制度である。すなわち、人民法院組織法

および刑事訴訟法の規定によれば、各級の人民法院内では、院長などの幹部裁判官、党の

責任者などから構成する「裁判委員会』が裁判業務の最高の意思決定機関として設けられ、

院長の主催で、裁判の経験を総括し、重大事件や難しい事件の処理およびその他の裁判業

務を討論、決定する。この決定に対して、事件を具体的に担当する「合議庭』がそれに従

わなければならない、という（44）。院長が同時に党の責任者でもあるので、この「裁判委

員会』を通じていれば、党の意思が直接に判決まで到達する。もう一つは幹部裁判官（院

長、副院長、庭長、副庭長〉（45》と平の裁判官との間で存在する上下関係である。すなわ

ち、幹部裁判官であることは単に職位が高いことだけを意味するのではなく、自分の所管

範囲内で受理した事件に対する「責任者」をも意味する。具体的に言えば、事件の担当裁

判官は事件の処理に当たって自分の「長』から意見を・指示を仰いで、それを判決の中へ

反映する必要がある。幹部裁判官はこのような関係を通じて党の意）思を判決に及ぼすこと

カ｛できる（46）。
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註

（1）
えば、中央規律検査委員会と最高人民検察院とが1988年11月21日に出した

　「党の規律検査委員会と国家検察機関との間で連絡制度を設けることについての通知」

　の第3条によれば、「検察機関に移送された事件はその捜査がまだ終結されていないと

　き、公開報道しないのが一般的原則である。公開報道する必要があるときは、（党の規

　律検査機関と国家検察機関との〉両方が協議して決定する」、という（『党紀政紀案件

　定性処理指南』、中国政法大学出版社、1990、第762頁）。また、最高人民検察

　院と国務院監察蔀が1988年12月3日に出した「検察機関と監察機関が事件の調査

　中協調しあうことについての暫定規定』の第4条によれば、「監察機関がすでに行政処

　分を科したが、検察機関に移送する必要のある事件については、需要に応じて、監察機

　関は、明らかに調べられた事件の事実について、公開報道することができる。事件の事

　実が複雑で、検察機関に移送した後で引き続き捜査が必要な事件については、公開報道

　する必要があるときは、両方が協議して決定する。監察機関がすでに検察機関に移送し

　たが、検察はまだその捜査を終えていない事件については、公開報道する必要があると

　き、両方が協議して決定する」、という（『監察業務法規政策選編』、中国政法大学出

　版社、1990、第296頁〉。

（2》
1996年4月16日に開かれた「全国検察機関第三次挙報工作会議』の発表による

　と、全国の検察機関が捜査した賄賂などの公務員汚職事件の80％以上が群衆の「挙報』

　によるものである、という（「加強挙報工作維護社会穏定』、『人民日報・海外版』1

　996年4月17日）。
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（3》
行刑事訴訟法は1996年3月に採択され、1997年1月1日から実施されたも

のであるが、それまでは、1979年採択されt、80年1月1日から実施された刑事

訴訟法があった。

（4）
高人民検察院検察長劉復之が1993年3月22日に全国人民代表大会で宥われた

「最高人民検察院工作報告』によれば、「党中央及び全人大常務委員会の立法計画に従

って、最高人民検察院は『懲治貧汚賄賂法』起草グループを設立し、二年あまりの調査、

論証を経て、草案がすでにできあがった。現在は、社会主義市場経済体制の建設に伴っ

て現れた新しい状況に応じて、さらなる研究と修正を行っている最中である」という

（『人民日報』1993年4月6日）。しかし、今日までは、この法律はまだ採択され

ていない。そして、1996年3月に行われた刑事訴訟法の全面改正により、単独とし

ての『懲治貧汚賄賂法』の立法化はその呼び声が低くなり、見込みが薄くなったといわ

れている。

（5） 事訴訟法の第18条によると、「公務員による横領犯罪・賄賂犯罪、公務員の職務

犯罪、国家機関の公務員力職権を乱用して行った不法拘禁、拷問による自白の強要、報

復陥害、違法捜査などの公民の人身権利及び民主権利を侵害する犯罪については、人民

検察院がそれを立件、捜査する』という。

（6） とより、検察機関内部においては、専ら横領事件・賄賂事件の捜査、起訴を担当す

る部門がなかったが、1988年8月になって、「改革開放」のより進んでいる広東省

では、経済開発に伴って激増しつづけている横領犯罪・賄賂犯罪に対処するために、全

国に先立って、「反貧汚賄賂工作局」を設立した。その直後、最高人民検察院は広東省
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の経験を肯定し、全国の各級の検察院で「反貧汚賄賂工作局」の設立を進めていた。今

日に至って、最高人民検察院をはじめ、全国の検察院のほとんどがそのような専門的組

織を設けているようになった（前掲註4劉復之報告参照）。

（7） で具体的に検討されるように、党の規律検査機関と行政夫の監察機関は単に受け身

的に事件を処理するのではなく、検察の捜査に似ている「調査」を行うことができる。

しかも、調査の中では、一定の強制的手段を用いられる。

（8）
えば、前掲註1、中央規律検査委員会と最高人民検察院の通知の第2条によれば、

党の規律検査機関が調査、処理した党紀違反事件のうち、刑事法律に触れて刑事責任を

追及する必要があるものについては、管轄についての刑事訴訟法の規定に従って、関係

のある資料（そのコーピ）を管轄権のある検察機関に速やかに送致すべきである。それ

を受けた検察機関が事件を速やかに捜査、処理しなければならない。検察機関は事件の

捜査、処理過程において、その当事者の共産党員の行為がまだ犯罪を構成していないが、

厳重な誤り・問題のあるものであることに気付いたとき、それについての資料を速やか

に関係のある党の規律検査機関に送致しなければならない」、という。

（9） 「重大事件」または「重要事件」は必ずしも厳密な法律的概念ではなく、司法機関内

部でいう政策的なものである。その基準も不動的なものとは必ずしも言えない。198

0年代は、賄賂の金額が1万元に達した事件は「重大事件』と、その当事者が県長（県

知事）または処長（副局長）レベル以上の幹部公務員である事件は「重要事件』とそれ

ぞれ呼んでいた。しかし、近年になって、1万元の賄賂事件が決して稀なことではなく

なっており、「重大事件」と呼ぶには賄賂の傘額が10万元ないしそれ以上が必要とな
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っているようである。また、県長・処長以上の幹部公務員の賄賂事件も多発しているの

で、「重要事件」と呼ぶにも注目される県の県長または重要なポストを占める処長であ

ることが必要となっているようである。なお、このような基準はあくまでも司法機関が

いう「全国的なもの』であり、主に量刑上の意義をもつにすぎない。それぞれの地方に

おいては、その党委員会などの機関がこの基準とは別に事件を「重大事件』・「重要事

件』と判断すれば、たとえそのよう基準に至っていなくても、「重大事件』・「重要事

件』を処理するための手続きが適用され、党委員会主導の「合同調査グループ」がまず

事件の調査・処理に乗り出すのである。

10） 事訴訟法第83条によれば、r警察機関あるいは人民検察院が犯罪事実または犯

罪嫌疑者を発見したとき、管轄範囲に従って、立件して捜査を行わなければならない」

といい、そして、同第89条によれば、「すで修立件した刑事事件について、捜査を行

い、犯罪嫌疑者の有罪または無罪、罪が重いまたは軽いに関する証拠を収集、取り調べ

な‘ナればならない」という。

11） 暁氷他著『貧汚賄賂犯罪対策論書（法律出版社、1991）、118頁。

12） 1980年刑法第138条（平野龍一＝浅井敦編『中国の刑法と刑事訴訟法』、東

京大学出版会、1982、146頁以下参照）。

13） 1980年から1996年まで実施された旧刑事訴訟法及び同法解釈によれば、検

察が直接に捜査できる犯罪の範囲は極めて広くて、約21種類に及んでいた（最高人民

法院、最高人民検察院、公安部が1979年12月15日に出したr刑事訴訟法の定め

た事件管轄規定の執行についての通知」第2条〉。その中では、公務員が職権を利用し
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た犯罪以外のものも数多く含まれている。しかし、「若干規定」は「検挙」の対象を公

務員が職権を利用した犯罪に限定している。そして、1997年1月から実施された現

行刑事訴訟法では、検察の直接に捜査できる事件の範囲を旧刑事訴訟法のそれより大幅

に縮小して、「若干規定」のように公務員が職権を利用した犯罪に限定した。従って、

現行刑事訴訟法では、検察機関が直接に捜査権をもつ刑事事件のすべてが「挙報』の対

象となっているわけである。

（14） 賂などの汚職事件の捜査、起訴を直接に指揮する最高人民検察院の幹部検察官の

発表によれば、1993年末現在、全中国ですでに3600の検察院が「人民検察院挙

報センター（室）」を設け、それぞれ専用の電話、郵便番号、受付場所をもち、専任の

検察官などが24時問体勢で「挙報』にあたっている、という（最高人民検察院貧汚賄

賂検察長庁庁長羅輯他著「論予防賄賂犯罪的対策』、中国社会科学院法学研究所編『中

日公務員賄賂犯罪研究』、1995、187頁）。

（15）
1992年は、全国の検察院で捜査、処理された「検挙人』への報復事件は292

　2件で、「検挙』を利用して他人を証告した事件は328件で、「検挙」の有功者とし

て奨励された人は6080名であった（前掲註4、劉復之報告）。なお、1994年は

全中国で約821人が「挙報』により奨励された（弼思卿「最高人民検察院工作報告・

　1994年度」、『人民日報』1995年3月24日〉。

（16）
15参照。

（川 註15参照。

（18） 法などの規定によれば、全国人民代表大会は、国家権力の最高機関として、憲法
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および法律の実施に対する監督権、国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民

検察院の仕事に対する監督権、上記の機関の責任などに対する罷免権をもっている。し

かし、それらの権限を行使するための手続きなどは必ずしも十分に設けられていない。

また、このような監督権が個々の事件の処理にまで及ぶかどうかも不明である。そのた

めか、今日まで、具体的人物や個々の事件に関して、事前に調査し、処分をすることは

あまりない。このことは地方の人民代表大会にも同じである。

（謝 この三つのものはあくまでも最も根本的なものにすぎない。実際上、何が党紀違反

行為かという「実体法的』根拠に関しても、党紀責任をどうのように追及するかという

「手続法的』根拠に関しても、共産党中央およびその規律検査委員会が実際に起こって

いる問題に対応して、随時に「要求」や「規定」や「準則』といったものを出して、そ

の時の政治責任追及の根拠としている。例えば、党中央規律検査委員会は1990年に

「経済的に法律、党紀に違反した党員の規律処分に関する規定」を出して、その中で積

領賄賂行為が党紀違反行為として、違反者に対する規律処分の仕方（実体的根拠と手続

的根拠との両方）を定めている。

（20） 紀違反の場合と同じく、行政責任の追及の場合も、この三つのものはあくまでも

最も根本的なものにすぎない。実際上、何が法規違反行為かという「実体法的」根拠に

関しても、行政責任をどうのように追及するかというr手続法的」根拠に関しても、政

治責任の追及におけるように、公務院およびその監察部は実際に起こっている問題に対

応して、随時にr規則』やr通知」といったものを出して、その時の行政責任追及の根

拠としている。例えば、国務院は1989年に「国家行政工作人員横領賄賂に対する行
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政処分に関する暫行規定』を出して、その中で横領賄賂行為を行政違法行為として、違

反者に対する行政処分の仕方（実体的根拠と手続的根拠との両方〉を定めている。

（21） 掲註8参照。

（22） の現れとして、党規違反事件と行政処分事件とはその統計も一緒となっている。

例えば、最近の公表した資料によれば、1993年度、全国の党規律検査機関と監察機

関が「立案』した事件は約12万件で、処理済みの事件は11万件あまりで、党規処分

または行政処分を受けた当事者は9万人以上で、そのうち、約20％が賄賂事件である、

という（「厳粛査処各類違法違紀案件」、『人民日報』1994年4月7日〉。

（23） 掲註13参照。なお、賄賂などの公務員犯罪の捜査権を検察が行使する、という

中国法の規定の理由としては、中国の検察は単に公訴機関だけではなく、公訴機関以上

に「国家法律の実施監督』としても位置づけられていることと、警察、検察、裁判が互

いに独立しており、検察は警察に対して「法律実施監督権』こそもつものの、個々の事

件における警察の捜査に対して「捜査指揮権」を一切有しないことなどが、あげられる

　ように思われる。

（24》 掲6及び「中国反貧総局局長羅輯訪問記』（『華声』1996年第7期、6頁）

参照。

（25） 「検察分室制」と「兼職検察官制」とが「挙報制』と同じく横領、事件・賄賂事件の

発見において重要な役割を果たしているが、中国の研究者に「挙報制」ほど注目されて

　いない。唯一の例外としてこれらの制度を詳しく論じているのは、前掲註11の宮暁氷

　の本である（当該書、132頁以下参照）。
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（26）
掲註10参照。

（27）
掲註11、宮暁氷書、第137頁。

（28）このように定めているのは旧刑事訴訟法第61条と新刑事訴訟法法第86条。なお、

最初に「初査』という言葉を使い出して、その制度を導入したのは検察であった。その

主な理由としてあげられたのは、、一般刑事事件の場合、「事件から人を探す』のが普

通であるが、横領事件・賄賂事件の場合は、むしろ、「人から事件を探す」のが普通で

ある、ということである（程倹「賄賂案件的司法程序若干問題探析』、中国社会科学院

法学研究所編『中日公務員賄賂犯罪研究』、1995、81頁）。しかし、検察がこの

言葉を使い、この手続きを導入してから間もなく、警察も同じくこの言葉を使いはじギ》、

一般の刑事事件においてその事件をr立案」するかどうかの従来の審査手続きをr初査」

と呼ぶようにした（例えば、中華人民共和国公安部が1996年12月に公布した「公

安機関弁理刑事事件程序規定」のなかで「初査」という節を設けている〉。但し、警察

もこの言葉を使っているものの、検察のように正式的な手続きとしてそれを具体化して

いない。

（29）この司法解釈は、新しい刑事訴訟法の実施に伴って、最高人民検察院が1997年

　1月15日に行われたものである。その名は「人民検察院実施『中華人民共和国刑事訴

訟法』規則（試行）』である。

（30）
ともとの中国語は、勾引がr拘伝」、保証立てての待機がr取保候審」、住居の

監視が「監視居住」、拘留はr拘留』（日本でいうr緊急逮捕』にあたる〉、逮捕は

　「逮捕』（日本でいう「勾留」にほぼあたる）である。
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（3n 中国の刑事訴訟法および刑事訴訟法理論においては、「強制捜査』と「任意捜査」

という区別はない。あるのが強制措置（いわば「人の身体的自由に対する制限を伴う捜

査」）＞とその他の捜査（いわば「人の身体的自由に対する制限を伴わない捜査」）と

の区別である。しかも、その区別の根拠は強制力を伴うかどうかではなく、専ら人の人

身的自由の制限を伴うかどうかである。従って、強制措置は勿論、強制措置以外の捜査

もほとんどの場合任意的ではなく、強制的である。

（32）
ャンペーンにあたって、法律自体およびその適用には度のような変化が起こるか

について、拙著「開発過程における犯罪変容の実態．、その原因およびその対策」（針生

誠吉他編『中国の開発と法』、アジア経済研究所、1992、338頁）参照。

（33） 掲註9参照。

（34） し、捜査期間の違いの根拠となる事件の種類は、刑事訴訟法のはっきりと定めた

ものであって、これまでいう「一般事件」とr重大事件」とは必ずしも一致しない。具

体的に言えぱ、「重大事件』として「合同調査グループ」という手続きで捜牽される事

件でも、普通の捜査期間の規定が適用されて、その期閻内で完了する場合があれば、逆

に、「一般事件』として検察の独自の捜査という手続きで捜査される事件でも、「重大

な事件』または「複雑な事件」として、延長された期間で捜査を行われる場合もある。

（35）

事訴訟法第124条、125条、126条、127条。なお、中国刑事訴訟法上に

は「補充捜査』という概念・制度があり、捜査期閻、公訴期間、公判期間を大いに左右

する。すなわち、公訴部門は、捜査部門から公訴提起を請求された事件について、補充

捜査が必要であると認められたときは、2回まで捜査部門に事件を差し戻して補充捜査
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を行わせることも、自らそれを行うこともできる。裁判機関は公判請求をされた事件に

ついて、公訴機関に「補充捜査』を1回命ずることができる。1回の「補充捜査』につ

き、1ヶ月間の期間が与えられる。従って、「補充捜査』が行われる事件の場合、通常

の捜査期閻、公訴期間、公判期間より、普通1ヶ月、特集の場合、2ヶ月長くなる。

（36） 民検察内部においては、捜査部門と公訴部門とは分かれている。横領事件・賄賂

事件の捜査を担当するのはいわば「反貧汚賄賂局』であるが、公訴を担当するのは「刑

事検察庁』といった部門である。従って、捜査期間は「反貧汚賄賂局」が容疑者を逮捕

してから捜査が終わるまでの期間で、公訴期間は「反貧汚賄賂局』が公訴部門に移送し

て公訴を請求した時点から公訴部門が裁判所に公訴を提起した時点までの期間となる。

なお、刑事訴訟法第138条参照。

（37》 国刑事訴訟法の中には「勾留』という概念がない。被疑者・被告人が捜査段階で

一旦逮捕されたら、その効果は判決が確定されるまで及び、（保釈されることがなけれ

ば〉新たな手続きは不用である。そのかわりに、捜査期閻、公訴期間、公判期間は、被

疑者・被告人が逮捕された時点から計算されはじめるのである。なお、許容される被疑

者・被告人の身柄拘束期間が捜査および起訴段階でかなり長いのに対して、公判段階で

は極めて短いことは、中国刑事訴訟法の特色の一つと言える。

（38）
祥他編『検察官手冊』（山西省人民出版社、1995）、642頁。

（391 紀勝『法院管理概論』（人民法院出版社、1992）、20頁以下参照。

（40） 口彦太編『中国法入門』（三省堂、1991〉、193頁参照。

（41）
掲注32参照。
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（42）これについて、小口彦太「現代中国における裁判の性格」、藤田勇編『東京大学出

版会』、1987）、399頁参照。

（43） えば、憲法第125条によれば、「人民法院が法律の規定に従って独立的に裁判

権を行使する。いかなる行政機関、社会団体、個人の干渉も受けない』という。

（44） 1997年1月1日に現行刑事訴訟法が実施されるまでは、事件を具体的に担当す

る「合議庭』は法廷を開く前でも　開いた後でも「裁判委員会』に事件を報告して、そ

の指示を仰ぐことが可能であったが、法廷を全然開かないうちに、r裁判委員会』が事

件の決定を出した場合は、法廷における公判はあまり意味がなくなるのではないか、と

いう批判が強かった。そのような批判に対応するために、現行刑事訴訟法は法廷を開く

前に「裁判委員会』が決定を出すのを禁じるようにした。しかし、「裁判委員会』の介

入自体は依然として禁じられていない（この点に関して、拙著「中国の刑事訴訟法の改

正について」、r法律時報』68巻10号、1996年、59頁参照〉。

（45） 国の人民法院内部では、担当事件の性格により、「刑事庭』や「民事庭」といっ

た部門に分けられている。庭長、副庭長はその部門の責任者である。

（46）
掲註40、小口彦太他書、138頁参照。
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　　　　　　　　　　　　　　第2章

「政治主導型」の米国賄賂刑事規制手続法

第■節賄賂刑事規制手続法の概観

　米国では、言論の自由が最も基本的な憲法上の権利として徹底的に保障されているので、

新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどのマス・メデイアは、国家権力を監視・監督する社会的

力として大いに活躍しており、賄賂などの公務員汚職に関しても、同様である。マス・メ

デイアは、独自の取材を通じて自らの判断に基づいて事件を暴露し、それに対する国家権

力の追及を評価または批判することができる。そのような報道・放送などは、一般社会が

賄賂などの公務員汚職の刑事規制に関わりをもつための主な手段の一つで、刑事規制のあ

り方にとって極めて重要な意義をもっている（P。そのほかには、マス・メデイアほどでは

ないが、個々の市民は、汚職の疑惑iを司法機関に通報、告発などの方法及び陪審などの制

度で賄賂などの公務員汚職事件の刑事規制に関わりをもつことができる。これも一般社会

が賄賂などの公務員汚職の刑事規制に関わるための手段で、そのような刑事規制にとって

大きな意義を有する。

　三権分立を厳格に実施している米国においては、賄賂などの公務員汚職に対して、刑事

訴追のほかには、政治責任の追及（この論文では、議会による責任追及を指す〉と行政責

任の追及（この論文では、検察以外の行政府による責任追及を指す〉とがある。連邦議会
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はいわば国勢調査権、弾劾権、倫理規則による権限などの行使を通じて、大統領をはじめ

とする行政府の一定レベルの高級公務員及び議会の議員自身の政治責任を追及する。また、

行政府の長としての大統領は、行政府の公務員の行政責任の追及に責任を負い、公務員倫

理に関する大統領命令などを発布して、その規制につとめる（2）。そして、大統領の下では、

1978年の「公職倫理法」に基づいて連邦人事管理庁の中で設立された行政倫理局（及

びそれに対応するために省庁などの各行政機関で設けられている特命倫理調査官）と行政

監察官σnspectorGenera1）とが倫理規則ないし法律に違反し、賄賂などの汚職を犯した行

政公務員を直接に摘発して、その行政責任を追及する（3）。以上のように、米国においては、

刑事訴追のほかに、政治責任追及ための制度及び行政責任追及ための制度が存在する。そ

こで、三つの責任追及の体制の関係が問題となるが、政治責任、行政責任、刑事責任とい

う三者の並行、ひいては、裁判所を活用した政治責任追及の優先が見られて、米国におけ

る賄賂などの公務員汚職の責任追及体制の特色であるといえる。

賄賂などの公務員汚職に対する刑事訴追にあたって、一般事件の場合は、その捜査、公

訴を直接に担当するのは行政府たる連邦司法省に属する連邦検察及び連邦警察（いわゆる

「FBI」〉である（4）。しかし、大統領をはじめとする行政府の一定レベルの高級公務員、

議会議員による賄賂などの汚職事件の場合は、必要に応じて、特別検察官（Special　Prosec

utororSpecialAttomey）または独立検察官（【ndependent　Counse1）が任命され、事件の調

査、訴追を担当する（5》。これも米国における賄賂などの公務員汚職の刑事訴追の特色の一

つとなっている。

刑事手続上、独立検察官という体制以外には、賄賂などの公務員汚職だけに適用される
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特別なものはあるわけではない。しかし、賄賂などの公務員汚職事件の特殊性から起因し

ているかもしれないが、そのような事件の捜査、起訴にあたっては、一般刑事事件の捜査、

起訴における以上にいわゆる「わなかけ」と「刑事免責」という方法が用いられる（6）。こ

の両者のいずれも米国の刑事手続においては特殊的なものではないが、米国以外の外国に

おける賄賂などの公務員汚職の刑事規制手続にとって極めて特殊的な手続で、外国との比

球の中では米国における賄賂などの公務員汚職の特色となっている。

米国における賄賂などの公務員汚職の刑事規制手続全体を見てみると、マス・メデイア

を代表とされる一般社会がそれに強い関わりをもつこと、議会による政治責任の追及が優

先され、刑事訴追に影響を与えること、事件の捜査、起訴を直接に担当する連邦警察、連

邦検察は政治職の大統領吸び同法省に属し、自分自身が往々して政治的存在となっている

こと、特に独立検察官制度自体の存廃（再授権かどうか）、また、独立検察官自身の任免、

活動が大統領、議会、裁判所という三者の政治関係に密接に関わっていること、よく使わ

れている「わなかけ」と「刑事免責』が政治的な運用を避けがたいこと、などが見えてく

る。それが故に、米国における賄賂などの公務員汚職の刑事規制手続は強い臨治性を帯び

ており、「政治主導型の刑事規制手続』ともいうべきであろう。但し、そのような政治性

は、常に政党性・党派性を意味するわけではなく、多くの場合、賄賂などの公務員犯罪に

対する刑事規制が議会、行政府、裁判所、社会という四者間の政治の中で公開的に遂行さ

れるという、社会性・公開性を意味するのである。以下においては、米国における賄賂な

どの公務員汚職の刑事規制の手続を具体的に検討していく。
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第2節刑事訴追とその他の責任追及の並行

　米国においては、賄賂などの公務員汚職事件に対して、刑事訴追のほかに、議会による

政治責任の追及も行政府による行政責任の追及も行われる。

　一：政治責任の追及と刑事責任の追及

議会による政治責任の追及には弾劾権によるもの、国政調査権によるもの、議院規則に

よるもの、という三つがある。

　1：弾劾権による政治責任の追及

　弾劾は権力をもつ公務員に、その地位にふさわしくない非行があった場合、その意に反

してでも強制的に罷免する制度である（7）。合衆国憲法は弾劾権を定めており、上院の制定

した「弾劾裁判規則』はその運用の手続を具体的に示している。憲法及びその規則：などに

よると、米国における弾劾制度が主に次のようなものとなっている。①：弾劾の主体。下

院は弾劾の専権を有する（憲法第1条2節5項〉。上院はすべての弾劾を審理する専権を

有する。大統領を審理する場合には最高裁長官が議長となる。何人も出席議員の三分の二．

の同意がなければ弾劾されない（憲法第1条3節6項〉。②：弾劾の対象。大統領、副大

統領および合衆国のすべての文官は反逆罪、収賄罪あるいはその他の重罪及び軽罪につき

弾劾せられ、かつ、有責の認定を受けたときは、罷免される（憲法第2条4節）。「文官』

には大統領をはじめとする連邦行政府の公務員と裁判官が含まれるが、上下両院の議員、
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軍人が含まれないと、一般的に解釈されている（8）。③：弾劾の法的効果。弾劾事件の審決

は官職を罷免し、および、名誉、信任または報酬を伴う合衆国の公務に、就任、在職する

資格を剥奪すること以上に及んではならない。但し、弾劾された者は、なお、法律の規定

によって起訴、審理、判決および処罰を受けることを免れない（憲法第1条3節7項〉。

また、大統領は合衆国に対する犯罪につき弾劾される場合を除くほか刑の執行の延期およ

び恩赦を行う権限を有する（憲法第2条2節1項）。つまり、大統領は恩赦権を有するが、

それが騨劾の場合には及ぱない（9）。④：弾劾の手続。弾劾手続は、通常、大統領の教書、

一般市民からの請願あるいは下院議員の演説によって、公務員に対する容疑を下院に提出

することで胎まる。本会議の委任を受けた下院司法委員会は関係の証拠資料を収集し、証

人の意見を聞き、弾劾に該当すると判断したうえで、弾劾条項（卑ticle　of㎞peac㎞ent）

を作成し、本会議に報告する。本会議では過半数の承認を得ていれば、上院に送付する。

それを受けた上院は当事者に召喚状を発して、所定の時問で弾劾の審理を行い、議決を下

す（上院の「弾劾裁判規則』〉。

　このように、弾劾は、いわば議会という政治機関によって行われ、官職の就任権、在職

権を剥奪する処分を内容とする政治責任の追及方法である。米国の歴史においては、議会

は弾劾権をそれほど多く使ったことがないが、この制度自体は政治責任追及の有力な武器

の一つに違いない（10）。特に、刑事訴追との関係でみれば、弾劾を行う議会は調査権や審

決権などを強制的に行使することができること、弾劾された者がなお刑事責任を追及され

ることが妨げられず、弾劾と刑事訴追とが並行できることなどは、重要で特色的制度とい

える。
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　2：国政調査権による政治責任の追及

　米国の連邦議会は国政に関して幅広い調査権をもっている（川。この国政調査権は必ず

しも憲法上の明白な規定によって定められたものではなく、いわば伝統と裁痢所の判断で

確立されたものである（12）。にもかかわらず、国政調査権は米国の歴史を通じて極めて重

要な機能を果たしており、、政治責任の追及ための重要な手段としてもますます重要とな

ってきている。刑事責任との関係ではこの国政調査権を見るとき、それは大体次のような

制度であるように見える。①：国政調査権の主体。国政調査権を行使するのはいうまでも

なく連邦議会であるが、実際上、本会議の委任を受けた常任委員会または特別委員会が具

体的に調査活動を行う場合は一般的である。そして、そのような国政調査活動を支えて、

それを名実ともに可能にしているのは、議員以外に多くの議会スタッフが存在しているこ

とである（13》。②：国政調査権の対象。国政調査権の対象がどこまでかに関しては、国政

調査権の本質をどう理解するかに関わっている。それを議会のもつ立法権から見て立法の

「補助的機能」として位置づける見解もあれば、議員と選挙民との関係から見て、国政調

査権を「公衆に情報を提供する」という議会の固有な義務として位置づける見解もある（1

4）

そのどちらの見解に立つことにより、国政調査権の対象に対する理解も違ってくるが、

それはともかくとして、連邦議会の国政調査権の行使状況及び裁判所の見解を見る限り、

賄賂などの公務員の腐敗が国政調査権の重要な対象とされており（捌、裁判所もそれを認

めている（樹、ということがいえる。③：国政調査権の手段。議会は国政調査権を実現す

るためには、その調査中に証人の出頭、証言および記録の提出を強制的に求めることがで

きる。それを担保しているのは、いわば「議会侮辱罪』の下での議会のもつ「侮辱処罰権』
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という特権である（川。コモンロー上は、すでに、議会が議会を侮辱する行為を即決的に

処罰することが議会の特権として認められて、議会自身はそのような処罰権を行使してい

たが（18》、1857年になって、議院における証言などの拒否を普通裁判所の裁判を経て

刑罰を科すような法律が制定されて、成文法iも侮辱処罰権を議会の特権としても認められ

た（19》。それに伴って、その行使も議会の手から離れ、裁判所を通じて行われるようにな

った。④：国政調査権の限界。国政調査権の行使には限界がある。そのような限界が主に

憲法上の人権保障条項および大統領の行政特権から生じてくるが（20）、刑事訴追との関係

で見れば、特に憲法修正第5条の定めている証人自己負罪拒否権との関係で問題となる。

憲法修正第5条によれば、「何人にも刑事事件において自己に不利な証人となることを強

制されない」と規定している。この規定は刑事訴追のみならず、国会による調査において

も証言拒否の根拠として認められている（2n。しかし、それは無制約的な承認ではない。

この権利の行使にあたっていくつかの制約が伴われる。例えば、明確的に自己有罪拒否権

を主張しなければ、当該権利が放棄されたと見なされる。たとえ、証人はその権利炉放棄

されてしまったということになるまで知らなかった場合でも、権利放棄が生じえるとされ

る。また、証人は一度特定の問題について質問に答えた場合は、その後同一の問題に関し

て当該権利を行使することができなくなる（22）。さらに、自己負罪拒否権はあくまでも証

人自分自身のためにのみ行使できるものであって、証人以外の第三者についてはこの権利

の行使が認められない（23）。このような制約があるにもかかわらず、自己負罪拒否権は証

人が議会における証言を拒否するための重要な手段となっている。そのために、連邦議会

は証人にいわば「刑事免責』を与えることで証言を強制する方法を用いて、対応している
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（24）

このように、米国における国政調査権は、賄賂などの公務員汚職の真相究明、その政治

責任追及にあたっても重要な制度・手段となっている。特に、「侮辱処罰権」を武器に強

制的に調査できること、自己負罪拒否権を認めているものの、それに一定の制約を加えて

いること、「刑事免責」を用いて証言を強制していることなどに鑑みて見れば、刑事訴追

を犠牲にしてでも国政調査権の実現が図られて、政治責任の追及が刑事訴追より優先され

ているように見える。

　3：議院の議事規則による政治責任の追及

　弾劾権は専ら議員以外の公務員を対象とするし、国政調査権も行政公務員や裁判官に対

して行使される場合が多い。これらに対して、議院の議事規則による政治責任の追及はい

わば議院の議員を対象とするものである。合衆国憲法第1条5節2項によれば、『各議院

は、それぞれ議事規則を定め、院内の秩序を乱す議員を懲罰し、また、三分の二の同意を

もって議員を除名することができる』 という（2
5）

。この憲法条の規定に基グいて、連邦

上院規則と連邦下院規則がそれぞれ制定されている。また、1978年に制定され、19

89年に修正された「政府倫理法」も議員に関する部分があり、議事規則と同じ効力をも

っている。議事規則と「政府倫理法』が、連邦議会議員の政治責任の追及に関して、おそ

よ次のような制度を定めている（26）。①：追及の対象。議事規則による蜘治責任の追及の

対象は勿論連邦上院議員と連邦下院議員による政治倫理違反行為、規則違反行為ないし犯

罪行為である。②：懲罰の種類。議員は議員に対してその違反程度などに応じて懲罰を科

すが、その種類が謎責決議、ある議員特権の取り上げ、除名などがある。上院の場合は、
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議員は禁固2年以上の有罪判決を受けたときは無罪推定の回復または再選までは議事への

参加、評決を慎む義務が生じる。③：監督機関。特に「政府倫理法」で定められている議

員の倫理規範の遵守を監督するために、上院には（特別委員会としての〉「倫理委員会」、

下院には（常任委員会としての〉「倫理委員会」がそれぞれ設けられている。このような

委員会は、議員が倫理規範に違反したと判断した場合、議院の秩序を乱す行為として、本

会議または関係委員会に対して、除名などの懲罰を行うように勧告する。④：刑事訴追と

の関係。議員による賄賂などの犯罪に関しては、刑事訴追による刑事制裁と議員による政

治的制裁とが別々で、二重的に行われる。議員が司法権により有罪とされた場合は、有罪

判決自体は議員の身分を喪失させることができないが、当該議員に対する除名を含む議院

の政治的懲罰の実行を提起することになる。

　このように、議院規則による政治責任の追及は、専門の監督機関をもったかなり完備的

制度で、議員にとって除名までできる極めて厳しいものというべきである。特に、刑事訴

追との関係では、刑事責任が追及されればよいわけではなく、刑事訴追は必ず政治責任の

追及に波及し、その引き金になる、ということは特色的といえる。

　二：行政責任の追及と刑事責任の追及

　合衆国連邦においては、倫理規則ないし法律に違反し、賄賂などの汚職を犯した行政公

務員を、直接に摘発して、その行政責任を追及するための担当機関はおよそ二つがあるよ

うにいえる。

　1：連邦政府の行政倫理局及び各省などの特命倫理調査官
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　1978年に制定され、1989年に改正された「公職倫理法』により、連邦人事管理

庁の中では行政倫理局が設立され、それに対応するために各省庁などでは特命倫理調査官

という官職が設けらた。連邦行政倫理局及び特命倫理調査官は、倫理問題を担当する機関

・官職として、具体的に政府倫理基準の制定、その遵守の督促、その実施状況の調査、審

査などを任務としている。その過程において、倫理規定に違反した公務員を発見したとき

は、その職属する機関の長に対して、当該公務員への適当な懲戒処分（謎責、停職、降格、

免職など）を行うよう勧告することができる。また、汚職などの犯罪行為の疑惑を発見し

たときは、当事者に対する行政処分の勧告を行うと同時に、司法省へ当該違反行為を通告

することができる（27）。

　2：行政監察官

　「公職倫理法』が作られた同じ1978年に、大統領が上院の承認を得て任命する行政

監察官という官職は連邦政府の主たる機関で設けられるようになった。この行政監察官は、

政治とはあまり関係のない官職であり、その任務は、行政倫理局及び特命倫理調査官のよ

うにもっぱら行政倫理に集中するのではなく、行政全般にわたってその実施状況を調査し、

結果を公表することである。また、行政倫理局及び特命倫理調査官と違って、行政監察官

は行政監察としての機能が大きい。そのために、大きな権限を与えられており、倫理規定

や行政法規などに違反した公務員に対して強制召喚などの独自の調査権を行使することも、

調査過程で犯罪があったと思われるとき、それを司法省に通告することもできる。

　このように、合衆国においては、賄賂などの汚職を行った公務員の行政責任を追求する

ための機関・体制が整えており、行政責任の追及が刑事責任の追及のきっかけとなるか、
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それと平行して行われるのである。

第3節特別検察官と独立検察官

　合衆国においては、連邦検察は、主に公訴官としての役割を果たしており、刑事事件の

捜査権をもつものの、一般的には補充捜査程度にとどまる。伝統的には、賄賂などの公務

員汚職事件でも、合法的で妥当な証拠を確保するために連邦警察などの捜査を指揮するが、

自ら直接に事件の捜査を行うことを控えてきた。しかし、「ウォーターゲート事件及び地

方の政治的スキャンダルに対する公衆の怒りに動機づけられて、 全国の連邦検察は、ホワ

イト・カラー犯罪及び撒治腐敗に対する訴追を強めている。そのような努力の一部として、

いくつかの大部市の連邦検察は事件の捜査の重要性をますます強調し、多くの場合、伝統

的には連邦警察などの捜査機関の行なう捜査に自ら関与するようになった」という指摘が

あるように（28）、1970年以来、連邦検察は賄賂などの公務員犯罪については公訴のみ

ならず、捜査においても中心的な役割を果たすようになっている。連邦検察の捜査が主に

大陪審（GrandJ肛y）を通じて行われる（29》。連邦憲法修正第5条によると、重罪（Felony）

に対する訴追は大陪審による正式起訴αhdictment）を要するので、被疑者は権利を放棄

しない限り、連邦検察は略式起訴（lnfomation）をすることができない。大陪審は法律上

は捜査・訴追機関ではあるが、その構成員は、法律の素人であって、事実上、連邦検察の

主導のもとでその活動を行ない、大陪審による事件の処理が大いに連邦検察に左右される．
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　ところで、通常の連邦検察が賄賂などの公務員犯罪事件の刑事規制にあたって中心的役

割を果たすことは必ずしも米国だけの特色とはいえない。米国だけの特色といえるのはむ

しろ特別検察官制度と独立検察官制度である。もとより、特別検察官制度がもっとも注目

されたのは1974年のウォーターゲート事件においてである。その事件での特別検察官

の活躍及びそれをめぐっての議会、大統領、裁判所の駆け引きが1978年の「政府倫理法」

で独立検察官制度が導入されたことの契機であったことや、独立検察官も1983年まで

の同法の改正までは「特別検察官』という用語で表現されていたことなどがあったので、

人々は、独立検察官をいうときにも、ウォーターゲート事件におけるような特別検察官の

ことだけを念頭に置き、両者を混合しがちである。しかし、特別検察官と独立検察官とは、

法制度上、関連しながらも別々の制度的存在である。

一：特別検察官

米国においては、行政府高官による汚職事件や麻薬事件や反トラスト法違反事件などの

の「特殊性』のある場合は、それを捜査するためには、通常の検察体制ではなく、いわば

特別検察官を任命するのは例となっている（30）。ニクソン大統領の違法行為のあったウォ

ーターゲート事件の捜査を指揮したのはまさにこの特別検察官である（31》。

　1：特別検察官の法的根拠

特別検察官の法的根拠は制定法にあり、具体的には合衆国法典第28巻第543条と同

第515条である。第543条によれば、司法長官は公共の利益が必要とするとき連邦検
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察官を補助する（特別）検察官を任命することができる。そう任命された（特別）検察官

はその解任が司法長官による、という（32）。また、第515条によれば、司法長官は特別

検察官に対しても他の連邦検察官と同様の捜査権・起訴権を与える旨指示することができ

る、という（33）。

　2：特別検察官の任命の条件・手続

上記の法律条文が示しているように、公共の利益が必要とするかどうかはいわば特別検

察官の任命条件であるが、その判断は司法長官ひいては司法長官を任命、管轄する大統領

が行なう。ウォーターゲート事件の場合、ニクソン大統領は自分に対する髄惑を一掃する

ために、司法長官に対して特別検察官を任命するように指示して、それを受けた司法長官

は「特別検察官事務所設置規則」という司法省令を制定して、ハーバード大学法学部のコ

ックス教授を特別検察官に任命した。

　3：特別検察官の地位・権限

　同じく上記の法律条文が示しているように、司法長官は、特別検察官に対して他の連邦

検察官と同様の捜査権・起訴権を与える旨指示することができる、といようになっている。

言い換えれば、特別検察官の地位・権限は任命し桑司法長官の指示に基づき、それによっ

て付与されるわけである。実際上、特別検察官が任命されるのは特別の事件の捜査・起訴

のためであるので、その権限が任命時に明示される。例えば、ウォーターゲート事件の場

合、「特別検察官事務所設置規則」によれば、コックス特別検察官の職務権限は、197

2年の大統領選挙についての調査、大統領吸びそのスタッフの各種類の主張についての調

査・訴追、特に大統領の特権主張の当否に関しての決定、訴訟遂行などであるという。普
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通、特別検察官は明示された権限範囲で府動すればあまり問題が生じてない。しかし、特

別検察官がその任命者である司法長官ひいては大統領に不利な捜査などを行おうとすると

きは、その地・権限がどうなるかは問題となる。ウォーターゲート事件においては、まさ

にこのような状況が生じてきたのである。特別検察官として任命されたコックス氏は事件

の調査中、大統領の執務室で大統領の会話を録音したテープがあることを突き止め、大統

領に対してそのテープ及び関係書類の提出を、上院の特別調査委員会と同様に要求したが、

大統領に拒否された。しかも、大統領は司法長官が任命したにもかかわらず自分にそのよ

うな要求を突き付けたとして、コックス特別検察官の解任を指示し、司法長官代行はその

手続を行なった。これに対して、解任が特別検察官の捜査に対する介入で、その権限を侵

した行為として批判され、解任の無効を求める訴訟も起こされた。それを審理したコロン

ビア地区連邦地裁は次のような理由などをあげて、解任の無効を決定した（34）。すなわち、

特別検察官を任命する司法長官がその解任もできる。しかし、本件においては、司法長官

はコックス特別検察官を任命するための司法省令である「特別検察官事務所設畳規則』の

中で、同特別検察官に身分を保障し、司法長官と同特別検察官とが合意する日までは在任

するものとし、特別検察官側における異常な不適性の場合を除き、その職務から解任され

ないような内容がある。これにより、司法長官は自分のもつ解任権を自ら制限しており、

このような行政規則も勿論規範としての効力を有し、これを発した機関自体もそれに拘束

される。本件の解任は当該規則で定めている特別検察官側における異常な不適性によるも

のではない。また、連邦最高裁判所は1974年7月24日の判決では特別検察官の地位

・権限について次のような見解を示している。すなわち、「連邦議会は司法長官に対して
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刑事訴訟を指揮する権限を与えている。また、司法長官が自らの義務の履行にあたって補

佐官を任命する権限をも与えられている。こうした規定に従い、司法長官は特殊な問題に

関しては、合衆国を代表する権限を特別の期問、条件の下に、特別検察官に付与している

のである。これによって、特別検察官は自らに与えられた特別の義務遂行に関連した証拠

固めの過程において、行政特権と争うべく明白な権能を付与されているのである。この規

定がいきているかぎり、これは法としての効力を有し、アカーディ対ソーネシイ事件にお

いて、司法長官は移民申請委員会に一定の裁量権を与え、国外送還に関する決定権を付与

したのである。司法長官のこのような権限規定が有効であるとすれば、いったん同委員会

に付与した権限が本来は司法長官に属するものであっても、もはや長官はその権限を執行

できず、規牢を改正してはじめて、行使できるようになるのである」、という（35）。

　4：特別検察官の解任の条件・手続

第543条に示されているように、特別検察官の解任はそれを任命した司法長官による。

ウォーターゲート事件においては、コロビア地区連邦裁判所がコックス特別検察官り解任

を違法としたのは、解任権が任命した司法長官にあるという成文法上の規定を否定したわ

けではなく、その根拠を、コックス特別検察官を任命するための「特別検察官事務所設置

規則』という司法省の規則の効力、中身から見出している。また、連邦最高裁判所の判決

も、刑事訴追権をもつ司法長官は、その一部を特別検察官に与えた以上、特別検察官の権

限行使には干渉・介入できない、という旨を意味しており、司法長官のもつ解任権自体を

否定していない。従って、特別検察官の解任の条件・手続が司法長官に関わっており、特

別検察官は身分的にも権限的にも独立した存在ではなく、司法長官ないし大統領に大いに
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依存している。

二：独立検察官

ウォーターゲート事件においては、コックス特別検察官は、ニクソン大統領に不利な調

査をしようとするときに、大統領側によって解任されたことで、特別検察官の地位の脆さ

・独立性の弱さが浮き彫りされた。これに対して、国会は、コックス特別検察官が解任さ

れた直後から、大統領・行政府から完全に独立した特別検察官制度を新設する法案の準備、

審議を始めた（36）。1978年になって、r政府倫理法』が成立され、特別検察官制度も

その一部として立法化された。但し、三権分立の合衆国において法の執行権が大統領をは

じめとする行政府府にあり、大統領から独立した恒久的特別検察官を設置することは行政

権の侵害になりかねないなどの理由で、「政府倫理法」の中の特別検察官についての部分を

5年間の時限法にした。1982年には議会による第1回目の再授権が行われ、同時に

「特別検察官』（SpecialProsecutor）という名称を改めて、「独立検察官」αndependent　C

ounsel）に変えた。1987年には第2回目の再授権も行われ、1988年には、独立検

察官の合憲性を争う事件に対して、連邦最高裁判所は、独立検察官制度は大統領の権限へ

の侵害でもなければ、行政権に対する侵害でもないとして、その合憲性を示した（37》。と

ころが、1992年になると、イラン・コントラ事件における独立検察官の調査のあり方

について、議会を中心に費用がかかりすぎるなどの批判が起こり、結局、再授権が失敗し

てしまい、独立検察官制度が一応消えた（38）。しかし、早くも、クリントン政権に変わっ

た1993年から、独立検察官制度の復活の動きが議会て活発となり、1994年になっ
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て、再授権が再び実現されて、今日までに至っている。勿論、各回の再授権が法律規定そ

のものについてはただの再承認するだけではなく、いずれもその内容を調整した上での再

授権である。1994年に再授権された現行の独立検察官制度はおよそ次のようなもので

ある

1：独立検察官の法的根拠

　特別検察官の法的根拠は制定法にあり、具体的には合衆国法典第28巻第591条から

同第599条までであるが、特別検察官制度を定めている合衆国法典第28巻第543条

と同第515条は、独立検察官を定めている第591条から第599条の規定が設けられ

たことで、失効したわけではなく、依然として生きている。但し、独立検察官制度は、後

に述べるように、その適用対象が大統領などの行政府高官、議会の議員、選挙の主な責任

者などとなっているので、そのような人々が連邦刑法上の犯罪の髄惑をもたされ、独立検

察官を任命されたきは、当該事件についての捜査、起訴はすべて独立検察官が行い、司法

省などの連邦検察は独立検察官の同意がなければ、一切関与してはならないことになって

いる（39》。そのために、特別検察官を定めている第543条と515条は廃止されていな

いものの、大統領などの行政府高官、議会の議員、選挙の主な責任者の犯罪に関しては、

第591条から599条までの規定に基づく独立検察官（1983年までは同じく特別検

察官と呼んでいた〉が任命されれば、第543条及び515条の定める特別検察官は、同

意がない限り、もう当該事件に関与できなくなるわけである。第591条から第599条

までの規定は再授権されず、失効したときだけは、ウォーターゲート事件におけるように、
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第543条及び第515条の定める特別検察官が任命される。例えば、1993年秋頃、

クリントン大統領と夫人の州知事時代にかかわるいわゆるホワイトウォター問題が浮上し

たが、当時は独立検察官法が再授権されず、失効中であるので、第543条及び第515

条に基づき、元連邦検事のフィクス氏は特別検察官に任命され、事件の調査にあたった。

しかし、94年2月に独立検察官法が再授権されたことにつれて、フィクス特射検察官が

解任され、新たに任命された元判事で共和党員のスター独立検察官に取ってかえられた。

また、1997年になってから、民主党献金疑惑iが浮かんできたことに関しては、司法長

官の任命する特別検察官ではなく、独立検察官を任命することが検討され、そのための予

備調査が司法長官によって開始されて、クリントン、ゴア現職の正副大統領は窮地に追い

込まれている。

　2：独立検察官の適用対象

　独立検察官の適用対象がどこまでにするのか、具体的に言えば、連邦議会の議員をもそ

の対象にすべき力臆、ずっと議論の焦）点であった（40》。1978年政府倫理法が成立当時

から1992年その再授権が失敗するまでは、大統領をはじめとする行政府の高級幹部だ

けが対象とされ、連邦議員は対象外に置かれていた。しかし、1994年再授権の際、連

邦議員も対象に加えられた。従って、現行法での適用対象が次の通りである。すなわち、

連邦政府の高官（大統領、副大統領、閣僚、司法次官補のような連邦各省の高級職、C　I

A長官、同副長官、内国歳入庁長官など）、選挙関係者（大統領選に関しての大統領選挙

対策本部長、財務責任者、全国レベルの権限を有する責任者）、退職者（上記の公務員が
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退職してから1年以内の場合）、連邦議会議員などである（4D。

　上記の者は、B級及びC級に分類された軽犯罪以外の連邦刑事法上の犯罪を犯したまた

はその馳惑がある場合（42）、独立検察官制度の適用対象となる。

　3：独立検察官の任命の条件・手続

　①：情報の受理と審査

司法長官は上記の対象者の犯罪または犯罪の疑惑についての情報を受け取ってから30

日以内で、情報の明確性（Spe顧city）と情報源の信愚性（Credibility）とを審査して、捜査

するための根拠があるかどうかを決定する。情報は明確性も信愚性もないと判断したとき

は、事件を終結させるが、明確性も信愚性もあると判断したときは、予備捜査（aPrrelimi

職yhlvestigation）の開始を決定する。司法長官はもし30日以内で当該情報の明確性と

その信愚性を判断できないときは、30日目には予備捜査の決定をすべきである（43）。

　このような審査にあたって、当該情報が司法長官本人に関わっている場合、または、司

法長官本人には関わっていないが、長官と個人的または財政的関係をもっている人物が関

わっている場合は、司法長官は忌避（Recusal）しなければならない。そのかわりに、忌避

されない司法省の次の高官は司法長官に与えられている義務を履行する（44）。

③：予備捜査

　司法長官は捜査が必要と判断したときは、予備調査を行うことができる。但し、指定さ

れた裁判所の特別部に対して、予備捜査の開始及びその日々を知らせなければならない。

予備捜査が開始されてから90日以内で、または、連邦議会が司法長官に対して独立検察
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官の申請を行うよう要請してから90日以内で、（指定された裁判所の特別部の許可があ

れば、60日延長できる）、予備捜査を終えて、決定をしなければならない（45）。

　予備捜査を行うにあたって、司法長官は、大陪審の召集、答弁の取引、免責権の付与、

罰則付き召喚を行うことができない。司法長官は、情報で取り上げられた違反者が刑事法

上の犯罪に必要な’O理梼態を欠如している理由では、当該情報には明確性または信愚性が

ないと判断してはならない。また、司法長官は、明確でかつ説得力のある証拠がある場合

を除いて、当該人が刑事法上の犯罪に必要な心理状態を欠如していることでは、さらなる

捜査が適当でないことを決定してはならない（46）。

　④：独立検察官の任命の申請

　司法長官は、予備捜査終了時、さらなる捜査を行う合理的理由がないと判断したときは、

裁判所の特別部にそれを知らせる。この場合は、裁判所の特別部は独立検察官を任命でき

ない。しかし、司法長官は、予備捜査が終了時、さらなる調査を行う合理的理由があると

判断したときは、または、予備捜査が90日（及び延長の60日〉間すぎても蒙判所特別

部に結果を知らせることができないときは、司法長官は裁判所特別部に対して独立検察官

の任命を申請しなければならない（47）。

　司法長官は、独立検察官の任命の申請を行うときに、連邦裁判所特別部に対して、当該

特別部が独立検察官を選任し、その権限を決定するために十分な情報を提供しなければな

らない（48）。

　⑤：連邦議会の要請

　上院司法委員会、下院の司法委員会、その委員会に属する議員などは司法長官に対して
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書面で独立検察権の任命の申請を行うことを要請できる。これを受けた司法長官は、30

日以内で当該委員会などに対して要請された事項に関して予備捜査をはじめたか、はじめ

ようとするかを報告しなければならない。予備捜査が始まったときは、または、はじめよ

うとするときは、その日々をも報告すべきである（49｝。

　司法長官は、裁判所特別部に対して、独立検察官の任命を申請するために、予備捜査に

関して通知、申請及ぴその他の文献、資料、記録を提出すると同時に、司法委員会などに

も同じものを提供しなければならない。もし裁判所特別部に対して、そのような申請をし

なかった場合は、その理由を当該委員会に報告しなければならない（50》。

　⑥：独立検察官の任命

　独立検察官を任命するために裁判所特別部がコロンビア特別区の連邦控訴裁判所内で殼

けられている。この特別部は連邦最高裁判所長官により任命される3人の控訴裁判所判事

から構成し、うちの1名は必ずコロンビア特別区の連邦控訴裁判所の判事である（5P。

　裁判所特別部は、司法長官から独立検察官の任命の申請を受けてから、適当な独立検察

官を任命し、その訴追管轄（ProsecutodalJ面sdiction）を定める。独立検察官として任命す

る人間は、十分な経験があり、迅速的・責任的・効率的に捜査、起訴を行える人間で、か

つ、本人が不当な遅れもなく捜査、起訴を完成する意思をもっている人間でなければなら

ない。合衆国の下で到壬的または営利的官職をもっている人間は独立検察官として任命さ

れてはならない（52）。

　裁判所特別部は、独立検察官の訴追管轄を定めなければならないが、それにあたって、

独立検察官が司法長官の申請した事項及びそれに関係する事項を十分に捜査・起訴できる
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適当な権限を有することを確保すべきである。そのような権限の中には、司法長官の申請

した事項の捜査、起訴に伴って発生する偽証罪、司法妨害罪、証拠破壊罪、証人威嚇罪な

どの、B級及びC級に分類された軽犯罪以外の連邦刑事法犯罪を捜査、起訴する権限が含

まれるべきである（53）。

　独立検察官の身分及びその訴追管轄について、司法長官の要請があった場合、または、

裁判所特別部が公表することが司法の最善な利益となると判断して決定した場合を除いて、

それを公表してはならない。但し、いかなる事件においても、独立検察官の捜査により正

式起訴（ldictment）が提起されたとき、または、略式起訴が行われたとき、独立検察官の

身分及びその権限を公表しなければならない（54》る

　4：独立検察官の権限、義務

　まず、独立検察官の主な権限が次のようなものである。

独立検察官は、法律の特別な規定がある場合を除いて、自分の訴追管轄とな為事件につ

いて、司法長官、司法省、司法省関係者のもつ捜査及び起訴に関する権能・権力のすべて

を行使するための十分な権力と独立的権限を有する。但し、法律により司法長官個人にの

み与えられた権険が除かれる（55）。

　独立検察官は、自分の義務を果たすためには、報酬を定め、任務を明示したうえで、他

の人員を雇うことができる（鋤。

　独立検察官は、自分の責務を履行するためには、司法省に協力を求めることができる。

司法省はそのような協力を提供すべきである。独立検察官の要請があれば、司法省の検察
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官、行政人員及びその他の職員は独立検察官のスタッフとして派遣することができる（57）。

　次に、独立検察官の主な義務は次のようなものである。

　独立検察官は、独立検察官制度を設置するための法律の本来の目的に違反する場合を除

いて、刑事法の執行に関する司法省の確立した書面のまたはその他の政策に従うべきであ

る（58》。

　独立検察官は、6ヶ月ごとに裁判所特別部に対して、費用の使用状況を説明し、将来の

費用使用の予測を示す報告書を提出しなければならない。また、任期満了前に、職務履行

についての詳細なる説明、事件の処理結果などを内容とする報告書を提出しなければなら

ない（59》．

　独立検察官は、すべての活動においてその費用の支出に然るべき注意を支払いながら行

い、合理的で合法的支出のみを認めるべきである。また、独立検察官は、独立の捜査、起

訴を妨げられる場合を除いて、司法省の支出方針に従わなければならない。さらに、独立

検察官は、定期的な支出報告を用意して、会計審査官による定期的審査を受けなければな

らない（6ω。

　国会の関係のある委員会は独立検察官の公的行動に対して監督権をもち、独立検察官は

そのような監督に協力する義務を負う。独立検察官は、国会に対して、捜査、起訴の状況

を含めた活動報告を定期的に行わなければならない。そのような報告にあたって、独立検

察官の判断で秘密にしておくべき事項については省いてもよいが、独立検察官の行った支

出を正当化できるための情報を提供しなければならない（6D。

536一



　6：独立検察官の解任、任期

　独立検察官は、弾劾や有罪判決のほかに、正当な理由（Good　Cause）、心身の障害及び

義務の履行を実質的に阻害するその他の理由に基づいてのみ、司法長官だけにより、解任

されることができる。独立検察官を解任した場合は、司法長官は、裁判所特別部及び上院

下院の司法委員会に対して解任の理由となる事実及び解任の理由そのものを直ちに報告し

なければならない。司法委員会は当該報告を公衆に公表すべきである。但し、報告の中で

取り上げられた個人の権利保障に必要と判断した場合を除く。裁判所特別部はあらゆる報

告または報告のあらゆる部分についても公表できる。解任された独立検察官は、コロンビ

ア連邦地方裁判所において民事訴訟を起こして、解任の当否についての司法審査を請求す

ることができる（62）。

　独立検察官の任期は、独立検察官は司法省に対して、訴追管轄の事件についての捜査、

起訴がすべて完了した、または、実質的に完了したが、残りの捜査、起訴が司法省によっ

て行われるのが適当である、ということを通知したとき、または、最終報告を提出したと

き、満了する。裁判所特別部は、自らの発議により、独立検察官の任命後の2年以内に任

務の終了が適当かどうかを判断し、または、次の2年の終わり友びその後の1年の終わり

ごとに、そのよう判断をする。訴追管轄の事件についての捜査、起訴がすべて完了した、

または、実質的に完了したが、残りの捜査、起訴が司法省によって行われるのが適当であ

る、という判断をした場合、任期を満了させる（63）。
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第4節罠かけと罠の抗弁

罠かけ（Entrapment）とは、おとり捜査のことで、捜査機関が罠を使って、執拗に、人

々を犯罪行為にはめ込んだうえで、または、犯罪の潜在者を犯罪の実行に誘い込んだうえ

で、検挙するような捜査方法を指す（64）。おとり捜査は米国の独有なものではなく、薬物

犯罪などの訴追において、他の国々もそれを使う（65）。しかし、賄賂などの公務員犯罪の

刑事訴追においてはそれらをよく使っているのは米国にほかならない（66）。

一：罠かけ

米国におけるおとり捜査の歴史が実は古く、20世紀の初期になるまでは、一部の控訴

審判決を除けば、ほとんど問題されたことはなかった（67）。しかし、1932年になって、

連邦最高裁判所は、ソレルス事件の判決で（68》、はじめて罠の抗弁（Entmpmentde免nse）

を認めて、おとり捜査の是非が本格的に問われるようになった。その後、罠の抗弁が成立

するかどうか（言い換えれば、おとり捜査が合法かどうか〉に関しては、およそ、被告人

には事前的犯罪傾向（predisposition）があったかどうかを判断内容とする主観的テスト（S

画ecdve　test）、そして、捜査活動自体に違法があったかどうかを判断内容とする客観的

テスト（醐ective　test）とがそれぞれ提示されて、今日に至っている。しかし、程度の差

こそあるものの、その二つのテストのいずれも憲法上のデュ・プロセス条項を根拠に憲法

論的に捜査自体の法定化・デュ・プロセス化を徹底的に主張するまでには至っておらず、

捜査が法律の明文で定めた方法でしか行えないという発想ではなく、法律の明文で禁じさ

えされていなければどのような捜査もできるという発想に立っており、デュ・プロセス条
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項を犠牲にするまでのおとり捜査に十分な制限を加えていないように思われる。

二：罠の抗弁

　1：主観的テスト

　連邦最高裁判所レベルで見れば、罠の抗弁を認め、それを「主観説』で判断しようとす

る最初のものは、ソレルス事件に対する判決である。この事件はおよそ次の通りである。

禁酒法時代の1930年7月13日の日曜日に、ノースカロライナ州の繊維会社で働く労

働者のソレルスの家を、旅行者を装った連邦の取締官1人と近所の知人3人が訪れて、世

間話をしたり、互いの戦時中の戦争体験を話し合ったりした。約1時間半このような話を

続けた後に、取締官はソレルスに対して、三度から五度にわたり、規制の酒がほしいと懇

請したが、ソレルスが当初にこれを拒否したが、最終的には、取締官の要求に断りきれず、

外出して規制のウイスキーをもって戻ったが、取締官に逮捕された。起訴されたソレルス

は取締官の罠にはめられたと主張したが、一審も控訴審もそれが認められず有罪の判決を

受けた（69）。上告審の連邦最高裁判所は罠の抗弁を認めて、事件を差し戻した。その理由

としては、被告人には犯罪の事前的犯罪傾向がなく、勤勉な法遵守的な市民であった。被

告人の行為は取締官により作り出されたものであり、取締官は被告人を繰り返し執拗に誘

い込むことにより、犯罪の遂行を誘惑し、その際、戦時の戦友としての経験の追憶による

感情まで利用することに成功したものである、という事実を認定したうえで（70）、禁酒法

違反を摘発し、同法の執行する手続きがもともと無罪の人々まで処罰しようとして、政府

がそのような人々を誘い込み、違法行為を行わせるような形で濫用されることは、当該法
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律の制定時に、連邦議会が意図していなかった。また、当該法律の条文上にも、同法の精

神と目的に背くような行為を行うことが求められていないといえる（71）。政府のそのよう

な行為があった場合は、政府が被告人を訴追することを禁じられるし、裁判所もそのよう

な訴追を阻止すべきである（72｝、というよう見解を示した。このように、この判決では、

被告人には事前的犯罪傾向の有無という主観的判断に基づいて、禁酒法という制定法の解

釈を通じて（いわば『制定法解釈の理論』で〉（73）、罠の抗弁を認めたわけである。

　1958年になって、連邦裁判所はシャーマン事件に対して再びおとり捜査についての

判決を言い渡して、ソレルス判決での判断を一層具体化した（74）。シャーマン事件はおよ

そ次の通りである。麻薬取締局のエージェントであるカルチニアンは、病院でシャーマン

と知り合いとなり、ともに麻薬中毒の治療を受けた。その関係で、二人は何回も会い、麻

薬中毒がいかにやっかいなことを話し合った。そのうちに、カルチニアンはシャーマンに

対して、麻薬を譲れるように求めた。シャーマンは当初それを拒否したが、何回も懇請さ

れ、麻薬の禁断拠態がいかに苦しいかを訴えられたあげく、ついにその求めに応じて》禁

制の麻薬をカルチニアンに売り渡した。シャーマンは起訴され、罠の抗弁を行ったが、一

審にも控訴審にも有罪の判決を受けて、連邦最高裁判所に上告した。この事件に関して、

連邦最高裁判所のウォーレン首席裁判官は法廷意見を書き、「被告人が取締官によって犯

罪に誘い込まれたことは極めて明白である」として（75）、事件を差し戻した。同時に、次

のようにソレルス判決のr主観的テスト』を受け継ぎ、それをより具体化した。すなわち、

罠の抗弁が成立するかどうかの判断にあたっては、r不注意な無実者に対する罠（the　tra

pfortheunwaryim㏄ent）と不注意な犯罪者に対する罠（thetrapfbrtheunwaycdmina1）
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とが区別されなければならず、犯罪は法執行機関の創造活動の産物である場合にのみ、罠

の抗弁が認められるという（76）。従って、罠かどうかを決定するためには、法廷は、政府

が無実な市民を犯署舌動に誘い込んだかどうか（出egove㎜entlnducedmot踊seim㏄e

nt　individu韻nto　c血血al　activity）を判断しなければならない（77》。

2：客観的テスト

もとより、ソレルス判決にもシャーマン判決にも少数意見があった。両判決の少数意見

のいずれも罠の抗弁を認めるという法廷の見解に同調しているものの、認めるための根拠

については、上述したような法廷意見と異にしている。ソレルス判決の少数意見の場合、

罠の抗弁を認めるのは、法廷意見のように、被告人が事前的犯罪傾向を有していなかった

という個人的犯罪性に対する判断、及び、禁酒法を制定した議会が罠にかけられて当該法

上の犯罪を犯した人の処罰を意図していない、という制定法に対する解釈からではなく、

むしろ、司法の純潔性（Pudty）・誠実性σnte即ty）の維持という裁判所の負う公共政策

の実現の責任から、または、違法なおとり捜査に対する抑制という裁判所の負う義務から

である（78》。また、シャーマン判決の少数意、見の場合、次のよう論理が展開されている。

すなわち、被告人の行為が当該法律を作った議会の意図外にあるという、制定法の解釈を

通じて罠の抗弁を認めることが一つのフィクションにすぎない（79）。罠の抗弁を認める真

なる根拠が裁判所の有する刑事司法に対する監督権限にあり、この権限の行使が個々の事

件の被告人に有罪を言い渡す以上の義務である。裁判所は、被告人の事前的犯罪傾向の有

無に関係なく、政府の用いた捜査方法が容認できないと判断したときは、被告人を有罪と

することを拒否すべきである（80》。裁判所はその関心を被告人の事前的犯罪傾向から警察
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などの捜査活動自体に移すべきである（8D。裁判所は、罠の抗弁が陪審ではなく自ら判断

すべき問題であって、警察活動に関する意義のある指針を作り出すべきである（82）、とい

う。

このように、両判決の少数意見は、すでに、被告人の事前的犯罪傾向があったかどうか

という主観的テストから離れて、捜査活動自体が適当かどうかという客観的テストを主張

しているわけである。勿論、その根拠とされるのは依然として「司法の純潔性・誠実性』

や「裁判所の監督権限」というレベルに留まっており、直接に憲法上のデュ・プロセス条

項には至っていない。にもかかわらず、一つの違った方法として大きな意義があったにち

がいない。後になって、幾つかの連邦控訴裁判所では、このような客観的テストを受け継

ぎ、さらに憲法上のデュ・プロセス条項との関係で罠の抗弁を判断すると試みされたこと

があり、また、連邦最高裁判所の後の判決の中でも少数意見として受け継がれ、間接的に

法廷意見にも影響を及ぽしたことがある。例えば、連邦最高裁判所が直接に罠の抗弁を扱

った1973年のラッセル事件の判決（83）及び1976年のハンプトン事件の判決（8ρが

そうである。

ラッセル事件はおよそ次の通りである。連邦の私服取締官は以前に薬物の密造の疑いの

あるラッセルの自宅に行って、ラッセル及びその他の2名の者と会い、薬物密造に必要で、

入手困難な化学材料を提供することの見返りに、製造された薬物の半分をもらうと申し出

たところ、ラッセルらはそれに同意した。そのような材料の提供を受けて、ラッセルらは

禁制の薬物を密造した。私服取締官は自分の分け前を受け取り、残り物のも購入した。ラ

ッセルらは起訴されて、第一審では有罪の判決を受けたが、控訴審の第9控訴審裁判所は
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政府による化学材料の提供と禁制品の購入が犯罪への許される限度を越えた関与であると

して、デュ・プロセスに基づく罠の抗弁を認めて、第一審の判決を破棄した（85）。それに

対して、政府側が上告した。上告審の連邦最高裁判所は、法廷意見として、本件では、化

学材料を提供するという政府の活動が憲法修正第五条によって要請されている基本的公正

を侵害し、普遍的正義の感覚にショックを与える遥か手前で止まっている行為で、被告人

の憲法上の権利を侵害しておらず、憲法上の問題とはならない（86｝。罠の抗弁の判断は

（制定法の解釈という〉シャーマン判決後の状況を維持すればよい（87）。「犯罪への許さ

れる限度を越えた関与」という控訴審の判断は被告人の事前的犯罪傾向に焦v点をおく従来

の罠の抗弁の観念を過剰に拡大した（88》、などの理由をあげて、控訴審の判決を破棄した。

しかし、「政府の活動が憲法修正第五条によって要請されている基本的公正を侵害し、普

遍的正義の感覚にショックを与える遥か手前に止まっている行為」という法廷の表現は、

政府の行為があまりにも異常であれば、たとえ被告人が事前的犯罪傾向をもっているとし

ても、罠の抗弁が認められる可能性があることを示唆している、というふうに解釈されて

おり（89）、また1三名の裁判官は次のような少数意見を出している。すなわち、政府の活

動の合法牲の判断は、法執行上の方法の適法性が問題となる他のあらゆる問題と同様に、

陪審ではなく、裁判官が行うべきである（go）。事前的犯罪傾向に判断の焦v点をおくのであ

れば、すべての種類の伝聞証言、疑惑i、噂、などが証拠として許容されて、陪審の偏見の

原因となり、また、そのような評判や噂のある人を警察が自由に罠にかけられるような実

務を是認することになる（9D。罠の抗弁は、犯罪を誘発する政府の違法活動の禁止という

法政策を目的に、その基準は、犯罪を誘発する政府の行為が司法上の許容度を越えたかど
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うかとすべきである（92）。

　ハンプトン事件はおよそ次の通りである。ハンプトンはおとり捜査官に金が必要である

と話したところ、おとり捜査官は麻薬を販売すれば必ず儲かると言い、一緒にそれを販売

する計画を提案した。それに対して、ハンプトンも同意した。そこで、おとり捜査官はハ

ンプトンに麻薬を提供し、それを売るために他の連邦捜査官のところへ連れて行って、ハ

ンプトンは麻薬販売の現行犯として逮捕された。第一藩も控訴審も被告人の罠の抗弁を認

めず、有罪としたが、上告審の連邦最高裁判所では、ラッセル判決の法廷意見を書いた同

じくレーンキスト裁判官がバーガ首席裁判官とホワイト裁判官の同調で法廷意：見を書き、

被告人に事前的犯罪傾向があることは被告人自身も陪審も認めているので、もはや罠の抗

弁が成立する余地がない（93）。被告人の権利が侵害されていないので、デュ・プロセスの

違反も認められない（94）として、被告人の有罪を言い渡した。これに対して、二名の裁判

官は罠の抗弁が成立しないという法廷意見に同調したものの、「いかなる事情があろうと

も、被告人の事前的犯罪傾向が検察によって証明されれば、デュ・プロセスの原則も裁判

所の司法監督権も被告人に対する有罪判決を阻止する事由にはもはやならないという多数

意見には賛成できない』として（95）、事案により、たとえ事前的犯罪傾向が立証されても

デュ・プロセス違反で罠の抗弁が成立しうることを表明した。さらに、他の三名の裁判官

も、被告人に麻薬を提供したうえで、それを被告人から買い取る政府の行為が社会のr般

感覚に合致するような公権力の適切な行使基準を下回るものとして罠の成立を認め、二名

の裁判官と同様に、たとえ事前的犯罪傾向が立証されてもデュ・プロセス違反で罠の抗弁
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が成立しうる見解を表明した（96）。

　三：罠の抗弁の実際

　これまで見てきたように、主観的テストかそれとも客観的テストかをめぐっては｛連邦

裁判所内部においても、見解が分かれているが、連邦最高裁判所の判例の中では主観的テ

ストが一貫して法廷意見として維持されてきている。それを反映しているかのように、今

日の米国においては、連邦政府及びほとんどの州が主観的テストを使っていると言われて

おり（97）、最近の判例を見ても、そうなっているように見える（98》。今日でも、連邦裁判

所は、罠の抗弁の裁判に際して、「不注意な無実者に対する罠かそれとも不注意な犯罪者

に対する罠か』を区別することで、罠の抗弁が成立か否かを決定しようとしている。そし

て、その区別の指標を、そう誘われなければ無実であるはずの市民（an　otherwise　im㏄en

tindividua1）は政府が犯罪に誘い込んだかどうか、という『誘い込みσnducement）テスト』

に具体化して、政府は誘い込みではなく、単に犯罪の機会を提供しただけの場合を罠の抗

弁から排除している。但し、「誘い込み』かどうかの基準が裁判所により様々となってい

る。例えば、①：コロンビア特別区連邦控訴裁判所では、誘い込みはいろいろな形をとる

ことができる。その中には、説得、欺購的表示、脅迫、強制的策略、嫌がらせ、報償の約

束、需要の誘発、同情または友情などが含まれる、という（991。②：第5連邦控訴裁判所

（100） び第11連邦控訴裁判所（101》では、政府のおとり工作はそのような犯罪を犯すつ

もりのない人がそのような犯罪を犯す実質的危険を創り出したことを、被告人側は示さな

ければ、罠の抗弁が認められないと判断している。③：一部の連邦控訴裁判所では、罠の
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抗弁を行うためには、政府が自分の行動を通じて犯罪の実行を誘い込んだことを証明する

一定の証拠を、被告人側は最初に提出することを必要としている。もし被告人側はこの要

求を満たしていれば、挙証責任が政府側に移り、政府側は、誘い込まなくても被告人が当

該犯罪を犯す事前的犯罪傾向があることを、合理的疑いを越えた程度で、証明しなければ

ならない（ω2）。この場合、裁判所は、被告人に事前的犯罪傾向があるかどうかを判断する

ために、被告人の行動・品行の全体を分析する（103）。④：他の一部の連邦控訴裁判所では、

被告人側は誘い込みについての一定の証拠及び自分には事前的犯罪傾向のないことについ

ての一定の証拠を提出しなければならない。このような証拠が提出されれば、挙証責任が

政府側に移り、政府は、政府の行為がなくても、被告人には事前的犯罪傾向があることを、

合理的疑いを越えた程度で、証明しなければならない（104）。この場合、裁判所は、被告人

の行動・品行の全体の分析を通じて、事前的犯罪傾向があるかどうかを決定する（1醐。

第5節証拠強制と刑事免責

　刑事免責制度は米国の刑事司法の特色の一つで、「被害者なき』犯罪と言われる賄賂な

どの公務員の汚職の捜査、訴追においても大いに使われている。

　刑事免責C㎞munity）とは、自己負罪拒否権に基づく証言拒否権の行使により、犯罪事

実の検挙に必要な供述を獲得することができない場合、共犯などの関係にある者の一部に

対して、刑事免責を付与することによって自己負罪拒否権を失わせて供述を強制し、その
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供述を他の者の有罪を立証する証拠としようとする制度であると、一般的に定義される（1

06） しかし、独自の刑事訴追制度をもっている米国の刑事免責制度を見るときは、それは、

まず被疑者・被告人本人の疑惑に関する証拠の強制（単に証言の強制ではない）を許すた

めの保障で、証拠の強制を前提的な内容としていること、次に、単に公判での証明手段で

はなく、捜査から公判までの訴追全過程での訴追手段でもあることを、特に意識浄る必要

がある。そう考えれば、イミュニティ（i㎜mity）という制度は、単に「刑事免責制度」

というより、むしろ、「証拠強制刑事免責制度』または「証拠強制の中の刑事免責制度」

という表現の方がその制度の内容・性格にもっとふさわしいかもしれない。このことを念

頭に置きながら、以下においては、従来のように「刑事免責制度」という言葉を使って検

討していく。

　米国においては、刑事免責制度の歴史が実は長く、早くも1857年に連邦の刑事免責

法が制定されたが、後に何回の改正が行われて、今日に至っている（107》。現行の連邦刑事

免責法（合衆国法典第18巻第6001条から第6005条までの規定〉は1970年に

制定されたもので、当該法律及び及び連邦裁判所の判例により、およそ次のような刑事免

責制度が確立されているように思われる（108）。

一：刑事免責制度の中味

　　1：刑事免責の一般規定（109）

　　合衆国裁判所または大陪審、合衆国の行政機関、上下両院またはその合同委員会など

が行う手続においては、自己負罪拒否権に基づいて証言またはその他の情報の提供を拒否
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した者のすべては、当該機関がこの免責条項に基づいて発付した証言情報提供命令に従う

ことを、自己負罪拒否権を理由に拒否することができない。そのかわりに、証言情報提供

命令で強制された証言またはその他の情報（及び当該証言またはその他の情報から直接的

にまたは間接的に由来するあらゆる情報）は、偽証罪、虚偽陳述罪及び証言証拠提出命令

に違反したその他の行為に対する訴追の場合を除いて、証人に対する刑事訴追のいかなる

事件においても用いてはならない。また、「その他の情報」には本、文章、文書、記録、

録音、及びその他の資料が含まれる（UO）。

2：連邦裁判所及び大陪審の行う手続における刑事免責（111）

個人が連邦裁判所及び大陪審の行う手続において証言またはその他の情報の提供を求め

られたまたは求められる事件の場合は、当該手続を管轄としている連邦地方裁判所は、連

邦検察官の要請に基づいて、自己負罪拒否権を理由に証言または情報の提供を拒否した者

に対して、証拠強制と刑事免責についての一般規定を内容とした証言及び情報提供の命令

を発付するができる。

連邦検察官は、当該個人の証言または情報の提供が公共利益に必要であること、及ぶ、

当該個人が自己負罪拒否権に基づいて証言または情報の提供を拒否したまたは拒否するこ

とと判断したうえで、司法長官などの承認を得て、証言及び情報提供の命令を請求する．

3：一部の行政手続における刑事免責（112）

個人が連邦行政機関の行う手続において証言またはその他の情報の提供を求められたま

たは求められる事件の場合は、連邦行政機関は司法長官の承認を得たうえで、自己負罪拒

否権を理由に証言または情報の提供を拒否した者に対して、証拠強制と刑事免責について
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のサ般規定を内容とした証言及び情報提供の命令を発付することができる。但し、連邦行

政機関は、当該個人の証言または情報の提供が公共利益に必要であること、及び、当該個

人が自己負罪拒否権に基づいて証言または情報の提供を拒否したまたは拒否することと判

断したときにのみ、そのような命令を発付することができる。

　4：議会手続における刑事免責（113）

　個人が上院または下院あるいはそれぞれの委員会または合同委員会などの行う手続にお

いて証言またはその他の情報の提供を求められたまたは求められる事件の場合は、連邦地

方裁判所は、合法的に授権された議会またはその委員会の代表者の要請に基づいて、自己

負罪拒否権を理由に証言または情報の提供を拒否した者に対して、証拠強制と刑事免責に

ついての一般規定を内容とした証言及び情報提供の命令を発付することができる。

　連邦地方裁判所は、このような命令を発付する前には、上院または下院のの行う手続き

の場合は当該要請が上院または下院の現役の議員の多数の賛成投票によって承認されてい

ること、上下両院の委員会または合同委員会などの行う手続きの場合は、当該要請が委員

会の全議員の三分の二の賛成投票によって承認されていること、当該要請が提出される1

0日間前までに、司法長官に要請の意図を通知したことを確認すべきである。

　連邦地方裁判所は、司法長官の申請により、命令発付の要請が提出されてから20日間

以内で司法長官の要求したとおりに、当該命令の発付を延期することができる。

　二：刑事免責制度の性格

　以上で見たように、イミュニティ（㎞munity）と呼ばれる刑事免責制度には、刑事免責

という内容だけではなく、証拠強制という内容も含まれる（1鋤。しかも、連邦裁判所の判
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例などから見れば、当該制度の重きが証拠の強制と訴追の免除との両方より、むしろ、証

拠の強制の方に置かれる傾向さえあり、免責の範囲やその条件などを検討するものの、証

拠の強制自身の是非を問う姿勢はほとんど見られない。これは決して偶然ではない。その

裏には、刑事免責制度の性格（法体制における刑事免責の位置づけ）に対する理解の問題

がある。具体的にいえば、連邦最高裁判所はほぼ次のように刑事免責制度を捉えている。

すなわち、市民個人に対する政府の証拠強制権力と政府に対する市民個人の証拠提供義務

は、「公共が個々人の証拠に権利をもつ（the　Public　has　ahg紅tto　evelyman’s　evidence）』

という「疑う余地のない確実な（indubitable　certainty）』コモン・ロウ上の基本原則に基づ

くもので、合衆国憲法修正第6条にも認められており、証人に対する証拠強制は政府の必

要でかつ最も重要な権力の一つを構成している。但し、政府のこのような権力は絶対的な

ものではなく、いくつかの例外がある。その一つはいわば合衆国憲法修正第5条の定めて

いる自己負罪拒否権である（115）。ここで、政府の証拠強制権と市民の自己負罪拒否権との

関係が問題となるが、それに対処するために登場したのはいわば刑事免責制度である。

　また、連邦裁判所によれば、刑事免責制度は個人の自己負罪拒否権を否定するものでは

なく、政府の証拠強制権と個人の自己負罪拒否権を調和したものである。それは一定の犯

罪の訴追にとって特に必要である。それを定めた州または連邦の制定法が数多くあり、連

邦裁判所も法解釈者も刑事免責制度が刑事法律の効果的実施にとって実質的な手段として

認めている（116）。刑事免責法はrわが憲法的建物の一部となっている（become　partofou

rconstitutionalfabhc）』、という（117）。

　このように、連邦最高裁判所は、コモン・ロウ上の原則及び憲法修正第6条を根拠に、
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市民個人は証拠提供の義務があり、政府は証拠強制の権力がある、という一般前提を立て

たうえで、憲法第5条の定める自己負罪拒否権を単にその特殊な例外として位置づける。

そして、刑事免責法はこの一般的前提とこの特殊な例外との矛盾を調和するものとして、

すでに「憲法的建物の一部となっている」と持ち上げる。ここでは、まず、憲法修正第6

条が本当に証拠強制の憲法的根拠なのかは問題となる。なぜなら、修正第6条は「被告人

は…　　自己にとって不利な証人と対審し、自己に有利な証人を得るための強制手続を』

とる権利があるというように定めているだけで、一般の市民の証拠提供義務・政府の証拠

強制権力については全く言及していないからである・次に、連邦最高裁判所自身も認めて

いるように（118）、自己負罪拒否権を定めている憲法修正第5条の基礎は犯罪の認定・刑罰

の発動につながる証言に対する強制の禁止にある。そうであれば、ただの免責付与では証

言を強制することが果たして正当化できるのか、刑事免責法は果たして憲法修正第5条の

定める強制の禁止という禁句を取り除ける「憲法的建物の一部』なのか、などが問題であ

る。いずれにしても、連邦裁判所は1犯罪の訴追という実際の必要性に応じる桑めに、軽

々と刑事免責法を解釈しているように思われる。その「軽さ』が強制の内容や免責の範囲

などについての判断にも影響を及んでいる。

三：強制の内容

　これまでは、「証言強制』ではなく、「証拠強制」という言葉を使ってきたが、これは

偶然の間違いではない。すでに見たように、現行の刑事免責法においては、免責を付与さ

れた証人が強制されるのは、単に証言すること（tes的）だけではなく、その他の情報を
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提供することも（privide　otherinfomla盤on）含まれる。そして、この「その他の情報」とし

ては、本、文章、文書、記録、録音、及びその他の資料などがあげられている。これはも

はや証言ではなく、まさに証言以外の証拠そのものにほかならない。にもかかわらず、連

邦裁判所は、今日まで、ほとんどの場合において、その他の情報の強制提供をも「証言の

強制」の一内容として、同じく、「証言（tes娠mony）」に関する合衆国憲法上の定め及び

コモン・ロー上の法理に従って、刑事免責の問題を論じてきている。ここには、証言の強

制に関する憲法上の定め及びコモン・ロー上の法理がその他の情報の提供の強制を正当化

できるのか、言い換えれば、証言の強制とその他の情報の強制とが同じなのか、刑事免責

を付与して証言を強制できるとしても、その他の情報の提供を強制できるのか、などは問

題として残っているように思われる。

証拠提供を強制するためには、今日の連邦法上には強制手段が用意されている。それは

つまり法廷侮辱罪（Co．temptoヂcourt）である。具体的にいえば、政府側がある個人に刑

事免責を付与すると決定したことは、同時にこの人に対する証言またはその他の情輯提供

の強制をも意味する。刑事免責を付与された人は、証言及びその他の情報の提供を強制す

る命令が発せられた後で、証言またはその他の情報の提供を拒否した場合には（いわゆる

抵抗的証人（Re副citrantWitness）の場合）、法廷侮辱罪により、民事的強制、または、

刑事的処罰で、処罰されて、証言またはその他の情報の提供の強制を担保する（119〉。

　1：民事的強制（civil　contempt）

これは合衆国法典28巻第1826条で定められているもので（120》、その主な内容が次

の通りである。すなわち、証人が合衆国の裁判所または大陪審の行う手続において正当な

一552一



理由を示さずに証言及び情報の提供を要求する裁判所の命令に従うことを拒否する場合は、

裁判所は、拒否そのものに基づいてまたは拒否に対する注意がすでに必要なときに、証人

を証言しまたは情報を提供する意。思があるまでには適当な場所に拘禁するのを命ずること

ができる。但し、このような拘禁の期間は裁判所の公判手続中または大陪審の手続終了ま

でとするが、いかなる場合でも18ヶ月を越えることができない。

証言または情報提供の拒否で拘禁されるいかなる者も、その拘禁命令に関して上訴した

場合、もしその上訴が明らかにとりに足らないものまたは延ばすためのものであれば、そ

の上訴の審理中、保釈の申請を一切認められない。但し、そのような上訴に対してそれを

可能な限り迅速に審理、処理しなければならず、遅くとも上訴の提起から30日を越えて

‘まならない。

証言または情報の提供の拒否で拘禁される者は逃走しまたは逃走を企てた場合、及び、

そのような者を救出、救出を企て、または、逃走を援助したなどの者の場合、3年以下の

拘禁刑または1万ドル以下の罰金またはその両者を科せられる。

　このように、この1826条の規定では、証人に対する拘禁は処罰というより証言また

は情報の提供の意思を引き出すための強制であるので、必ずしも刑罰的性格として捉えら

れていないようである。そのために、拘禁中の証人が証言または情報の提供の意思を示せ

ば、直ちに釈放しなければならない（121》。刑罰的性格を有するのは逃走などの場合だけで

ある。

　2：刑事的処罰（criminal　contemPt）

　これは合衆国法典18巻第401条（122）及び連邦刑事訴訟規則（Federal　Rule　ofC直mi
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nal　Procedure）第42条により定められたものである。第401条によると、合衆国裁判

所は、その裁量で、その合法的令状、手続、命令、規則などに従わないまたは抵抗するな

どの、裁判所の権威を侮辱する行為を、拘禁刑または罰金をもって処罰することができる、

という。そして、それを具体化しているのは連邦刑事訴訟規則第42条である。それによ

ると、連邦裁判所は略式処分と審判処分という二つの方式で、抵抗的証人を法廷侮辱罪で

刑事罰を科すことができる。略式処分の場合は、裁判官が法廷侮辱罪を構成する行為を目

撃、聞知し、かつ、当該行為が現に裁判所の目の前で行われたことを確認したときは、当

該の者に対して即時に処罰することができる。これとは違って、即時に処罰する必要性の

ない場合は、抵抗的証人にその法廷侮辱行為を通知をもって事前に知らせて、審判手続き

を通じて訴追する。

第401条及び規則の第42条は拘禁刑または罰金をもって処罰できると規定している

だけで、拘禁刑の期間または罰金の金額については言及しておらず、裁判所の裁量に任せ

ているが、判例によると、略式処分の場合は、6ヶ月を越えないのが一般的であり、審判

処分の場合は、3年の拘禁に及んだ例もあるようである（123》。

民事的強制と刑事的処罰の適用関係に関しては、民事的強制を先に使って、それは効果

がない場合は、刑事的処分を使うことが判例により進められているが、両者の併用もあり

うる、という（124）。

四：刑事免責の範囲

証拠強制のかわりにどこまでの責任が免除されるのか、逆にいえば、どこまでの責任免
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除であれば、自己負罪拒否権を失わせて証拠を強制することを正当化できるのか、という

刑事免責の範囲の問題に関しては、従来は二つの見解またはながれがあった。一つはr行

為免責（または訴追免責）（Transacdo副㎞munity）」で、すなわち、強制証拠に関係す

る犯罪行為そのものが証拠の強制によりすべて刑事責任を免除され、訴追ができなくなる、

という制度である。これに対して、もう一つは「使用免責（Use　and　Dedvadve　Use㎞mu

nity）』で、すなわち、強制証拠に関係する犯罪事実そのものが免責され、訴追できなく

なるのではなく、強制された証拠及びそれに直接にまたは間接に由来する証拠はそのよう

な犯罪事実の訴追に使用してはならない、という制度である。先にも見たように、197

0年に制定された現行刑事免責法は行為免責を認めておらず、使用免責のみを認めている。

そして、使用免責だけで自己負罪拒否権を失わせて証拠を強制するには足りると判断して、

この法律の合憲性を認めているのはカスティガー事件に対する連邦最高裁判所の1972

年の判決である（125）。

　カスティガー事件は次のとおりである。上告人のカスティガーは使用免責を付与されて

連邦大陪審の前で証言及び証拠の提供を求められたが、それを拒否したために、第一藩で

も控訴審でも法廷侮辱罪の有罪判決を受けた。カスティガー側は主に次の三つの理由で上

告した。①：政府が第5条の自己負罪権を行使した証人に対して、刑事免責を付与しても、

証言及び証拠の提供を強制することができない。②：たとえ刑事免責を付与して強制でき

るとしても、現行法のように使用免責ではその強制を正当化できない。③：たとえ使用免

責では正当化できるとしても、実際上、刑事訴追で使用したかどうかは判断できない。
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このような主張に対して、連邦最高裁判所は次のような理由でそれに反論し、使用免責

を定めている現行法の合憲性を認めている。①：政府が自己負罪拒否権を主張する証人に

対して刑事免責を付与することで証拠を強制できることは従来の判例の示していることで、

それを改める必要はない。強制できるかどうかは問題ではなく、どのような条件であれば

強制できるかが問題である。具体的にいえば、刑事免責法と自己負罪拒否権を定める憲法

修正第5条との範囲が一致するかどうかは問題である（126）。②：上告人側は、1868年

の修正免責法を違憲とした連邦最高裁判所のカウンセルマン事件に対する判決（127》を頼り

に、行為免責を付与しなければ、第5条の保障範囲とは一致しないと主張している。しか

し、1868年法の問題点は、強制証拠から派生する証拠が当該証人の刑事訴追に使用さ

れるのを許すことにあった。カウンセルマン判決はまさにこの点だけを問題視して、それ

をもって、当該法が第5条の保障範囲とは一致しておらず、証人に十分な保障を与えてい

ないとして、違憲とした。そして、証拠強制に関する制定法が有効であるためには、「証

言での問題と関係する犯罪行為に対する将来の訴追に対して絶対的免責を提供しなければ

ならない』と指摘したわけである。この判決を受けて、1893年に行為免責を定めた法

律が制定されて、1970年までに続いたが、1970年に現行免責法が制定された。現

行免責法はいわば使用免責を定めたもので、「絶対的免責の提供」というカウンセルマン

判決の余計な表現こそ取り入れていないものの、その判決の基本精神と一致している（128）。

③：現行免責法は、使用のみならず派生的使用も禁止している。このような免責の規定は

自己負罪拒否権を定めている憲法修正第5条の保障範囲と一致しており、自己負罪拒否権

を行使する証人の証拠強制にとって十分である。現行免責法は第5条の保障より以上のも
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のを定める麿要がない。行為免責の場合は、まさに第5条を越えた保障を与えてしまう。

第5条はそれを行使した者に対して後に一切の訴追を行わないように解釈されたことがな

く、その基本精神（sole　concem）は刑事訴追を引き起こす証言の強制の禁止にあり、使用

免責がこのような保障を提供できる。このような法廷の見解は、免責に関する連邦裁判所

（いくつかの州の裁判所〉の判決のながれと一致している。これまでの判決は、使用免責

が証人と政府とを平等な立場に置き、平等な保護を与えて、自己負罪拒否権の保障範囲と

一致し、憲法上の要求している保障であると、ほぽ一貫して判示してきている（129》。④：

派生的使用をも禁じている現行免責法では、派生的使用の禁止という規定は、強制された

証拠を捜査の手がかりにすることも、証言した故にその証人に捜査の焦v点を合わせて得た

証拠を使用することも禁じている。しかも、証拠を強制された者が後に起訴された場合は、

当該証拠が刑事免責のもとで証言したものであると表示すれば、当該証拠が独立で合法的

ソース（anindependent，1egitimate　source）から得たものであることを証明する立証責任

はすぐ政府側に生じる。このような立証責任は、単に証拠が汚れたものでない程度の証明

に限るものではなく、そのような証拠が強制証言から完全に独立した合法的なものである

ことを確定的義務（面rmative　duty）として、訴追側は証明しなければならない。このよ

うな義務が使用したかどうかを判別することを可能にしており、第5条の保障範囲に合致

している。このような条件を満たしていれば、証人に対する訴追が許される（130）。

このように、カスティガー判決においては、連邦最高裁判所として、憲法修正第5条の

自己負罪拒否権を失わせて証言を強制するには行為免責ではなく、使用免責で足りるとし
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て、強制証拠に関係する行為に対する訴追が可能であるという見解を示して、現行免責法

に合憲のお墨付きを与えたわけである。しかし、この判決は、同時に、強制証拠に関係す

る行為の訴追に関しては、その証拠が強制証拠から完全に独立した合法的なものであるこ

とを確定的義務として、訴追側が証明しなければならないことを、要求している（これは

後にrカスティガー・ヒヤリング（Kastigarhea血g）』と呼ばれるようになった〉。それ

故に、カスティガー判決以後の連邦裁判所においては、刑事免責が行為免責かそれとも使

用免責かという議論は見えなくなった。そのかわりに、「独立的で合法的な証拠』である

ことを証明する政府側の証明責任がいかなるものか、言い換えれば、「カスティガー・ヒ

ヤリング」がどのように行われるかが関心事となった。それに関して、時期または裁判所

により、ほぼ二つのながれがあるように見える。

　1：1970年代以後の厳しい要求

　カスティガー判決が言い渡された直後の1970年代以後、連邦の下級裁判所は、行為

免責から使用免責への転換にまだ馴染まななかったからか、あるいは、カスティガー判決

によって使用免責の合憲性が定着することを阻止しようと意図があったからかが明らかで

はないが、ほとんどの場合、「独立的で合法的な証拠」であることを証明する政府側の証

明責任を厳しく要求する（131）。例えば、合衆国対マクタニエル事件では（132》、行為免責

を付与したうえで得られた被告人の強制証言調書を、連邦検察官は強制証言であることを

知らずに要求し、受領した場合においては、検察側は、州の大陪審手続の開始前に連邦検

察官がすでに入手した（独立で合法的ソース〉ということを証明できたにもかかわらず、

第8連邦控訴裁判所は、検察官は捜査に焦諒、を合わせるとか、訴追の開始を決定するとか、
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反対尋問の計画をするとかなどの公判準備活動においては強制証言を利用しなかったこと

を立証する、というカスティガー判決の要求するr確定的義務』を果たしていない、と判

示した（133）。

　2：1990年代の緩やかな要求

　しかし、「カスティガー・ヒヤリング」を厳しく要求することに対して、当初から、そ

れが刑事訴追と刑事免責との間で「万里の長城』を作ってしまい、その「万里の長城』が

強制証拠に関係する犯罪行為に対する訴追を完全に不可能にしており、現行法の使用免責

の範囲を事実上行為免責のそれと同じものに広げている、といったような批判があった（1

34） それを反映したかのように、1990年代に入ると、rカスティガー・ヒヤリング」

を極めて緩やかに解釈する動きは広がってきている。例えば、連邦第10控訴裁判所は、

1996年のレーシー事件に対する判決の中で、強制証言者とそうでない者との間では

「カスティガー・ヒヤリング』によってr万里の長城』が作り上げられているので、強制

証拠に関係する行為に対して起訴される以上、rカスティガー・ヒヤリング」はもはや必

要でなくなると判示した（135）。また、連邦第8控訴裁判所は、1995年のマ・ソガエレイ

事件に対する判決の中で、独立的ソースから得た証拠かどうかを決定するにあたって、主

な問題は強制証言に関係するかどうかではなく、強制証言を使用したかどうかである、と

判示した（136）。さらに、rカスティガー・ヒヤリング』を行ってもらうためには、被告人

側に自分の証言が免責の下で行ったことを示す義務を科す裁判所も（137）、政府側が、独立

的ソースから得た証拠であるという、書面化された宣誓を提出することで（use面davits）

挙証責任を満たすと見なす裁判所も現れた（138）。勿論、このようなながれのなかでも、
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・rカスティガー・ヒヤリング』そのものがすべての裁判所で必要とされなくなったわけで

はなく、それが依然として普通の手続きとして正式事実審理の前に行われている。一部の

裁判所は「カスティガー・ヒヤリング」を行う以外に、追加された保障として（as　anadd

edprotection）大陪審の手続の録画を見ることで、政府側の提出した証拠が独立的ソース

から得たものかどうかを確認することにしている（1391。

第6節　刑事規制手続の政治性・社会性

　外見上から見れば、賄賂などの公務員汚職の刑事規制の手続・体制においては、連邦検

察が中心的存在で最も重要な役割を果たしているようにみえる。しかし、実際上は、この

ような連邦検察の体質、または、このような刑事規制手続の背後には、強い政治性が潜ん

でおり、それは合衆国における賄賂などの公務員犯罪の刑事規制の特色をなしているよう

にいえる。これに関しては、次のいくつの点が指摘することができる。

　一一：政治的存在としての連邦検察と政治的に動機づけられる訴追

　「法の支配』を最も徹底している米国においては、その「司法の優位」が基本的に連邦

最高裁判所をはじめとする裁判所・裁判官の優位を意味する。連邦検察はr裁判所の官吏』

として司法官ないし準司法官的性格をもつものの、主に行政府のための訴追官・行政府の

ロイヤーとして位置づけられている。普通は、検事の選挙制をとっている州レベルの場合、

検察官は政治的で正当性が強いと言われるが、連邦検察も吻治性とは無縁ではない。特に、
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賄賂などの公務員犯罪の刑事規制の場合は、それに常に政治的要素が絡み、大きな政治的

利害をもたらすのである。現行の連邦検察組織及び検察官の位置づけは、彼らが政治的に

賄賂などの公務員犯罪の刑事規制を行うことを可能ないし必要としている。

　まず、現行法によれば、連邦検事は上院の承認を得て大統領により任命され、連邦検事

補は内閣の一員である司法長官により任命される（14ω。または、このように任命された連

邦検事と検事補はその業務の遂行にあたってまたも司法長官の監督に服する（1卿。このよ

うな任命制度及び監督制度の下では、連邦検察は政治的存在である大統領や議会とは無関

係でありえない。再任や昇進などの場合、能力より、政治的コネコションに依存してしま

う、と指摘されている（鑑421。

　次に、「司法の優位」が裁判官の優位を意味する米国においては、連邦検察の給料及び

仕事の内容から見ても、同じく法律事務に携わる裁判官などの他の法律家より何のメッリ

トがあるわけでもない（連邦検察官の給料が概して低いと言われている（143））。そこで、

検察官になる魅力としては、給料などの待遇、仕事の内容ではなく、r若いうちに定収入

をえながら実務に習熟するためか、世間的に知名になる機会の多い検察官の地位をステッ

プとして、政界などに打って出ようとかいう動機で、検察官になること』ある、と言われ

ているq鋤。このように、世閻で有名になり、政界に打ち出るなどの動機で、検察官にな

り、検察の仕事を行うことは、連邦検察という組織自体に政治志向性があり、それがその

行う刑事手続に反映されることを、意味する。

　最後に、1970年以後、賄賂などの公務員犯罪がかつてないほど厳しく規制されるよ

うになってきている。このような変化をもたらしたのはほかならぬ連邦検察である。連邦
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検察は裁量権を最大限に使って、多くの法律を広く解釈して、従来処罰されなかった公務

員の汚職行為を新たに賄賂罪として処罰できるようにした（1捌。しかし、連邦検察にこの

ような姿勢の変化を惹起したのは、「政府腐敗の追放』という当時のニクソン大統領・共

和党の掲げる選挙スローガン、及び、政治腐敗に手をつければすぐでも国民的英雄となる

という、ウォーターゲート事件以後の政治的・社会的風潮である。また、連邦検察は公務

員賄賂のすべてに一律的により厳しい姿勢で臨んだわけではない。より厳しく対処される

ようになったのは、あくまでも、蜘治力の弱い地方公務員の賄賂などの腐敗行為にすぎな

い。しかも、このような地方公務員の汚職に対して厳しくなるとは逆に、政治力の強い高

級的または中央的政治家の賄賂などの腐敗行為に対しては、かえって、政治献金の範囲を

緩やかに解釈するなどの方法で、その刑事規制を従来より寛大的に行うようにしてきてい

る、と言われている（149。このようなながれからも、連邦検察により刑事規制には政治性

があることが見えてくる。

　二：政治に左右される独立検察官の運命

　大統領をはじめとする行政府の高官または連邦議会の議員などの有力な政治家による汚

職事件の訴追にあたって独立検察官制度がその目玉となっている。しかし、この独立検察

官の運命もまた政治に左右されている。

　まず、現行独立検察官制度の中味が政治的ものといえる。具体的にいえば、独立検察官

の任命は、司法長官が裁判所特別部に申請を行い、裁判所特別部がそれを決定することに

なっているほかに、両院の司法委員会なども司法長官に対して任命の申請を行うように要
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請することができる。司法長官は、任命の申請を行うときに、関係の資料などを裁判所特

別部にのみならず、両院司法委員会にも提出することも義務づけられている。また、任命

された独立検察官は、自分の職務の遂行にあたって、訴追活動一般に関しては法の執行に

関する司法省の政策に従い、費用などの問題に関しては裁判所特別部に、活動全体に関し

ては両院の関係委員会に報告する義務があり、議会の監督に服従することとなっている。

従って、独立検察官はまさに司法長官、議会、裁判所という三者の政治の中で成り立ち、

活動を展開するのである。

　次に、独立検察官法の存続そのものも臨治的に決定される。すなわち、独立検察官法に

は5年ごとに再授権という条項が今だに存在しており、再授権ができるかどう力臆常に当

時の政治状況に関わっている。例えば、1992年は当該法律の再授権ができなかったが、

その主な原因としては、ウォーターゲート事件が共和党政権の下で起き、80年以後12

年間大統領は全部共和党員であったので、行政府高官に対する独立検察官による訴追は結

果的には共和党が対象となったこと一が多かったので、共和党の議員の間で独立検察官制度

に対する屍感が大きかったこと、議会で多数を占めている民衆党も当時に蜘治倫理問題が

多発しており、独立検察官法の再授権を強く主張できる拠態ではなかったことなどが、あ

げられている（147》。

　三：検察、裁判所、議会、社会という四者の相互関連の中の刑事規制手続

　米国における賄賂などの公務員汚職の刑事規制の手続は、単に検察、裁判所という専門

的機関の手によってのみ行われるのではなく、検察、裁判所、議会、そしてマス・メデイ
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アの代表する社会という四者の相互関連・政治的争いの中で遂行されるように思われる。

その具体的現れとしては、政治i責任追及手続は刑事責任の追及手続と並行的に行われるこ

とができるし、時々政治責任追及の方が優先さえされること、マス・メデイアなどの世論

の動向が刑事責任の追及に強い影響を及ぽすこと、陪審（大陪審及び小陪審）を通じては

普通の選挙民もその刑事規制に関わりをもつこと、独立検察官に代表されるように刑事規

制が検察、裁判所のみならず、議会ないし社会の監督の下で展開されること、等々があげ

られる。

　このように、米国における賄賂などの公務員汚職の刑事規制手続は強い政治性を有する

ものといえる。しかし、このような政治性は、直ちに政党性・党派性という消極的なこと

をを意味するのではなく、多くの場合、刑事規制に対する社会的関与及び刑事規制の公開

性などの積極的なことを物語る。これは、米国における賄賂などの汚職の刑事規制手続の

特色といえよう。但し、罠かけや免責による証拠強制という制度があり、それが政治的に

利用される場合、または十分な牽制がない場合、人権上の大きな問題が起こる可能性は常

にある。これも米国における賄賂などの汚職の刑事規制手続き上の特色というべきであろ

う。
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（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

（21）

（22）

（23｝

（24）

（25〉

（26）

会的軽罪的あるいは政治1的システムの欠点を連邦議会が糊済できるようにする目的で、

それらの匁点を調査することを包含している。それは連邦政府の各部の腐敗、非能率、

浪費を暴露するためにそれら各部を精査することを包摂している』という（山内幸雄、

前掲註11論文、149頁〉。

　同上。

　議会のもつこの特権は極めて重要である。これに関して、伊藤正己『憲法の研究過

（有信堂、1965〉、155頁以下参照。

　山内幸雄、前掲註11論文139頁参照。

　2U．S．C§192．

　土屋孝次rアメリカにおける議会調査権の限界の再検討』、『近畿大学法学』第4

3巻第1号、1995年、163頁参照。

　Quinn　v．United　States，349U．S．155（1田5）．

　Rogers　v．United　States，340U．S．367（1田1）．

　United　States　v．Murd㏄k，284U．S．141（1931）．

　Andrew　C．Phelan，Legislative　Investigations：The　Scope　of　Use　Immunity　under18

U．S．C．§6002，Amedcan　Ch㎡nal　Law　Review，Vo1．27，209（1990）．

　北脇敏一他編訳『アメリカ合衆国憲法』（国際書院、1989〉、17頁。

　阿部斉『世界の議会：アメリカ合衆国』（ぎょうせい、1984）、124頁以下、

山口和人「主要国の政治倫理法』、『外国の立法』第31巻4号、1992年、2頁

参照。
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（27） 田敏之r1978年政府倫理法』、前掲r外国の立法』、第25頁以下25頁以下参

　照。

（28）
ames　F．Holdemlan，Preindictment　Prosecutorial　Conduct　in　Federal　System，

　The　Joumal　of　Cdminal　Law　and　Cdminology，VoL71，P．1（1980）．

（29）ld，at5．

（30） Katy工　Ha㎡ger，Independent　Justice，（University　Press　of　Kansas，1992），P．4．

（31）これに関して、塚本重頼「ウォーターゲート事件に関する録音テーフ提出命令』、

　『書斎の窓』第232号、1974年、1頁参照。

（32》 8U．S．C．§543（1996）．なお、当該条文のタイトルが「特別検察官』（Special

　attomeys）となっているが、条文自体の中では「検察官」（attomeys）という言葉が使わ

　れているだけであるので、ここで条文の内容をいうとき、括弧をつけて、（特別〉検察

　官にしたのである。

（33）　28U．S．C．　§543．

（34） 本重頼、前掲註31論文参照。

（35》これは連邦最高裁判所1974年7月24日判決によるものである。なお、訳は

　「テープと文書を提出せよ』（『朝日ジャーナル』第16巻35号、1974年、

　　134頁）を参考としている。

（36）see，JosephC．B可ce（et），E面csinGove㎜ent，㎞e㎡αmCdminalLawReview，

　Vo1．29，p．336（1992）．

（37》
Mor貢son　v．01son，487U．S．654（1988）．
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（38）see，MarkへAdams（et），Ehhics　in　Govemment，Amehcan　Criminal　Law　Review，

　VoL30，p．641（1993）。

（39） 28U．S。C．§597．

（40）
B可ce，supra　note36，at341．

（41） 28疋LS．C．　§591．

（421 文は次の通りである。

　　　　“　　　　　any　person　in　subsection（b）may　have　violated　any　Federal　criminal　law　other　than

　　　　a　violation　classi丘ed　as　a　Class　B　or　C　misdemeanor　or　an　i血action，，

（43｝
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§591　（d）．
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§592（a）（1）．

§592（a）（2）．

§592（b）（c）．

§592　（d）（1996）．

§592　（9）（1）（2）．

§592（9）（3）．

§49．

§593（b）（1）（2）．

§593（b）（3）．

§593（b）（4）．
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（55）28U．S．C．§594（a）．

（56｝28U．S．C．§594（c）．

（57）28U．S．C．§594（d）．

（58） 28U．S．C．　§594（f）．

（59） 28U．S．C．　§594（h）（1）（a）．

（60） 28U．S．C．　§594（k）（1）（1）（A）（B）．

（61》28｛LS．C．§595（a）．

（62｝28U．S．C．§596（a）．

（63）28U．S．C．§596（b）．

（64｝ とり捜査と罠かけとが区別して定義することがある。例之ば、『刑事法小辞典』

　　（中山研“編、成文堂、1992）によれば、おとり捜査とは「捜査機関またはその

　指揮・命令・依頼を受けた者が被疑者に接近し、犯罪の機関・便宜を提供し、その者

　の犯意を強化または誘発し、犯罪の実行をまって逮捕する捜査方法」である。「アメ

　リカで、おとり捜査における『わな詔とは、『おとり』が違法な段階に至ったものを

　いい、秘密捜査活動の統制の問題となる」といい（同書、20頁〉、また、「囮を用

　いる捜査技術は、一般に『誘いの手（encouragement）』と呼ばれているが、『罠

　（entrapment）』とは、この誘いの手が違法な段階に至ったもののことであるとされて

　いる』という（渡辺修「囮捜査と罠抗弁」、『法学論叢』105巻1号、1979年、

　45頁〉。しかし、そういう区別がされることの裏にはおとり捜査が基本的合法であ

　るという発想があるように思われるが、本論文では、おとり捜査が基本的違法である
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　という考え方に立つので、entrapmentを単に「罠」ではなく、「罠かけ」に訳して、

　罠かけとおとり捜査を同一視するのである。

（65》 えば、日本でも、おとり捜査が使われている。これに関して、右崎嘉博「おとり

　捜査』（別冊ジュリスト『刑事訴訟法判例百選・第6版』、1992年、24頁）、

　前田宏「おとり捜査』（『ジュリスト』第220号、1961年、47頁）など参照。

（66） えば、1970年代半ばから、連邦捜査局は賄賂などの公務員汚職を効果的に摘

　発するために、「ABCM」という、おとり捜査：などの手段を極度まで使う作戦を展

　開している（これについて、上原正夫、前掲註6論文、道田信一郎『わなと裁判：ア

　メリカと日本』、中公新書705、1983、110頁以下参照）。

（67｝ローク・M・リード著、酒巻匡訳「『わな』の抗弁とデュー・プロセス：アメリカ

　における『おとり捜査函の法規制』、『ジュリスト』第778号、1982年、29

　頁参照。

（681S・πellsv．U血tedStates，287U．S．435（1932）．

（69）S・∬ellsv．UnitedStates，57F．2d973（4thCk．1932）．

（70）supran・te68，at441．

（71）ld，at448．

（72）Ibid．

（73）ローク・M・リード、前掲註67論文、30頁。

（74）
hemlan　v．United　States，356U．S．369（1958）．

（75）
ld，at373．
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Id，at443．
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（94）ld，at488．
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ld，at495．

（96）ld，at496．

（97）シルビア・ブラウン、前掲89書、413頁。

（98）see，C．KeithH㎜ilt・n，supran・te77．

（99）United　States　v．Kelly，748F．2d698⑪．C．C焦　1984）．

（100）United　States　v．Dickens，524F．2d444（5th　Cir．1975）．

（101）U血ited　States　v．Andrews，765F．2d1499（11th　Ck、　1985）．

（102）supran・te99．

（103）see，C．KeithHamilt・n，supran・te77，at490．

（104）United　States　v．Kidd，734F．2d413（9th　CiL　・1984）．

（105）see，C．KeithHamilt・n，supran・te77，at491．

（106） 高裁判所はこのように定義している（最高裁平成7年2月22日大法廷判決、

　『判例時報』1527号、10頁）。宮田裕もこう引用している（田宮、前掲註6論

　文、497頁）。

（107） 国における刑事免責法の歴史などについて、飯田英男「アメリカ合衆国における

　イミュニティ法の運用の実情と問題点（上）（下）』、『警察研究』49巻8号（1

　978年〉、25頁、同9号、19頁参照。

（108）see，Ka幻a　Blalock（et），Procedure　Issues（Twe1丘h　Survey　ofWhite　Conar　　C血1e），

American　Criminal　Law　Review・Vo1・34・P・896｛1997）・
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（120〉　280S．C．

（121）

〈122）

（123）

　18U．S．C．　§60D2．

　18U．S．C．§〔迎）1．

　18U．S．C．　§60α3．

　18U．S．C．　§6004．

　18U．S．C．§60G5．

　　残念なことには、日本では、イミュニティ（㎞umity）を単に「刑事免責」とし

てだけ理解、検討され、その制度のもう一面である証拠の強制の当否についてはあま
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註107の論文（上）でも指摘している（同26頁）。但し、彼は日本でも証拠強制

の制度を導入すべきである旨で主張しているわけで、証拠の強制自体の是非・合憲性

を念頭に置くべきである本論文での考え方とは異にしている。
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　　　　　　　　　　　　　　第3章

「行政主導型」の日本賄賂刑事規制手続法

第■節賄賂刑事規制手続法の概観

　日本でも、言論の自由が憲法上の権利として保障されるので、新聞、雑誌、テレビ、ラ

ジオなどのマス・メデイアは、賄賂などの公務員汚職事件及びその取り締まりについて、

それを暴露し、その取り締まりを報道、評論することができる。このような暴露、報道な

どは、一般社会が賄賂などの公務員汚職の刑事規制にとって大きな意義をもつのである（1）。

そのほかに、個々の市民は、賄賂などの公務員汚職行為があったと思われるときは、それ

を司法機関に申告、通報、あるいは、告訴、告発することができる。これも賄賂などの公

務員汚職の刑事規制にとって意義があることである（2》。

　賄賂などの公務員汚職事件に対しては、刑事訴追などの刑事規制のほかに、議会による

政治i責任の追及及び任命権者による行政責任の追及が、それぞれ行われる。理論上、刑事

責任の追及と政治責任の追及と行政責任の追及とは別々なもので、互いに制限、干渉し合

わないはずである。しかし、実際上は、蜘治責任の追及も行政責任の追及も常設的機関で

積極的に行われておらず、刑事責任の追及が開始されてから、それを受けて、付随的・受

け身的にそれを展開するのが常である。しかも、付随的・受け身的に始まった臨治責任の
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追及または行政責任の追及はまたも刑事責任の追及との関係で大いに制限、干渉されて、

刑事責任の追及が優先されてしまう（3）。

賄賂などの公務員汚職事件の場合、その裁判より逮捕特に起訴の方が当該公務員本人に

とっても社会にとっても実質的な意義を持つ。当該公務員の臨治責任の追及またはその行

政責任の追及がほとんどの場合起訴されてから本格的に開始される（4）。マスコミなどの社

会的機関の対応も逮捕または起訴を境に大いに変わる（5）。日本では、いわば「起訴独占主

義』が実施されている。「検察検査会』制度も「付審判手続き」制度もあるものの、賄賂

などの公務員汚職事件を含む刑事事件のすべてはそれを起訴するか否かを決定するのがほ

かならぬ検察である（6）。検察こそ賄賂などの公務員汚職事件の刑事訴追の中心であって、

それを主導しているといえよう。

賄賂などの公務員汚職事件の刑事訴追に関しては、法律自体は、他の刑事事件のそれと

は変わった規定を特に定めていない。しかし、実務においては、賄賂などの事件を訴追す

るために、「検察中心』ともいうべき体制が作られているし、賄賂などの公務員犯罪の刑

事訴追であるからこそ用いられたと思われる「嘱託尋問』という極めて特殊な手続きの利

用もあった。およそで見れば、賄賂などの公務員犯罪の刑事訴追の特殊性に応じた特有な

手続・体制が実際上存在していると言ってよかろう。

中心的存在で主導的立場にある検察がいかなる組織的性格をもち、国家機関の他の部分

とどう関係するかは、直接的または問接的に刑事訴追のあり方を大いに左右する。日本の

検察は、一応準司法機能をもつものの、やはり行政機関の一部であって、その活動が行政

作用的なものである。検察内部においては、事件の処理という個々の業務に関してもそれ
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を「個々の検察官の独立」でではなく、上下関係のもとで検察幽体的に行われる。外部関

係においては、検事総長の任命が行政府たる内閣の専権であることをはじめ、検察の高級

人事、予算関係などの官僚機構として不可欠で重要な分野が内閣の下に置かれている。そ

のうえ、内閣の一員である法務大臣は、検察の業務行使に対していわば「指揮監督権」を

もち、それを個々の検察官に対して発動できないものの、検察の最高責任者である検事総

長に対して行使できる。実際上、行使されたこともある（7）。検察に対する内閣のこのよう

な権限は、実際上よく行使されるかどうかは関係無しに、常に検察を肇制するための一つ

の毛理的武器の機能を果たし、検察もそれを念頭に置かなければならないことを、意味す

る。

　従って、単に外見的にみれば、日本における賄賂などの公務員汚職事件の刑事訴追は検

察を中心に、その主導で展開されているように見えるが、実質的にみれば、そのような検

察は行政機関の一部であって、行政的行動様式で個々の業務までを行っており、内閣とい

う行政府から影響を受けている。こういうことに着目して、日本における賄賂などの公務

員汚職の刑事規制の特色が「行政主導型』にあるようにいう。以下においては、その具体

的内容を逐次的に検討していく。

第2節刑事責任追及の優先

日本では、公務員が賄賂などの汚職事件を犯した場合、刑事責任を追及されるほかに、
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任命公務員の場合は、任命権者などにより行政責任が、選挙公務員の場合は、議会により

政治責任がそれぞれ追及される。しかし、刑事責任の追及との関係で言えば、行政責任の

追及も政治責任の追及も「二次的」に行われるにすぎず、刑事責任の追及の方が優先され

るのである。

　一：行政責任の追及と刑事責任の追及

　国家公務員法（同法第82条）によれば、個々の公務員は、違法行為があった場合（具

体的には、①：同法または同法に基づく命令に違反した場合。②：職務上の義務に違反し、

または職務を怠った場合。③：国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合）、

懲戒責任を追及され、任命権者により、懲戒処分として、免職、停職、減給、戒告のいず

れかに処せられる（地方公務員法の第29条もほぼ同じ内容を定めている）。これは、い

わば任命公務員個人に対する行政責任追及に関する実体的規定である。しかし、このよう

な実体的規定を実施するための体制・手続きに関しては、違法行為が発見された後には、

いかに懲戒処分を進めるのか、懲戒の効果がいかなるものかについての規定があるものの、

違法行為の発見自体、具体的に言えば、どういう組織がどのように個々の公務員の違法行

為を積極的に摘発するかについては、法律がそれを定めておらず、専門的組織により事前

的に公務員の違法事件を摘発して、積極的に行政責任を追及する体制・手続きはないわけ

である。確かに、総筋庁の行政監察局をはじめ、多くの行政省庁、地方行政体においては、

監察を担当する組織、人員が存在しており、行政監察を行っている（8）。しかし、このよう

な行政監察は、行政体の行政運営の改善を目的としたr一般改善型監察」であって、個々

の公務員の違法行為の摘発を目的としたr個別摘発型監察」ではない（9）。また、国税局、
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公正取引委員会、会計審査院などの機関も違法事件の調査、査察などを行っているが、そ

の対象は必ずしも公務員に限定せず、個々の公務員の違法行為を事前的で積極的に摘発す

るため体制・手続きにはなっていない。

　従って、刑事手続きとの関係でみれば、国家公務員法（同法第85条〉が定めた通りに

（10） 行政責任の追及と刑事責任の追及とが互いに性質の違った独立した存在であって、

並行できる（1P。しかし、先に述べたように、専門的組織が事前的に公務員の違法事件を

摘発して、積極的に行政責任を追及する体制・手続きはないので、事実上、違法行為とい

う事実が明るみになってからは、二っの手続きが並行するようになりうるが、事実の究明、

言い換えれば、違法行為の摘発（その調査、捜査）に関しては、むしろ、刑事手続きが優

先され、行政責任の追及が多くの場合刑事捜査で明らかにされた事実を追認するだけで、

並行で事実の究明を行うことはあまりない。

二：政治責任の追及と刑事責任の追及

　ところで、行政責任の追及とは異なり、政治責任の追及の場合は、それが刑事責任の追

及との関係で違った様相を呈している。

　日本国憲法のもとでは、選挙公務員は刑事責任のみならず、蜘治責任をも負っている（1

21
そして、政治責任追及の方法として、選挙民による方法と議院による方法とがある。

選挙民による方法としてはいわばリコール制があるが、これは地方公共団体においては一

応整備されているが、国政レベルにおいては整備されていない（捌。議院による方法とし

ては、「政治倫理審査会」制度と「国政調査権』制度とがあるように思われる。
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1：政治倫理審査会

国会法第124条によれば、「議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱要及びこ

れにのっとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない』。「政治倫

理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける」、という。これを受けて、各議院に

政治倫理審査会規程が設けられて、審査会は委員の三分の一以上の申立により議員が行為

規範に著しく違反し、政治的道義的に責任があるか否かを審査すること、政治的道義的に

責任があると認めたときは、当該議員に、行為規範の遵守の勧告、一定期間の登院自粛の

勧告、または役員・特別委員長などの辞任の勧告をすること、審査のため必要があるとき

は、国務大臣または政府委員の出席を求め、内閣・官公署に必要な勧告・記録の提出を求

め、参考人の出席を求めることができること、などをその内容としている。

2：国政調査権

日本国憲法第62条によると、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これ紅関し

て、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる』、という。そして、

これに対応するために、「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」（いわば

「議院証言法」）が設けられている。憲法第62条及びこの「議院証言法」が日本におけ

る国政調査権に関する基本規定である。これらにより、国政調査権の主体は憲法上「両議

院」とされるが、実際上、委員会がこれを行使すること、調査の方法として「証人の出頭

及び証言並びに記録の提出を要求すること、証人として出頭及び証言又は書類の提出を求

められたとき、何人でも、これに応じなければならないこと、証人は、自己又はその親族
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などの刑事上の訴追・処罰を招く場合、医師などの専門職にあった者で業務上委託を受け

たため知りえた事実で他人の秘密に関するものの場合は、宣誓、証言または書類の提出を

拒むことができること、証人が公務員又は元公務員の場合、その知りえた事実について、

本人または当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当

該公務所または監督庁の承認がなければ、証言または書類の提出を求めることができない

こと、等々を内容とする「国政調査権』制度が確立されている（14）。

選挙民によるリコールも議院による責任追及も事実の究明を前提としなければならない。

こういう意味では、国政調査権が政治責任追及の基礎となっているといえる。しかし、現

行の国政調査権は制度としては存在しているものの、実際上、政治責任追及の基礎として

の機能をあまり果たしていない。

もとより、国政調査権の本質、範囲などについて必ずしも統一した見解がないものの、

それが議員などの政治責任追及にも用いられると一般的に解されるし（151、実際上も、こ

れが政治責任の追及に使われている。問題は、同じ事件に関して、刑事責任の追及も行わ

れているときには、「刑事責任追及の優先』という不文的ルールがすぐにも登場して、国

政調査が刑事責任の追及に完全に抑えられ、いわば「並行調査』が許されず、国政調査権

が「有名無実』と化してしまうことにある。その例をいくつか見てみる。

1：刑事被告人であれば、国会による証人喚問が不可能となる。

例えば、1976年のロッキード事件の場合、国会が被告人の証人喚問を要求しようと

したところ、法務大臣が次のような趣旨の答弁を行い、それを拒否した。すなわち、「国
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家の証人喚問の当、不当は、証人喚問の目的、刑事事件との関連等に関し、具体的に決定

されるべき事柄である」。「当該証人が起訴されている公訴事実、あるいはこれに関連す

る事実に及ぶ場合には、証言の内容を裁判官が知ることによって裁判官に予断ないし偏見

を与える、あるいは検察官の公訴の維持に悪影響を及ぼし、裁判の公正や検察の適当な行

使を害するおそれが強い場合が往々考えられる』。「国政調査の目的が公訴事実の存否を

目的とするような場合は、個々の裁判についての事実認定、刑の量定等の当否を批判する

ことになり、司法権の独立を侵すおそれがある』、という（矧。

　また、1992年の共和汚職事件の場合にも、被告人の喚問をしようとする国会の動き

に対して、法務省は、メモの提出などの振法を通じて、被告人の証人喚問を控えるように

働きかけた（川。そのメモの内容が次の通りである。すなわち、「国会における証人喚問

について、法務省、検察庁は、国会の良識を信頼して、従来特に意見を申し述べないこと

としている。しかしながら、一般に刑事被告人を証人として喚問するとなれば、被告事件

の内容についても質問が及ぶことが予想されるが、その結果として公訴事実の存否につい

て論じたのと同様の結果を生じせしめることとなる場合には、国会が、本来これを使命と

する司法に先立って公訴事実についての判断をしたとの印象を、当該被告人のみならずマ

スコミや国民一般にも与えてしまい、刑事裁判の公正と司法に対する信頼を確保する上で、

問題があるし、また、偽証罪の制裁の下で刑事被告人に証言を求めた場合、当該被告人が

法廷で供述すべき内容を固めてしまうことになり、黙秘権保障の観点のみならず、法廷に

おける被告人の防御一般の観点からも、人権保障上の問題を生じるおそれがある」、とい

う（18）。結局、被告人の証人喚問が実現できなかった。
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　2：勾留中の被告人に対する国会の喚問は、裁判所の接見禁止解除を前提とし、裁判所

の設定した喚問事項の制限内で行わなければならない。

　例えば、1992年11月の佐川急便事件の場合、勾留中の被告人に対して、国会が出

張喚問を行おうとするところで、法務省は、関係資料を提出し、次のような見解を示した。

すなわち、接見禁止中の被告人の喚問を実現するためには、裁判所が職権を発動して被告

人に対する接見禁止の取消やその一部の解除が必要である。国会は証言を求める事項の詳

細な内容などを書面で裁判所に提出し、接見禁止を解くことの是非を裁判所に委ねなくて

はならない。国会または委員会は国会証言法に基づいて特定の被告人から証言を求めるこ

とを決定した上で、被告人の氏名、証言を求める法令上の根拠・日時・場所、証言を求め

ようとする事項の詳細を書面で提出し、裁判所の職権発動を促すしかできない、という（1

9〉

結局、裁判所による接見禁止解除の手続きが取られ、質問の制限を受けた上で、国会

の出張喚問が行われたが、何の新しい事実をはっきりとさせることができなくて、殆ど意

味がなかった結果になってしまった。

　3：国政調査権においては、検察などの収集した資料が利用できない。

　国政調査権においては国会が強制捜査権をもっていないので、事実を究明するためには、

検察などの捜査機関の収集した資料を利用することが極めて重要である。国政調査権を定

めている憲法第62条は国会が記録の提出を要求できることを定めている。刑事訴訟法第

47条も公判前に訴訟資料の公開を禁じるものの、r公益上の必要があり、相当と認めら
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れる』場合には、公判前または不処分になった場合でも訴訟関係資料を公表することを認

めている。従って、法律上、国会が国政調査権の行使において検察などの捜査機関の収集

した資料を利用できるはずである。しかし、実際上は、それが許されていない。そして、

二つの方法でその利用が不可能にされているように思われる。一つは、検察などが刑事訴

追の優先という発想に立って、刑事訴追の特殊性を強調することで、その利用を拒否する

ことである。例えば、ロッキード事件でいわゆる「灰色高官』の公表をめぐっては、当時

の法務大臣は、「検察感覚からいえば、法務感覚からいえば、シロという者をみずから公

表するのはしない。しかし、…　　そしてそういう議長裁定には政府も拘束されますから、

…　内部的にいろいろお手伝いは申しあげますけれども、みずからの力で不起訴になっ

た者を公表する、そういう資料にあるからといってそんなものを公表したら、それは検察

の越権だな」（20）という答弁をして、公表を渋ったり、秘密状態での公開を求めたりした。

もう一つは、利用できるかどうかの判断権は検察、監督官庁、最終的に内閣が握っている

ことである。例えば、先にふれたロッキード事件の場合、「灰色高官」をどこまで、どの

ように公表するかがほぽ検察（その裏で政府）の主導で処理されたといえよう（2P。

　刑事訴追は憲法や刑事訴訟法に従い、司法独立を尊重され、被疑者・被告人の防御権・

黙秘権などを保障した上で行われるべきこと、国政調査権などの政治責任の追及は刑事訴

追の固有な原則を破るまで行われるべきでないことはいうまでもない。しかし、このこと

は、刑事責任の追及が政治責任の追及自身を排除するまで優先される、という今日のやり

方を合理化するものではない。政治責任と刑事責任とは性格の違ったもので、その追及の
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方法、担い手、意味合いが互いに異なる。そのどちらが優先的に行われるのではなく、両

者の並行、共立こそ道筋である。これはまさに現在の課題である（22》。

第3賃清 「検察中心」的刑事訴追

　刑事責任の追及が優先されている日本の公務員汚職事件の対策の中では、さらにその刑

事責任の追及にあたって中心的役割を果たすのがほかならない検察であって、いわば「検

察中心」的体制が作られて、刑事責任の追及が検察を中心に展開される。

　一：賄賂事件の捜査における検察の主導

　捜査における検察と警察（司法警察職員など）との関係は、法律的にもまた理論的にも、

必ずしも明白に示されているとは思わないが（23ン、r司法警察職員は、犯罪があると、思料

するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする』という刑事訴訟法189条の規定、及

び、「検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる』という同第1

91条の規定をもって、警察は第一・次的捜査機関で、検察の捜査は二次的・補充的なもの

である、と一般的に解される（24》。しかし、「検察官は、いかなる犯罪についても捜査を

することができる」という検察庁法第6条の規定があり、また、警察に対する検察官の一

般的指示権、一般的指揮権、具体的指揮権を定めた刑事訴訟法第193条もある。これら

の規定を見れば、また、捜査における検察と警察との関係に関する現行刑事訴訟法の定め

一587一



方は、r検察が捜査の主宰者か』それともr警察が捜査の主宰者か」という合容れない二

つの考え方の「争い』の結果である、という歴史的いきさつを見れば（25）、果たして警察

が第一次的で、検察が第二次的であるとそう簡単にいえるかは疑問である。全体の事件の

捜査を念頭に置いて理論的・抽象的にいう場合、そう言えるかもしれないが、種類別の事

件の捜査あるいは個々の事件の捜査過程を念頭に置いて実際的・具体的にいう場合は、一

部の事件は検察が直接にその捜査を行うし（26）、直接に捜査を行わない事件についても、

検察はそうしようと思えば、いつでも捜査を主宰することが可能であるといえるであろう。

賄賂事件の場合は、まさにそうである。

　まず、数字的に見れば、警察は最初に賄賂事件の端緒を掴み、捜査を始める場合が絶対

確かに多い。例えば、1◎95年度の検察統計によると、当該年度において、既済みとな

った収賄被疑件数（人員）総数148件中、約79パーセントにあたる117件は司法警

察員などから送致されたもので、検察官の認知、直受したのはわずか20パーセントにあ

たる31件にすぎない（27｝。しかし、「数字のうえでも一般的には警察のほうで端緒を把

握し、内偵をし、そして捜査をして、それで検察庁とまた一体となってやっていくという

ことです』よいう現役の幹部警察官の説明があるように（28》、警察が最初に捜査を始めた

事件であっても、終始すべて独自にやっていくわけではなく、途中ですでに検察と一体と

なって捜査を進めるのである。このような警察と検察との一体関係においては、警察に対

して一般的指示権、一般的指揮権および具体的指揮権をもち、事件を起訴するかどうかな

どの多くの裁量権をもつ検察の方が明らかに主導的な立場にあり、警察による捜査を大い

に左右できるわけである。
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次に、検察が直接に捜査する賄賂事件と警察が直接に捜査する事件との基準に関しては、

必ずしも公開された明白なものは見当たらない。しかし、結果的に見れば、政界、財界、

官界などの絡んだ重大な贈収賄事件・注目される贈収賄事件の場合、その捜査を警察では

なく検察が直接に行うのは一般的である。一般増収賄事件は警察が捜査するが、重大で注

目の増収賄事件は検察が捜査する、ということがほぼいえよう。このことも、単に量的に

見れば、警察の直接に捜査した事件が多いものの、事件の重大さなどの質的面から見れば、

検察の方が捜査過程において警察以上に主体となり、より重要な役割を果たしていること

を、意味するであろう。

　二：賄賂事件の処理における検察の主導

　賄賂事件の捜査のみならず、その起訴・不起訴などの処理においても、検察は主導的立

場にある。

　まず、公務員賄賂などの事件の場合、そのような事件に特有な性格があるので、事件そ

のもの・事件の被疑者が公になるが否か、世間に知られるか否かは、当事者にとってある

意味では地獄か天国かの分かれ目となりかねない。起訴か起訴猶予か、公判請求か略式請

求かは、事件が公になるか、世間に知られるかを意味する。「起訴便宜主義」の日本では、

検察はそのような権限をもっているが、その判断基準は法定的なものではなく、検察の裁

量に関わっている。起訴猶予または略式請求の場合、事件が大体「ヤミからヤミヘ」と消

え、マスコミなどの世間に知られずに終わってしまう。それに対して、公判請求の場合は、

そう簡単には終わらないのである。実際上、贈収賄事件のうち相当な部分が起訴猶予また
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は略式起訴で処理される。例えば、1995年度では、検察が収賄として処理した人員は

併せて150名であるが、そのうち、99名が起訴されたが、25名が起訴猶予に決定さ

れて、起訴された人員の約25パーセントにあたる（29》。また、同じ年度で、検察が贈賄

として処理した人員は併せて239名であるが、そのうち、114名が公判請求されたが、

29名が略式請求されて、公判請求された人員の約25パーセントにあたる（30）．

次に、検察によって起訴された贈収賄事件の有罪率が極めて高い。特に重大な公務員賄

賂事件の場合は、起訴された事件のほとんどが有罪となっている。例えば、1995年度

では、全地方裁判所の通常第→審の終局総人員を見てみると、終局になった人員が145

名であるが、その中で有罪判決を受けたのは144名であって、有罪率はほぽ100パー

セントとなっている（31）。有罪率が高いことは、検察などの捜査、起訴が確実に行われた

ことの現れとして理解されることが可能であるが（32）、逆に、事件が検察によって起訴さ

れた時点ですでに有罪と決定されて、裁判所は検察の捜査、起訴を追認していることの現

れとしても、理解が可能である。有罪率が筒いことは検察の役割の大きさを反映している

ともいえる。

三：　「牛寺捜部』とし、う㈱唖

検察が賄賂などの事件の訴追、処理において中心的役割を果たしていることは、これま

で検討した通りである。しかし、検察は普通の体制でではなく、むしろ、「特別捜査部」

（通称「特捜部」、以下同〉〉という特殊な組織を作って、それを核にそのような中心的

な役割を果たしている。r特捜部』こそ賄賂などの事件に取り組む検察の専門的で核心的
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な組織というべきである。

現在では、東京地方検察庁と大阪地方検察庁などはそれぞれ「特捜部」を設けて、特殊

係、直告係、財政経済係という三っの班から構成されている（33）。「特捜部』が独自に捜

査する事件の範囲にっいては、「検事正があらかじめ指定する事件」となっているが（34）、

検事正は抽象的な基準だけを示すだけで、実際上、「政・官・財界にまたがる重大な贈収

賄事件や企業経営者などによる脱税事件などをはじめ、企業役員などによる粉繍決算ある

いは大規模な背任、横領などの知能犯事件、わが国有力企業による闇カルテル事件などの

特殊重大な企業犯罪など』が「特捜部」の独自捜査の対象とされている（35）。その中では、・

「特捜部」に脚光を最も帯びさせているのは、いうまでもなく重大な賄賂事件に対する捜

査である。組織的に見ても、三つの班の中では、特殊係と直告係との二つも「主として贈

収賄をはじめとする独自捜査を推進していくことを目標としているチーム」で（36）、その

ような事件についての端緒探し・内偵を行い、告訴、告発を受理する。財政経済係だけが

経済犯罪事件などを中心に活動を展開するのである。

このような「特捜部』体制が作られたことの動機・理由に関しては、「事件の中には、

例えば、重大な汚職、脱税などの事件や商法、証券法等法律的に高度の知識等が必要とさ

れる大規模な会社犯罪等の中には、法曹資格を有して各種の法律的知識に精通し、この種

の事件の捜査や処理に慣熟しあるいは多くの経験、実績を持つとともに、裁判官に準ずる

身分保障を持ち、職務の中立性が担保されている検察官が当初から第一次的に捜査に乗り

出すほうが成果を上げやすい』わけである、と言われている（37）。

そのような動機・理由の現れか、「特捜部」が確かに特殊性をもっている。警察等が第
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一次的捜査機関とされている現法制の中では、「特捜部』の特殊さは、何よりもまず「警

察等の第一次捜査機関の捜査とは別に、その手を借りることなく、検察官を中心とする検

察庁の職員によって、独自に捜査を行うこと』（38）にあるといえよう。そして、普通の場

合、検察庁の公判部が公判を担当するが、「特捜部』の捜査した事件の場合は、時々、い

わば「公判専従班』が編成され、「特捜部」の検察官自身が公判を担当または立ち会いす

る（39）。さらに、「特捜部」に配置された検察官などが『検察のエリート」であると、一

般的に言われている。エリートかどうかはともかくとして、検察の立場から見れば、捜査

に強く、精力的な検察官などが「特捜部』に配置されているといえよう。

第4節検察の「文化志向性」

　日本における賄賂などの公務員汚職の規制は刑事規制を中心としていること、その刑事

規制は検察が主導で府われていることが、これまで検討した通りであるが、中心・主導的

役割を果たす検察はいかなる立場・性格にあるのか。このことは日本における賄賂などの

公務員汚職の規制特にその刑事規制を大いに影響しているであろう。

　一：検察と行政・政党との関係

　法の適用の一翼を担う検察は、『法の支配』が求めるように、賄賂などの公務員汚職の

刑事訴追にあたって法にのみ従って行動すべきであろうが、検察がそういうことを行える
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ような立場にあるかどうかは問いうるとことである。まず他の国家機関との関係から見る

と、他の国家機関には行政府のほかに立法府もあるが、日本のように議院内閣制が実施さ

れているので、内閣という行政府を占めるのは常に議会の多数党派である。検察と行政府

との関係はある程度議会ないし与党との関係を反映するといえよう。検察と行政府・内閣

との関係においては、検察が法にのみ従って行動することを困難にする二つの制度がある

ように思われる。一つは、現行法制の下では、検察は準司法機能を持つものの、やはり行

政機関の一部でもあるので、検察総長の任命が内閣の専権とされるのをはじめ、高級人事　’

や予算などの官僚機構として最も重要で不可欠な分野は内閣の下に置かれている、という

ことである。検察総長などの高級人事が一体どのような基準に基づき、どのようなプロセ

スを経て行われるかについては、必ずしも公表された資料はないので、勝手に推測はしな

いが、確実に言えるのは、高級人事及び予算などの重要な事項が内閣の下に置かれる制度

は、実際上内閣がそれを使うかどうかとは関係無しに、常に内閣ないし与党、与党の実力

者に検察を暗に肇制する一つの武器を与え、検察もそれを念頭に置く必要が常にある、と

いうことであろう（4ω。

　いま一つは、現行法制の下では、内閣の一一員である法務大臣は、検察に対して指揮監督

権をもち、それを個々の検察官の具体的業務に対して直接に発動できないものの、検察の

最高長である検事総長に対して行使できる。行政的命令服従関係が存在している現行の検

察システムの下では、この制度は、事実上内閣ないし与党、与党の実力者の意思が確実に

検察のところに反映され、貫徹されることを保障するためのものであり、内閣ないし与党、

与党の実力者による検察への介入・干渉はこの制度により可能となっている（41》。実際上、
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内閣がこの指揮監督権を発動して、検察の捜査をストップさせた事例もあった。つまり、

1954年4月、吉田茂内閣の時、検察はいわゆる造船疑獄で当時の自由党幹事長の佐藤

栄作、同政調会長の池田勇人の逮捕状請求を決めたが、総理大臣吉田などの強い反対で、

犬養健法務大臣は『指揮権」を発動して、逮捕にストップをかけて、事件の捜査を潰した

のである（42）。確かに、法務大臣による指揮権発動はこれまであまり行われていないが、

しかし、内閣の一員である法務大臣がこのような指揮権を発動する権能を持つこと自体は、

政治家などの大物容疑者の捜査、逮捕に踏み切るかどうかを判断するにあたって、検察が

常に意識せざるをえない脅威の一つといえよう。

　二：検察と一般社会との関係

　検察と一般社会との関係はおよそ二っの側面があるように思われる。一つは、検察と国

民世論との関係であり、もう一つは、国民が検察と直接な関わりを持つ検察審査会制度で

ある。

　事件などについてはマスコミや民衆の反応が存在しており、それを「国民世論」として

見ることができる。検察は、事件特に国民の間で影響の大きな事件の処理にあたって、常

に国民・世論がどう反応するかを考慮の要素としているようである。国民主権の社会にお

いては、検察も国民の関心・反応を察知して考慮することは当然であろう。問題は、どの

ような視点でどのようにそれを捉え、どういう目的で考慮・一対応することにある。法を厳

粛に執行する立場にある検察は、当然ながら、いかにして法に従って行動するか、という

視点から「国民世論』を考慮すべきである。しかし、現実では、検察は必ずしもこういう
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視点から「国民世論」を見るとは限らず、むしろ、既成の文化的構造の維持、現存の政治

情勢にいかに寄与するか、という検察の文化的判断で見る場合が多いようである（43）。そ

の場合、「国民世論」は、依然として、法の厳格な実施を促すエネルギとしてではなく、

政治利用の材料として、検察の持つ文化的価値観の保障・実現の道具として用いられる傾

向がある。

　検察審査会は国民が検察に対するコントロールするための唯一の制度的なものである。

特に賄賂などの公務員汚職に対する刑事規制が検察によって行われるとき、「官対官』・

「官による官への規制」という閉鎖的で無力的な側面を打破して、より公平的で徹底的な

規制が行われるためには、民間人で構成される検察審査会の活躍が大いに期待されるとこ

ろである。しかし、現には検察審査会はそのような期待に答えられるような機能を必ずし

も果たしていない。制度的に見れば、検察審査会の出した議決は法的拘束力がない。この

ために、検察審査会によって現れた民意：は検察にとって単に参考的ものにすぎず、検察は

法的には全くそれに拘束されないし、検察審査会の「起訴相当』および「不起訴不当』の

議決に対して、事後措置をとってからもそれを検察審査会に報告する義務を負わない。と

りわけ、再捜査した結果、現処分を維持した場合でも、その理由と結果を報告する義務が

ないのである（44》。このように、検察審査会は、制度としては、中途半端的なものにとど

まっている。そのことが運営上にも反映されている。例えば、1995年度、全日本では、

検察審査会が「起訴相当・不起訴不当」という議決を出した事件は併せて69件であった

が、検察がそのような議決を受けて新たに起訴したのは18件で、全体のわずか26パー
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セントにすぎず、残りの51件、74パーセントが不起訴をそのまま維持された（45）。

　三：検察自身の体質

　検察が法にのみ従って厳格に賄賂のなどの公務員汚職事件を追及できるかどうかは、外

部との関係のみならず、検察自身の体質にも関わっている。そのような体質に関しては、

組織的面と意識的面との両方から見ることができるであろう。

　まず、組織的に見れば、検察の行政官僚化という現象がいくつかの方面から指摘できる

であろう。①：上下関係に関しては、現在の日本の検察の組織はいわば中央集権型の全国

的統一機構であって、内部的には「検察官一体』という原則により「上命下服』のような

縦的関係が全面的に確立される。このことにより、検察は他の行政官僚機関とはあまり変

わらない体質となり、法の適用者として必要とされる事件の直接担当者（下級検察機関・

個々の検察官〉の自主性・自立性が損なわれて、具体的事件に対して示した検察の意思は、

その担当者のものより、上級の検察機関・幹部検察官・検察組織全体としてのものの場合

が多い。例えば、冤罪事件として有名な徳島事件の場合、被告人が無実であることの明か

な証拠があると裁判所は判事したことに対して、「茂子さんを有罪とした証拠の貧弱さか

ら、抗告すべきでない』という現場サイドの意見があったにも関わらず、検察上層部の幹

部は「大局的に見てあくまでも抗告すべきである』という意見を出して、押し切って抗告

を決定された、と言われている（捌。このように、r上命下服』のような行政関係が進む

ことは、検察の事件処理を行政化し、法にのみ従って事件を訴追するのを難しくしてしま

う。②：個々の検察官と検察組織との関係に関しては、検察は「独任制官庁」と言われる
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が、実際上は、組織が個人で作られていることは認められず、組織はあくまでも上位で、

検察官個人は下位で、組織の決めたことをやるだけである、という目に見えない環境・体

質ができているように思われる。このことにより、個々の検察官の自己主張の場がなくな

り、完全に受け身的存在となってしまう一方、検察組織も批判や外部圧力に弱く、活性化

のない機械的官僚システムとなり、その運営は行政・政治などから影響されやすい少敷の

責任者だけで府われ、相識全体の無力化が生じて、行政・政治に弱体されてしまう。③：

検察官の業務に関しては、行政官としての仕事が多すぎて、法の適用者としての検察官に

なる前にまず行政官とならざるを得ない、という状態がある（4η。このことは、単に検察

官は法の適用者としての本来の仕事の効率性・専門性をかけることや、日常的に行政宮的

に事件を事務処理的感覚でこなすことなどの現象をもたらすのみならず、検察官は法の適

用者という主体的意識を低下させて、行政・政治などの干渉・介入に迎合し、そのような

干渉・介入を正当視することにもつながるように思われる。

次に、意識的に見れば、検察では、「法の支配』という法の適用者として持つべき意識

とは無縁の他の「文化的志向性』を強く持ち、その実現・確保を自分達の第一一次的使命と

して、法の適用においてもそれを目指そう、とする「検察なりの・検察全体の文化志向性』

ともいうべき、意識的なものは、暗に存在している。普通、r警察は政権を守り、検察は体

制を守る」という言い方があるが（48》、この「体制」は政治制度より既存の日本社会の文

化的構造というべきであろう。なぜなら、民主主義という体制からすれば、誰が与党であ

ろうと・民主主義的手続きで選ばれればよいわけで・民主主義的手続きが守られれば・誰
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が与党になってもよいはずである。しかし、検察が至上としているのは民主主義という手

続きよりむしろ長期与党の存続という既成の文化的構造であるように見える。かつて、ロ

ッキード事件で前総理大臣の逮捕に踏み切った検察の動機について、次のような記述があ

る。「『田中角栄たちのチョイスは問違っている。はっきりいえば、このままでは、日本

の民主主義体制を危うくしかねない。右か左か、どちらにせよファッシズムになる危険性

がある。それだけは断固阻止しなければならない。そのためには、この際、思い切って、

事件の核心を撃つ必要がある、と、われわれは結論したのです』。そして、彼は、重要な

のは、『個々の政権、個々の政治家』の利害ではなく、『体制を維持する』と言うことだ、

と、いく度も繰り返した。現体制を維持するためには、田中を逮捕したほうがよいのか、

田中逮捕を回避したほうがよいのか、そのことを検討するために特別合宿をしたのだ、と

いうのである』、という（49）。このように、長期的与党の存続を内容とする規制的文化的

構造の維持を至上使命として法を適用する場合は、必ず特定の政党や政治団体に接近し、

時の政治に関わりを持ち、政治的感覚で事件を処理するようになってしまう（501。

第5節　「嘱託尋問」という特殊な手続

　日本の刑事訴訟法上、賄賂などの公務員犯罪の刑事訴追に対しては特殊な手続きが設け

られておらず、他の犯罪の刑事訴追と同じ手続きでそれを行われるようになっている。し

かし、いわゆるロッキード事件においては、「外国の裁判所への証人尋問の嘱託」と「刑
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事免責による証言強制』とを内容とした「嘱託尋問』という特殊な手続きがとられた。捜

査の対象となった容疑は公務員が絡んだ賄賂などの犯罪であるからこそ、そのような特殊

な手続きは、当時において、裁判所を含めてあまり疑問視されずに用いられたように思わ

れる。

周知のように、ロッキード事件は、1976年2月4日にアメリカ合衆国の上院他国籍

企業小委員会に、一通の資料が送ってきたことから始まり、2月6日に同委員会での公聴

会でロッキード社の副会長のコーチャン氏は、刑事免責を得た上で、丸紅を通じて日本政

府高官に200万ドルを支払ったなどの証言をした。それを受けて、日本国内でも捜査が

開始され、東京地方検察庁はアメリカに検察官を派遣して、直接にコーチャン氏から事情

を聴取しようとした。しかし、コーチャン氏は、上院の小委員会での証言と同様に刑事訴

追を受けないという免責保障がない限り事情聴取には応じられないとして、これを拒否し

た。そこで、東京地方検察庁の担当検察官は、東京地方裁判所の裁判官に対して、刑事訴

訟法226条に基づき、当時アメリカ合衆国に在住したコーチャン、クラッターらに対す

る証人尋問を、国際司法共助として同国の管轄司法機関に嘱託されたい旨請求した（5D。

そして、「右請求に際して、検事総長は、本件証人の証言内容等に仮に日本国法規に抵触

するものがあるとしても、証言した事項について右証人らを刑訴法248条により起訴を

猶予するよう東京地方検察庁検事正に指示した旨の宣明書を、また、東京地方検察庁検事

正は、右指示内容と同じく証人らを同条により起訴を猶予する旨の宣明書を発しており、

東京地方裁判所裁判官は、アメリカ合衆国の管轄司法機関に対し、右宣明の趣旨をコーチ
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ヤンらに告げて証人尋問されたいとの検察官の要請を付記して、コーチャンらに対する証

人尋問を嘱託した」（52）。嘱託を受けたカリフォルニアの連邦地方裁判所はコーチャンら

の証人尋問を開始したが、コーチャンらはなお証言を拒否したので、連邦地方裁判所は

「コーチャンらに対する証人尋問を命じるとともに、日本国において公訴を提起されるこ

とがない旨を明確にした最高裁判所のオーダー又はルールが提出されるまで本件嘱託に基

づく証人尋問調書の伝達をしてはならない旨裁定した。そこで、検事総長が改めてコーチ

ャンらに対しては将来にわたり公訴を提起しないことを確約する旨の宣明をし、最高裁判

所は検事総長の右確約が将来にわたりわが国の検察官によって遵守される旨の宣明をし、

これらが右地方裁判所に伝達された。これによって、以後コーチャンらに対する証人尋問

が行われ、既に作成されていたものを含め、同人らの証人尋問調書力噸次にわが国に送付

された』（53）。それを受けた検察はロッキード事件の証拠として裁判所に提出した。

以上はおよそロッキード事件での「嘱託尋問」の概観であるが、それは、従来の刑事手

続きとの関係で見れば、主に以下の二つの点において特殊的なものであった。

一：外国の裁判所へ証人尋問を嘱託した、という特殊点である。

もとより、刑事訴訟法第226条は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると

明らかに認められる者が出頭又は供述を拒んだ場合には、検察官は裁判官にその者の証人

尋問を請求できることを、定めており、同第163条1項は、事件を管轄する裁判所以外

の裁判所の裁判官に証人尋問を嘱託できることを、定めている。東京地方検察庁は東京地

方裁判所にコーチャンらの証人尋問を請求したことは第226条などの刑事訴訟法の規定
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に従ったものであって、従来とは何か特殊的な面がない。しかし、請求を受けた東京地方

裁判所は外国であるアメリカ合衆国の裁判所に証人尋問を嘱託したことは、明らかに特殊

な手続きと言わざるを得ない。というのは、当時においては他の裁判所の裁判官に証人尋

問を嘱託することを定めているのは刑事訴訟法第163条1項だけであって、そこでいう

他の「裁判所の裁判官」はあくまでも日本国内の裁判所の裁判官である。そして、「外国

裁判所ノ嘱託二因ル共肱法』という国際司法共助法があるものの、それは日本に対する外

国の裁判所からノ依頼による証拠調べなどについての定めである、からである（54）。にも

かかわらず、第一審の東京地方裁判所も控訴審の東京高等裁判所も外国裁判所への証人尋

問の嘱託を合法的なものとして認めている。第一審の東京地方裁判所はその理由として次

のようなことをあげている（脇。①：刑事訴訟法には裁判所が外国の裁判所に対し証拠調

の嘱託をすることができるとする明文の規定は存在しない。しかし、刑事訴訟法は実体的

真実の発見を重要な目的としている。そのために、証拠を強制的に収集するための多くの

方法が規定されているが、主権という制限がある以上、「もし国外に重要な証拠が存在す

る場合には、本来の証拠収集方法を補うものとして、少なくとも刑事訴訟公判の過程にお

いて、公判裁判所が、証拠所在地に主権を行使する外国の裁判所に対し証拠調の嘱託をす

ることにより、強制的に証拠を収集することが当然に予定されていると考えなければなら

ない」。②：「外国裁判所ノ嘱託二因ル共助法」は、「外国からの嘱託による証拠調を実

施するに際しては、その国がわが国が同様な嘱託を受け入れることの保証を条件としてお

り、このことは、わが国の裁判所が刑事事件に関し外国裁判所に対し証拠調の嘱託をする

ことがありうること、ひいてわが国の裁判所がそのような権限を有することを間接に（当
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然の前提として〉示しているということができる』。③：刑事訴訟法は同法に明文で規定

された証拠収集方法によらない人証に関して作成された供述書などについて、一定の要件

の下み証拠の力を認める規定を設けており、外国裁判所に対する証人尋問の嘱託により得

られた証人調書などを公判の証拠として許容しうる道を認めていると考えられる。④：か

つて個別的外交折衝による嘱託事例があった。⑤：「以上により、公判裁判所は、外国裁

判所に証拠調嘱託をする権限を有するというべきであるが、その刑事訴訟法上の根拠とし

ては、刑事公判裁判所の訴訟指揮権であると解せられる』。「けだし、訴訟指揮権は・・

・個別の規定がある場合に止まらず、法に明文の規定がない場合であっても、法の目的な

いし構造に適合する限り、あるいはむしろ積極的にその目的を実現するためにその権限を

行使して法の空白を埋める訴訟行為ないし事実行為をなすことが許されるものというべく、

外国裁判所に対する証拠調の嘱託の如きは上述の理由により正にその運用に適する場面と

いえるからである』。

　控訴審の東京高等裁判所も上述した第→審の理由とほぼ同じ論理で外国裁判所への評人

尋問の嘱託を認めている（56》。但し、上告審の最高裁判所はこれについては明言していな

い（571。結局、外国裁判所への証拠調の嘱託は、法律の明文規定ではなく、裁判所が刑事

訴訟の目的などに基づいて訴訟指揮権の行使という裁量的行為で認められているわけであ

る。犯罪の国際化などの事情を考えれば、外国裁判所への証拠調などの司法共助が必要で

あることには疑問がない。にもかかわらず、それを法律ではなく、裁判所の裁量で確立す

ることにはやはり問題が残るように思われる。
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二：証人が刑事免責により強制された証言が用いられた、という特殊点である。

前述したように、コーチャンらの証人の証言は、アメリカが取っている取引的刑事免責

制度とあまり変わらない形で刑事免責により強制されたものである。このような証人証言

の日本における適法性については、第一審の東京地方裁判所も控訴審の東京高等裁判所も

極めて詳細な論調を展開して、ほぼ同じ論理でそれを認めている（58）。但し、その「詳細

な論調』は、裁判所としてその適法性を判断するというようなものではなく、いかに証言

強制という事実を追認して、それに適法性を与えるかというようなものに尽きている。例

えば、東京高等裁判所は主に次のようなことをあげて、それに適法性をつけようとしてい

るように思めれる（59）。①：任意性のない自白には証拠能力を認めないことを定めた憲法

38条2項は、自己負罪拒否特権を定めた同1項とは性格の違ったもので、そこでいう

「強制』とは（強制、拷問、脅迫などの〉、供述内容に関する自由な意思決定を違法に阻

害する直接強制を意味し、証人に対し自己負罪拒否の特権が消滅したとして偽証罪及び証

言拒否罪の制裁のもとに、記憶に基づき、誠実に真実のみ証言することを強制する法律的

な間接強制を含むものではないと解すべきである。本件では、まさに直接強制ではなく、

憲法38条2項の違反問題を生じる余地がない。また、自己負罪拒否特権を定めた同1項

との関係でみれば、同特権は、一般的に証人に供述義務があることを前提としたうえ、供

述をすることによって自己が刑事訴追を受け又は有罪判決を受けるおそれがある場合には

個々的に右義務を免除するというものであって、当該証人に賦与された個人的な特権であ

り、これを行使するか放棄するかは当該証人個人の意、思にかからしめ、証人がこれを放棄

して証言しても証人以外の第三者は、証人に対する右特権侵害を理由に証拠の許容性がな
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いことを主張する資格を有しないと解する。②：検事正の不起訴宣明は不起訴の意）思決定

を表明したもので、検事総長の二回の宣明がこれを補強したものであり、最高裁の宣明は、

公訴が提起されることがないという事実認識を表明したものである。それらの宣明により、

言臥らが証言した事項につき刑事訴追を受けるおそれがないことが保障されたと法的に評

価することができるので、証人らの自己負罪拒否の特権が消滅したというべく、証言を強

制してなされた本件嘱託証人尋問手続きに憲法38条1項違反はないと考えられる。③：

（a）日本では、証人に、検察官の申出により、裁判所が免責をを付与して証言すべく命令

することは、一般的には違法の措置であるとの疑いを免れないといえる。しかしながら、

本件言臥尋問は国際司法共助に基づく嘱託により外国のアメリカで行われたものである。

司法共助の場合、その手続の準拠法は原則として受託国の法令が適用されることを前提と

している。それは、「たとえわが国の法制と異なる手続によって行われた証拠取調べの結

果であっても、その手続がわが国の憲法ないし訴訟法の基本原理に照らし許容しがたい違

法なものと認められない限り、これを受け容れる余地を認めることが必要かつ合理瞬考

え方であり、わが国の刑訴法はこれを否定しているものではないと解すべきである。同時

に、嘱託の目的を達成するため、わが国において、合衆国の法制に対応する必要にして有

効な措置を講ずるのは当然のことであり、その措置がわが国の国内法上許される範囲のも

のであるかぎり違法の問題はおこりえない』。（b）免責制度は合衆国で確立された歴史の

ある合理的法制であって、取引の性格を有するものではなく、法の執行の公正さを害した

り真実の発見を犠牲にするものではない。rかかる免責制度は…　　その基本理念自体は

刑訴法の基本理念ないし基本構造に抵触するとは考えられない』。（c）「検察当局は、国
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際司法共助としてなされた本件証人尋問手続に適用される合衆国の法制に対応し、嘱託の

目的を達成するため公訴権行使の一様態として本件不起訴宣明を発しているのであるが、

公訴権は、国家刑罰権の適正妥当な実現をを図るため、公益の代表者である検察官に広範

な裁量の余地を認めて与えられた権限であるから、検察官が、個別の被疑者について特別

予防の観点から刑事政策的に刑罰権を発動しない起訴猶予処分をする場合だけではなく、

合理的な理由と必要からより大きな公益を実現する観点に立って訴追裁量権を行使するこ

とも、それが公訴権の行使として著しく不公正なものとして許容しがたい特段の事情がな

いかぎりこれを違法視しなければならないいわれはない」。（d）本件では、検察が不起訴

宣明などの措置をとった点においては、起訴猶予を定めている刑訴法248条の通常の運

用と著しく異なるものである。しかしながら、そうしないと事件に対する公訴権を行使で

きないという特殊な事情があるので、証人に対する刑事免責より「証人らに対する公訴権

を行使し得なくなるとしても、それはもともと実際上なきに等しいもので、失われる公益

は極めて小さく、これに対し、同人らの証言を得て事件関係者に対する被疑事実を明らか

にし、刑罰法令の適正迅速な適用実現を図る公益の方が右失われる公益よりはるかに多い

とみられることを併せ考えると、右措置は、検察当局に課せられた使命、機能の観点から

みて十分合理性のあるものと認められるとともに、検察当局と証人らの間で処罰の断念と

引換に証言を取得する取引をしたと感ぜしめるがごとき法の執行に対する不公正感を抱か

しめるものとは考えられず、…　刑訴法理念に適合しないものとはいえない』。

しかし、嘱託尋問調書の証拠能力を認めた第」審及び控訴審の判断に対して、上告審の
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最高裁判所はそれを否定している。その主な理由が次のようなものである（60）。すなわち、

①：証拠は刑訴法の証拠能力に関する諸規定のほか、（刑諦法第1条の定めた〉刑訴法全

体の精神に照らし、事実認定の証拠とすることが許容されるものでなければならない。本

件嘱託証人尋問もそうである。②：刑事免責制度はアメリカ合衆国で法的制度上確立され、

機能しているが、「わが国の憲法が、その刑事手続等に関する諸規定に照らし、このよう

な制度の導入を否定しているものとまで解されないが、刑訴法は、この制度に関する規定

を置いていない。この制度は、前述のような合目的的な制度として機能する反面、犯罪に

関係のある者の利害に直接関係し、刑事手続上重要な事項に影響を及ぼす制度であるとこ

ろからすれば、これを採用するかどうかは、これを必要とする事情の有無、公正な刑事手

続の観点からの当否、国民の法感情からみて公E感に合致するかどうかなどの事情を慎重

に考慮して決定されるべきものであり、これを採用するのであれば、その対象範囲、手続

要件、効果等を明文をもって規定すべきものと解される。しかし、我が国の刑訴法は、こ

の制度に関する規定を置いていないのであるから、結局、この制度を採用していないもの

というべきであり、刑事免責を付与して得られた供述を事実認定の証拠とすることは、許

容されないものといわざるを得ない』。③：国際司法共助の場合は同じである。国際司法

共助によって得られた証拠であっても、「それが我が国の刑事裁判上事実認定の証拠とす

ることができるかどうかは、我が国の刑訴法等の関係法令にのっとって決せられるべきも

のであって、我が国の刑訴法が刑事免責制度を採用していない前示のような趣旨にかんが

みると、国際司法共助によって獲得された証拠であるからといって、これを事実認定の証

拠とすることは許容されないものといわざるを得ないからである。④：「以上を要するに、
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我が国の刑訴法は、刑事免責の制度を採用しておらず、刑事免責を付与して獲得された供

述を事実認定の証拠とすることを許容していないものと解すべきである以上、本件嘱託証

人尋問調書については、その証拠能力を否定すべきものと解するのが相当である」。

　このように、最高裁は、日本国憲法及び刑訴法から出発して、事実認定の証拠に関して

は、一時的必要性を満たすために展開される裁量権の過剰な重視や国際司法共助の特殊性

の過度強調を排除して、刑事免責による証言強制の日本における合法性を、明瞭かつ厳格

に否定したわけである。これは適当な判断というべきであろう。

註

（1） 職の検察官の指摘によれぱ、「投書、市民からの電話などによる匿名の申告、風評

　の聞き込み、新聞・雑誌・業界誌などの記事の分析、議会での議員などの発言など贈収

　賄に関するさまざまな情報を入手、これを端緒として捜査が開始する。警察での汚職摘

　発の端緒はこの方法によって得られる場合が多い」という（永野義一『贈収賄罪の理論

　と捜査』、警察時報社、1996、229頁）。

（2》 上。

（3》 これについて、村井敏邦他「座談会：構造的汚職と国政調査権の再生』（『法律時報』

　第65巻10号、1993年、59頁以下〉参照。

（4〉 えば、一般公務員の場合、起訴された時点で懲戒免職されることが普通である。
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（5）マスコミの対応を見てみると、実名を使ったり、顔写真を公表したりするような報道

が大体逮捕後に行われるのである。

（6｝ 「検察審査会』も「付審判手続き」もいわば不起訴処分に対する救済制度にすぎず、

いずれも強制的効果をもっていない。「検察審査会』の場合は、審査会を構成する11

人のうち、8人以上の多数であれば、はじめて、検察に積極的に起訴が相当であるとい

う議決ができる。そして、そのような議決はあっても、それだけで事件が起訴されるこ

とにはならない。議決を受け取った検事正は事件を再検討して、起訴するのが相当であ

るという判断に至っていれば、起訴の手続きを取るわけである。「付審判手続き」は公

務員の職権乱用の罪に限って適用される制度で、賄賂事件がその対象外である。なお、

「検察審査会』及び「付審判手続き」の運用実態、などについては、三井誠他『入門：刑

事手続法』（有斐閣、1995）、80頁以下参照。

（7） 察庁法の第14条によると、「法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の

事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は

処分については、検事総長のみを指揮することができる』という。これはいわば法務大

臣の「指揮監督権」についての規定である。1954年のいわゆる「造船疑獄』の捜査

の最中、検察は、疑獄の中心人物である自由党幹事長の佐藤栄作を逮捕する衆議院の許

諾を求めたいと請訓したところ、当時の法務大臣は「佐藤栄作の逮捕許可の請訓につい

ては、事件の法律的性格と重要法案の審議状況から、法務大臣としてこれを認めること

ができない。これは庁法第14条にもξづく指示である』という内容の指揮書を出して、

指揮権を発動して、事件の捜査にブレーキをかけた。これの詳細について、大野達三
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『日本の検察』（新日本出版社、1992〉、157頁以下参照。

（8） 日本における行政監察全体について、近藤昭三「行政監察法総説』（園部逸夫他編

『現代行政法大系・3』、有斐閣、1986、175頁）、塩路耕次「行政監察の制度

と実際』（同書、203頁）参照。

（9）このような区別について、近藤昭三「行政監察法総説』、前掲書182頁以下参照。

（10） 家公務員法第85条の規定が次の通りである。すなわち、「懲戒に付せられるべ

　き事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院または人事院の承認を経て任

　命権者は、同一事件にっいて、適宜に、、懲戒手続きを進めることができる。この法律

　による懲戒処分は、当該職員が、同一または関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追

　を受けることを妨げない」、という。

（H） 本勇『地方公務員法講義・改訂版』（ぎょうせい、1996）、138頁参照。

（12）
原泰雄『憲法・豆・統制の機構』（有斐閣、1989）、283頁。

（13》 方自治法は地方公共団体の首長、議員及びその他の主要な公務員について、リコ

　ールなどを通じて、その臨治責任の追及制度を具体化している（地方自治法第13条、

　76条、80条など）。

（14》 の詳細については、杉原、前掲書、266頁以下参照。

（15》
原、前掲書、262頁。

（16》ここでの要約は杉原泰雄「公正調査権・再考」（『法律時報』第65巻10号、

　1993年、27頁）に基づく。

（17）
「国会・法務省：せめぎ合い』、『朝日新聞』（朝刊）1992年2月14日。
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（18） 上。

（19） 「接見禁止の解除が必要』、『朝日新聞』（朝刊〉1992年11月21日。

（20｝ 『ロッキード問題に関する調査特別委員会議録第3号』（昭和51年10月13日、

　衆議院事務局、12頁〉。

（21） 「『灰色』公表、進展みえず」、『朝日新聞』1976年10月20日参照。

（22》 治責任と刑事責任とのあるべき関係などについて、福田雅章「刑事手続と国政調

　査権：刑事法学の立場から」、『法律時報』第65巻10号、1993年、48頁以

　下参照。

（23） 本では、捜査における警察と検察との関係が必ずしも明白ではないことについて、

　井戸田侃「捜査における検察の役割：警察と検察の関係」（濠学セミナー増刊『現代

　の検察』、総合特集シリーズ・16、1981年、88頁参照〉。

（24）
えば、田宮裕『注釈刑事訴訟法』（有斐閣、1993〉、209頁、211頁。

（25）このことに関して、松尾浩也『刑事訴訟法・上』（弘文堂、1991〉、79頁以

　下参照。

（26） 察が独自に捜査を行う事件については、独自捜査の根拠は二つの場合があるよう

　に思われる。一つは、当該事件の捜査は検察が行うことを、法律自身が予定している

　場合である。たとえば、税法、独占禁止法、労働法に違反した犯罪事件の場合、その

　捜査権が検察にあると明言している。今一つは、検察が捜査できることを定めた刑事

　訴訟法及び検察庁法に基づいて、検察が捜査を行う場合である。贈収賄事件はこの場

　合にあたる。
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（27）
務省『第121検察統計年報』、第266頁。

（28）これは警視庁刑事局捜査第二課長宮脇氏の発言である（「研究会：贈収賄事件の捜

　査と訴追』、『特集：現代の汚職』、ジュリスト臨時増刊1978年10月25日号、

　53頁）。

（29）
務省『第121検察統計年報』第77頁の統計数字に基づいて計算。

（30） 上。

（31｝ 高裁判所事務総局『平成7年度：司法統計年報・2・刑事編』第204頁の統計

　数字に基づいて計算。

（321 くの学者や実務家の方々はそういうように有罪率の高さを解釈しているが、これ

　はあまりにも単純しすぎた解釈であるように思われる。

（33》 田昇他「東京地検特捜部を語る」、『法学教室還第110号、1989年、11

　頁参照。

（34） 「検察庁事務章程別表第二』による。

（35）

田昇、前掲註33、10頁。

（36》 上、第11頁。

（37） 田昇、前掲註33、10頁。なお、野村二郎もほぼ同じような指摘をしている

　（『新版：日本の検察』1日本評論社、1991、16頁以下）。

（38》
田昇、前掲註33、9頁。

（39） 上、10頁以下。

（40） 村二郎、前掲書、51頁以下参照。
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（4n 上。

（42）この事件の詳細について、大野達三『日本の検察』（新日本出版社、1992）、

　157頁以下参照。

（43）このことについて、田原聡一郎『日本の官僚：1980』（文藝春秋、1979）、

　261頁以下参照。

（44） 司法労働組合司法制度研究委員会「検察審査会の現状と課題』（『現代の検察』、

　法学ゼミナー増刊総合特集シリーズ16、1981年、114頁）参照。

（45）
高裁判所事務局刑事局「平成7年における刑事事件の概況（上）』（『法曹時報』

　第49巻2号、1996年、175頁の統計数字〉に基づいて計算。

（46） 田中聡樹「検察の民主化と検察官の良心」、前掲『現代の検察』、57頁。

（47） 井敏邦「検察官はなぜやめる：私の検察官印象論」、『法学セミナー』1990

　年第11号、114頁参照。

（48）

田、前掲註40、261頁。

（49）
原、前掲註43、72頁。

（50》 察の政治性について、野村二郎、前掲書参照。

（5P ここでのまとめは、村井敏邦「贈収賄罪にみる実体法と手続法』（『時の法令』平

　成8年2月15日号、38頁）を参考としている。

（52）

高裁平成7年2月22日大法廷判決、『判例時報』1527号、10頁。

（53） 上。

（54｝
井、前掲論文参照。
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（551 京地方裁判所昭和53年12月20日決定、『判例時報』912号、34頁、3

　5頁。

（56》

京高裁昭和62年7月29日判決、『判例時報』1257号、14頁以下。

（57）
高裁平成7年2月22日大法廷判決、前掲註52。

（58》
一審の理由などについて、東京地方裁判所昭和53年12月20日決定、前掲註

　5．5、28頁以下参照。

（59）

京高裁昭和62年7月29日判決、前掲註56、21頁以下。

（60）

高裁平成7年2月22日大法廷判決、前掲註52、10頁以下。。
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